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（注  1）表中の単位数は、共通教育科目の各領域から修得しなければならない最低単位数を示す。  
  その単位数は、別表Ⅱの共通教育科目の選択の単位数に含まれる。  
（注  2）表中の単位数と共に授業科目名が表示されているものは、必修単位数及び授業科目を示す。  
  その単位数は、別表Ⅱの共通教育科目の必修の単位数に含まれる。  
（ 注  3） 表中の 「総 合演習 」領域 の単 位数は 、共通 教育科 目の 全領域 の中か ら自由 に選 択する 単位数 に含

まれる。  
（注  4）学則第 54 条に定める外国人留学生が履修し修得した共通教育科目「日本語・日本事情」領域の単

位は、共通教育科目「外国語」領域の修得単位とみなす。ただし、「日本の歴史と文化」について

は共通教育科目「文化と表現」領域の修得単位とみなす。  
（ 注  5） 表中の キャ リアデ ザイン 領域 の単位 数は、 共通教 育科 目の全 領域の 中から 自由 に選択 する単 位数

に含まれる。  
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東京家政学院大学資格取得規程  
 
（総 則）  
第１条 東京家政学院大学（以下「本学」という。）学則第 25 条第２項の規定に基づき本学で取得できる資

格及びその履修方法については、この規程の定めるところによる。  
（教育職員免許状）  
第２条 教育職員普通免許状の授与資格を得ようとする者は、教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）

及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 27 号）に基づく教職に関する科目及び教科に関する

科目を修得しなければならない。  
２ 小学校教諭普通免許状並びに中学校教諭普通免許状の授与資格を得ようとする者は、前項に定めるもの

のほか小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に関わる教育職員免許法の特例等に関する法律第 2 条第

1 項及び同法施行規則第 2 条に定める学校又は施設において 7 日間の介護等の体験を行い、その証明を得

なければならない。  
3 本学の学部・学科において取得できる教員免許状の種類は、次表に掲げるとおりとする。 

 

学  部  学 科 等  教 員 免 許 状 の 種 類           

現代生活学部  

現代家政学科  
中学校教諭一種免許状（家庭）  
高等学校教諭一種免許状（家庭）  

生活デザイン学科  
中学校教諭一種免許状（家庭）  
高等学校教諭一種免許状（家庭）  

食物学科  
中学校教諭一種免許状（家庭）  
高等学校教諭一種免許状（家庭）  
栄養教諭二種免許状  

児童学科  

幼稚園教諭一種免許状  
小学校教諭一種免許状  
特別支援学校教諭一種免許状  
（知的障害者、肢体不自由者、病弱者）  

人間栄養学部  人間栄養学科  栄養教諭一種免許状  
４ 教職に関する科目は、学則第 26 条に規定された資格科目とし、東京家政学院大学教育課程及び履修方

法に関する規程（以下「履修規程」という。）第 5 条に定められた卒業に必要な単位数のほかに修得しな

ければならない。  
５ 教科に関する科目は、履修規程第 2 条第 1 項に規定する授業科目のうちから定められた単位数を修得し

なければならない。  
（学芸員）  
第３条 学芸員の資格を得ようとする者は、博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）及び博物館法施行規則（平

成 21 年文部科学省令第 22 号）に基づく所定の科目を修得しなければならない。  
２ 前項の科目は、学則第 26 条及び履修規程第 2 条第 1 項に規定された資格科目のうちから定められた授

業科目及び単位数を修得しなければならない。  
３ 前項の資格科目は、履修規程第 5 条に定められた卒業に必要な単位数のほかに修得しなければならない。 
（建築士等試験受験資格）  
第４条 一級建築士及び二級・木造建築士の受験資格を得ようとする者は、国土交通大臣の指定する建築に

関する科目（平成 20 年国土交通省告示第 740 号）を修めて、履修規程第 2 条に規定する授業科目並びに

第 5 条に規定する卒業に必要な単位数を修得しなければならない。  
２ 建築士試験を受けようとする者には、受験に必要な建築実務の経験年数を明記した「卒業証明書・一級

／二級・木造建築士試験指定科目修得単位証明書」を申請により発行する。  
（栄養士の免許）  
第５条 現代生活学部食物学科及び人間栄養学部人間栄養学科の課程に在籍し、履修規程第 2 条に規定する

授業科目並びに第 5 条に規定する卒業に必要な単位数を修得した者に対しては、栄養士法（昭和 22 年法
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律第 245 号）及び栄養士法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 2 号）に基づき、栄養士の免許証が授与され

る。  
（食品衛生管理者及び食品衛生監視員）  
第６条 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格を得ようとする者は、現代生活学部食物学科及び人間栄

養学部人間栄養学科の課程に在籍し、履修規程第 2 条に規定する授業科目並びに第 5 条に規定する卒業に

必要な単位数を修得しなければならない。  
（保育士の資格）  
第７条 保育士の資格を得ようとする者は、現代生活学部児童学科の課程に在籍し、児童福祉法（昭和 22

年法律第 164 号）及び児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）に基づく所定の科目を修得しな

ければならない。  
２ 前項の科目は、履修規程第 2 条に規定する授業科目並びに第 5 条に規定する卒業に必要な単位数を修得

し、学則第 26 条及び履修規程第 2 条第 1 項に規定する資格科目のうちから定められた授業科目及び単位

数を修得しなければならない。  
３ 前項の資格科目は、履修規程第 5 条に定められた卒業に必要な単位数のほかに修得しなければならない。 
４ 前 3 項のほか保育士の資格取得に必要な事項は、別に定める。  
（管理栄養士国家試験受験資格）  
第８条 管理栄養士の国家試験の受験資格を得ようとする者は、人間栄養学部人間栄養学科の課程に在籍し、

履修規程第 2 条に規定する授業科目並びに第 5 条に規定する卒業に必要な単位数を修得しなければならな

い。  
（その他の資格）  
第９条 別表 1 に定める資格を取得しようとする者は、別に定められた授業科目及び単位数を修得しなけれ

ばならない。  
附 則  

この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
附 則  

この規則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第６条第２項の規定は、平成 10 年度に入学する

者から適用する。  
附 則  

この規則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。  
附 則  

この規則は、平成 16 年 4 月 15 日から施行し、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。  
附 則  

この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 9 条第 2 項、第 3 項及び第 11 条の規定は平成

17 年度に入学する者から適用する。  
附 則  

この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。  
附 則  

この規則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 20 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 21 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 22 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 23 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

 
 

この規則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表１の規定は平成 22 年度から入学する者に適

用する。  
附 則  

１ この規則は、平成 27 年 2 月 19 日から施行する。  
２ 改正後の別表 1｢専門フードスペシャリスト｣の規定は平成 22 年度入学者から遡及適用する。  
３ 改正後の別表 1｢フードコーディネーター｣の規定は平成 26 年度入学者から遡及適用する。  

附 則  
この東京家政学院大学資格取得規則は、東京家政学院大学資格取得規程に改正し、平成 27 年 4 月 1 日か

ら施行する。  
附 則  

１ この規程は、平成 28 年 3 月 9 日から施行する。  
２ 改正後の〔精神保健福祉士国家試験受験資格に必要な科目一覧〕の規定については、平成 25 年度入学

者から適用する。平成 24 年度以前の入学者については、なお従前の例による。  
附 則  

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 27 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 29 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
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律第 245 号）及び栄養士法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 2 号）に基づき、栄養士の免許証が授与され

る。  
（食品衛生管理者及び食品衛生監視員）  
第６条 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格を得ようとする者は、現代生活学部食物学科及び人間栄

養学部人間栄養学科の課程に在籍し、履修規程第 2 条に規定する授業科目並びに第 5 条に規定する卒業に

必要な単位数を修得しなければならない。  
（保育士の資格）  
第７条 保育士の資格を得ようとする者は、現代生活学部児童学科の課程に在籍し、児童福祉法（昭和 22

年法律第 164 号）及び児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）に基づく所定の科目を修得しな

ければならない。  
２ 前項の科目は、履修規程第 2 条に規定する授業科目並びに第 5 条に規定する卒業に必要な単位数を修得

し、学則第 26 条及び履修規程第 2 条第 1 項に規定する資格科目のうちから定められた授業科目及び単位

数を修得しなければならない。  
３ 前項の資格科目は、履修規程第 5 条に定められた卒業に必要な単位数のほかに修得しなければならない。 
４ 前 3 項のほか保育士の資格取得に必要な事項は、別に定める。  
（管理栄養士国家試験受験資格）  
第８条 管理栄養士の国家試験の受験資格を得ようとする者は、人間栄養学部人間栄養学科の課程に在籍し、

履修規程第 2 条に規定する授業科目並びに第 5 条に規定する卒業に必要な単位数を修得しなければならな

い。  
（その他の資格）  
第９条 別表 1 に定める資格を取得しようとする者は、別に定められた授業科目及び単位数を修得しなけれ

ばならない。  
附 則  

この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
附 則  

この規則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第６条第２項の規定は、平成 10 年度に入学する

者から適用する。  
附 則  

この規則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。  
附 則  

この規則は、平成 16 年 4 月 15 日から施行し、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。  
附 則  

この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 9 条第 2 項、第 3 項及び第 11 条の規定は平成

17 年度に入学する者から適用する。  
附 則  

この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。  
附 則  

この規則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 20 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 21 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 22 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 23 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

 
 

この規則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表１の規定は平成 22 年度から入学する者に適

用する。  
附 則  

１ この規則は、平成 27 年 2 月 19 日から施行する。  
２ 改正後の別表 1｢専門フードスペシャリスト｣の規定は平成 22 年度入学者から遡及適用する。  
３ 改正後の別表 1｢フードコーディネーター｣の規定は平成 26 年度入学者から遡及適用する。  

附 則  
この東京家政学院大学資格取得規則は、東京家政学院大学資格取得規程に改正し、平成 27 年 4 月 1 日か

ら施行する。  
附 則  

１ この規程は、平成 28 年 3 月 9 日から施行する。  
２ 改正後の〔精神保健福祉士国家試験受験資格に必要な科目一覧〕の規定については、平成 25 年度入学

者から適用する。平成 24 年度以前の入学者については、なお従前の例による。  
附 則  

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 27 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
附 則  

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 29 年度以前の入学者については、なお従前

の例による。  
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別表 1 
学

部  
学科  資格の名称  種類  資格取得の条件等  

現
代
生
活
学
部 

現代家政  
学科  

フードスペシャリスト  
専門フードスペシャリスト  

民間資格  所定単位を修得して認定試験に合格後資格が得られる  

インテリアプランナー  
[登録資格 ] 

民間資格  
所定単位を修得、資格試験に合格して、卒業後実務経

験２年で登録資格が得られる  

上級情報処理士  民間資格  所定単位を修得することにより資格が得られる  

情報処理士  民間資格  所定単位を修得することにより資格が得られる  

生活  
デザイン  
学科  

インテリアプランナー  
[登録資格 ] 

民間資格  
所定単位を修得、資格試験に合格して、卒業後実務経

験２年で登録資格が得られる  

商業施設士補  民間資格  所定単位を修得して卒業により資格が得られる  

2 級衣料管理士  民間資格  所定単位を修得して卒業により資格が得られる  

情報処理士  民間資格  所定単位を修得することにより資格が得られる 

ウェブデザイン実務士  民間資格  所定単位を修得することにより資格が得られる 

生活園芸士  民間資格  所定単位を修得することにより資格が得られる 

食物学科  

フードスペシャリスト  
専門フードスペシャリスト  

民間資格  所定単位を修得して認定試験に合格後資格が得られる  

フードコーディネーター  民間資格  
所定単位を修得し、日本フードコーディネーター協会

に認定登録することにより資格が得られる  

ＨＡＣＣＰ管理者資格  民間資格 
所定単位を修得し、日本食品保蔵科学会 HACCP 委員会

に申請し、認定されることにより資格が得られる 

ＦＢＡ  
(ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ）  
[学内資格 ] 

民間資格 
所定単位を修得の上、指定試験に合格したものに授与

する 

 全学科共通  児童指導員資格  任用資格  所定単位を修得することにより任用資格が得られる  
人
間
栄
養
学
部 

人間栄養  
学科  

フードスペシャリスト  
専門フードスペシャリスト  

民間資格  所定単位を修得して認定試験に合格後資格が得られる  

全学部共通  社会福祉主事  任用資格  所定単位を修得することにより任用資格が得られる  

 

 

 

取得できる資格・受験資格一覧 

学部 学科 資格の名称 資格取得の条件等 

現
代
生
活
学
部 

現代家政学科 

中学校・高等学校教諭一種免許(家庭) 所定単位を修得することにより資格が得られる 
学芸員[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 

二級建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 0～2 年で免許登録ができる 

木造建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 0～2 年で免許登録ができる 
フードスペシャリスト 
専門フードスペシャリスト 所定単位を修得して認定試験に合格後資格が得られる 

インテリアプランナー[登録資格] 
所定単位を修得したアソシエイト・インテリアプランナー（学科試験

合格後登録が必要）は、設計製図試験に合格して卒業後実務経験なし

で登録資格が得られる 
上級情報処理士 所定単位を修得することにより資格が得られる 
情報処理士 所定単位を修得することにより資格が得られる 

生活デザイン学科 

中学校・高等学校教諭一種免許(家庭) 所定単位を修得することにより資格が得られる 

学芸員[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 

一級建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 2～4 年で免許登録ができる 

二級建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 0～2 年で免許登録ができる 

木造建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 0～2 年で免許登録ができる 

インテリアプランナー[登録資格] 
所定単位を修得したアソシエイト・インテリアプランナー（学科試験

合格後登録が必要）は、設計製図試験に合格して卒業後実務経験なし

で登録資格が得られる 
商業施設士補 所定単位を修得して特別講義受講後資格が得られる 

2 級衣料管理士 所定単位を修得することにより資格が得られる 

情報処理士 所定単位を修得することにより資格が得られる 
ウェブデザイン実務士 所定単位を修得することにより資格が得られる 
生活園芸士 所定単位を修得して卒業により資格が得られる 

食物学科 

中学校・高等学校教諭一種免許(家庭) 所定単位を修得することにより資格が得られる 
栄養教諭二種免許 所定単位を修得することにより資格が得られる 
栄養士免許 所定単位を修得して卒業により資格が得られる 
食品衛生管理者[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 
食品衛生監視員[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 
フードスペシャリスト 
専門フードスペシャリスト 所定単位を修得して認定試験に合格後資格が得られる 

フードコーディネーター 所定単位を修得し、日本フードコーディネーター協会に認定登録する

ことにより資格が得られる 

ＨＡＣＣＰ管理者資格 所定単位を修得し、日本食品保蔵科学会 HACCP 委員会に申請し、認

定されることにより資格が得られる 
フードビジネスアドミニストレーター

（ＦＢＡ）[学内資格] 所定単位を修得の上、指定試験に合格して資格が得られる 

児童学科 

幼稚園教諭一種免許 所定単位を修得することにより資格が得られる 

小学校教諭一種免許 所定単位を修得することにより資格が得られる 

特別支援学校教諭一種免許 幼稚園または小学校教諭一種免許を基礎免許とした上で、所定単位を

修得することにより資格が得られる 
保育士 所定単位を修得して卒業により資格が得られる 

全学科共通 児童指導員資格[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 
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取得できる資格・受験資格一覧 

学部 学科 資格の名称 資格取得の条件等 

現
代
生
活
学
部 

現代家政学科 

中学校・高等学校教諭一種免許(家庭) 所定単位を修得することにより資格が得られる 
学芸員[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 

二級建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 0～2 年で免許登録ができる 

木造建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 0～2 年で免許登録ができる 
フードスペシャリスト 
専門フードスペシャリスト 所定単位を修得して認定試験に合格後資格が得られる 

インテリアプランナー[登録資格] 
所定単位を修得したアソシエイト・インテリアプランナー（学科試験

合格後登録が必要）は、設計製図試験に合格して卒業後実務経験なし

で登録資格が得られる 
上級情報処理士 所定単位を修得することにより資格が得られる 
情報処理士 所定単位を修得することにより資格が得られる 

生活デザイン学科 

中学校・高等学校教諭一種免許(家庭) 所定単位を修得することにより資格が得られる 

学芸員[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 

一級建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 2～4 年で免許登録ができる 

二級建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 0～2 年で免許登録ができる 

木造建築士[受験資格] 所定単位を修得することにより受験資格が得られ、合格者は所定修得

単位数に応じて卒業後実務経験 0～2 年で免許登録ができる 

インテリアプランナー[登録資格] 
所定単位を修得したアソシエイト・インテリアプランナー（学科試験

合格後登録が必要）は、設計製図試験に合格して卒業後実務経験なし

で登録資格が得られる 
商業施設士補 所定単位を修得して特別講義受講後資格が得られる 

2 級衣料管理士 所定単位を修得することにより資格が得られる 

情報処理士 所定単位を修得することにより資格が得られる 
ウェブデザイン実務士 所定単位を修得することにより資格が得られる 
生活園芸士 所定単位を修得して卒業により資格が得られる 

食物学科 

中学校・高等学校教諭一種免許(家庭) 所定単位を修得することにより資格が得られる 
栄養教諭二種免許 所定単位を修得することにより資格が得られる 
栄養士免許 所定単位を修得して卒業により資格が得られる 
食品衛生管理者[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 
食品衛生監視員[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 
フードスペシャリスト 
専門フードスペシャリスト 所定単位を修得して認定試験に合格後資格が得られる 

フードコーディネーター 所定単位を修得し、日本フードコーディネーター協会に認定登録する

ことにより資格が得られる 

ＨＡＣＣＰ管理者資格 所定単位を修得し、日本食品保蔵科学会 HACCP 委員会に申請し、認

定されることにより資格が得られる 
フードビジネスアドミニストレーター

（ＦＢＡ）[学内資格] 所定単位を修得の上、指定試験に合格して資格が得られる 

児童学科 

幼稚園教諭一種免許 所定単位を修得することにより資格が得られる 

小学校教諭一種免許 所定単位を修得することにより資格が得られる 

特別支援学校教諭一種免許 幼稚園または小学校教諭一種免許を基礎免許とした上で、所定単位を

修得することにより資格が得られる 
保育士 所定単位を修得して卒業により資格が得られる 

全学科共通 児童指導員資格[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 
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人
間
栄
養
学
部 

人間栄養学科 

管理栄養士免許[受験資格] 所定単位を修得して卒業により受験資格が得られる 
栄養士免許 所定単位を修得して卒業により資格が得られる 
食品衛生管理者[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 
食品衛生監視員[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 
栄養教諭一種免許 所定単位を修得することにより資格が得られる 
フードスペシャリスト 
専門フードスペシャリスト 所定単位を修得して認定試験に合格後資格が得られる 

全学部共通 社会福祉主事[任用資格] 所定単位を修得することにより任用資格が得られる 
 

※任用資格とは、資格が必要な職に就くことによって取得できる資格 
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教育職員免許 
 教育職員免許の資格を得ようとする者は、その希望する免許の種類に応じて、教育職員免許法に定められている資格条件を取得する

よう履修計画をたてなければならない。 

 

1．本学の学部・学科において取得できる教員免許状の種類は、次の表にあげるとおりである。 

学 部 学 科 教員免許状の種類 

現代生活学部 

現代家政学科 
生活デザイン学科 

中学校教諭一種免許状(家庭) 
高等学校教諭一種免許状(家庭) 

食物学科 
中学校教諭一種免許状(家庭) 
高等学校教諭一種免許状(家庭) 
栄養教諭二種免許状 

児童学科 

幼稚園教諭一種免許状 
小学校教諭一種免許状 
特別支援学校教諭一種免許状 
(知的障害者、肢体不自由者、病弱者) 

人間栄養学部 人間栄養学科 栄養教諭一種免許状 

 

2．教員免許状を取得するためには学士の学位を有していなければならない。 
 また、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校教諭の資格を得ようとする者は、免許法施行規則に定められた次の表の最低修得単

位数を修得しなければならない。 

最低修得単位数 
教免許状の種類 

66条の 6に 
定める科目 

領域及び保育内

容の指導法に関

する科目 

教科及び教科の

指導法に関する

科目 

教育の基礎的理解

に関する科目等 
大学が独自に設

定する科目 

幼稚園教諭一種免許状 8 16  21 14 
小学校教諭一種免許状 8  30 27 2 
中学校教諭一種免許状 8  28 27 4 
高等学校教諭一種免許状 8  24 23 12 

 
なお、特別支援学校教諭一種免許状を取得するには、幼稚園教諭または小学校教諭の普通免許状を有し、次の表に示す 
「特別支援教育に関する科目」の 26単位を修得しなければならない。 

免許法施行規則に定める科目区分 免許取得に必要な最低修得単位数  

特別支援教育の基礎理論に関する科目 2 

特別支援教育領域に関

する科目 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生

理及び病理に関する科目  
16  

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程

及び指導法に関する科目  

免許状に定められるこ

ととなる特別支援教育

領域以外の領域に関す

る科目 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生

理及び病理に関する科目  
5 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程

及び指導法に関する科目  

心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 3 

合計修得単位  26 

なお、上記の単位を修得すれば、所属学科に関わらず免許状の取得が可能である。 
ただし、栄養教諭の資格を得ようとする者は、人間栄養学科または食物学科に在籍し、免許法施行規則に定められた次の表の

最低修得単位数を修得しなければならない。 

最低修得単位 
教免許状の種類 

66条の 6に 
定める科目 教職に関する科目 栄養に係る教育 

に関する科目 
栄養教諭一種免許状 8 18 4 
栄養教諭二種免許状 8 12 2 

 

上記

または
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3．当該所要資格を取得するために本学において修得しなければならない科目等は、次のとおりである。 
(1)66 条の 6 に定める科目 

 法規上、日本国憲法 2 単位、体育 2 単位、外国語コミュニケーション 2 単位及び情報機器の操作 2 単位を修得することが要求

されており、本学で修得しなければならない科目は次の表のとおりである。 

幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状、栄養教諭一種免許

状、栄養教諭二種免許状 

免許法施行規則に定める 
科目及び単位数 左記に対応する開設授業科目 

備 考 
科 目 単位数 授業科目 単位数 

日本国憲法 2 法学入門(日本国憲法) 2  

体育 2 

健康スポーツ演習 a 
健康スポーツ演習 b 
健康スポーツ演習 c 
健康スポーツ演習 d 
体育講義 
体育実技 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

これら 6 科目より 
2 単位選択必修 

外国語コミュニケーション 2 

Listening＆Speaking1 
Listening＆Speaking2 
Communication English1 
Communication English2 
フランス語入門 1 
フランス語入門 2 
ドイツ語入門 1 
ドイツ語入門 2 
中国語入門 1 
中国語入門 2 
韓国語入門 1 
韓国語入門 2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

これら 12 科目より 
2 単位選択必修 

情報機器の操作 2 コンピュータ演習 a 
コンピュータ演習 b 

1 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 教育の基礎的理解に関する科目等 
 法規上、幼稚園教諭一種免許状 21 単位以上、小学校教諭一種免許状 27 単位以上、中学校教諭一種免許状 27 単位以上、高等学
校教諭一種免許状 23 単位以上、栄養教諭一種免許状 18 単位以上、栄養教諭二種免許状 12 単位以上を修得することが必要とされ
ており、本学においては次の表のとおり修得しなければならない。 
なお、教育の基礎的理解に関する科目等は、免許状取得に必要な単位であり、卒業に必要な単位に算入されないので、注意する

こと。 
ただし、幼稚園教諭・小学校教諭一種免許状取得に必要な科目のうち、児童学科専門科目として開設する科目は、卒業に必要な

単位に算入する。 
 

幼稚園教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目 

科目 各科目に含めることが必要な事項 授業科目 

単位数 

履修方法等 

必修 選択 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思

想 

教育原理※ 2   

保育原理※ 2   

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チ

ーム学校運営への対応を含む。） 
教師・保育者論※ 2   

教育に関する社会的、制度的又は経営的事

項（学校と地域との連携及び学校安全への

対応を含む。） 

教育・保育制度論 2  
 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習

の過程 

教育心理学※  2  

発達心理学※ 2   

発達臨床心理学※  2  

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生

徒に対する理解 
発達障害の理解と支援※  2  

特別支援教育論 1   

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュ

ラム・マネジメントを含む。） 
カリキュラム論※ 2 

 
 

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目 

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の

活用を含む。） 
教育方法・技術論 1 

 
 

幼児理解の理論及び方法 子どもの理解と援助※ 1 
 

 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的

な知識を含む。）の理論及び方法 
教育相談論 2 

 
 

教育実践に

関する科目 

教育実習 

初等教育実習指導（幼稚園） 1 
 

 

初等教育実習 A 1 
 

 

初等教育実習B 3 
 

 

学校体験活動      
 

 

教職実践演習 保育・教職実践演習※ 2 
 

 

 

※卒業に必要な単位に算入される科目 
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3．当該所要資格を取得するために本学において修得しなければならない科目等は、次のとおりである。 
(1)66 条の 6 に定める科目 

 法規上、日本国憲法 2 単位、体育 2 単位、外国語コミュニケーション 2 単位及び情報機器の操作 2 単位を修得することが要求

されており、本学で修得しなければならない科目は次の表のとおりである。 

幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状、栄養教諭一種免許

状、栄養教諭二種免許状 

免許法施行規則に定める 
科目及び単位数 左記に対応する開設授業科目 

備 考 
科 目 単位数 授業科目 単位数 

日本国憲法 2 法学入門(日本国憲法) 2  

体育 2 

健康スポーツ演習 a 
健康スポーツ演習 b 
健康スポーツ演習 c 
健康スポーツ演習 d 
体育講義 
体育実技 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

これら 6 科目より 
2 単位選択必修 

外国語コミュニケーション 2 

Listening＆Speaking1 
Listening＆Speaking2 
Communication English1 
Communication English2 
フランス語入門 1 
フランス語入門 2 
ドイツ語入門 1 
ドイツ語入門 2 
中国語入門 1 
中国語入門 2 
韓国語入門 1 
韓国語入門 2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

これら 12 科目より 
2 単位選択必修 

情報機器の操作 2 コンピュータ演習 a 
コンピュータ演習 b 

1 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 教育の基礎的理解に関する科目等 
 法規上、幼稚園教諭一種免許状 21 単位以上、小学校教諭一種免許状 27 単位以上、中学校教諭一種免許状 27 単位以上、高等学
校教諭一種免許状 23 単位以上、栄養教諭一種免許状 18 単位以上、栄養教諭二種免許状 12 単位以上を修得することが必要とされ
ており、本学においては次の表のとおり修得しなければならない。 
なお、教育の基礎的理解に関する科目等は、免許状取得に必要な単位であり、卒業に必要な単位に算入されないので、注意する

こと。 
ただし、幼稚園教諭・小学校教諭一種免許状取得に必要な科目のうち、児童学科専門科目として開設する科目は、卒業に必要な

単位に算入する。 
 

幼稚園教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目 

科目 各科目に含めることが必要な事項 授業科目 

単位数 

履修方法等 

必修 選択 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思

想 

教育原理※ 2   

保育原理※ 2   

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チ

ーム学校運営への対応を含む。） 
教師・保育者論※ 2   

教育に関する社会的、制度的又は経営的事

項（学校と地域との連携及び学校安全への

対応を含む。） 

教育・保育制度論 2  
 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習

の過程 

教育心理学※  2  

発達心理学※ 2   

発達臨床心理学※  2  

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生

徒に対する理解 
発達障害の理解と支援※  2  

特別支援教育論 1   

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュ

ラム・マネジメントを含む。） 
カリキュラム論※ 2 

 
 

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目 

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の

活用を含む。） 
教育方法・技術論 1 

 
 

幼児理解の理論及び方法 子どもの理解と援助※ 1 
 

 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的

な知識を含む。）の理論及び方法 
教育相談論 2 

 
 

教育実践に

関する科目 

教育実習 

初等教育実習指導（幼稚園） 1 
 

 

初等教育実習 A 1 
 

 

初等教育実習B 3 
 

 

学校体験活動      
 

 

教職実践演習 保育・教職実践演習※ 2 
 

 

 

※卒業に必要な単位に算入される科目 
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中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目 

科目 各科目に含めることが必要な事項 授業科目 

単位数 

履修方法等 

必修 選択 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育原理 2     

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム

学校運営への対応を含む。） 
教師論 2     

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

（学校と地域との連携及び学校安全への対応を

含む。） 

教育制度論 2     

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過

程 
教育心理学 2     

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に

対する理解 
特別支援教育論 1     

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ

ム・マネジメントを含む。） 
教育課程論 1     

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目 

道徳の理論及び指導法 道徳教育論 2   中免のみ 

総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の指導法 1     

特別活動の指導法  特別活動論 2     

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用

を含む。） 
教育方法・技術論 1     

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 1     

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知

識を含む。）の理論及び方法 
教育相談論 2     

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 進路指導論 1     

教育実践に

関する科目 

教育実習 

教育実習指導 1     

教育実習 A   4 中免のみ必修 

教育実習 B   2 

高免は、教育実

習 A または教育

実習 B のいずれ

か選択必修 

学校体験活動         

教職実践演習 教職実践演習（中等） 2     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

小学校教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目 

科目 各科目に含めることが必要な事項 授業科目 

単位数 

履修方法等 

必修 選択 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思

想 
教育原理※ 2 

  

  
 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チ

ーム学校運営への対応を含む。） 
教師・保育者論※ 2    

教育に関する社会的、制度的又は経営的事

項（学校と地域との連携及び学校安全への

対応を含む。） 

教育・保育制度論 2   
 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習

の過程 

教育心理学※ 2    

発達心理学※  2  

発達臨床心理学※   2  

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生

徒に対する理解 
特別支援教育論 1 

 
 

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュ

ラム・マネジメントを含む。） 
カリキュラム論※ 2 

 
 

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目 

道徳の理論及び指導法 道徳教育論 2 
 

 

総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の指導法 1 
 

 

特別活動の指導法 特別活動論          2 
 

 

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の

活用を含む。） 
教育方法・技術論 1 

 
 

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 1 
 

 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的

な知識を含む。）の理論及び方法 
教育相談論 2 

 
 

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 進路指導論 1 
 

 

教育実践に

関する科目 

教育実習 

初等教育実習指導 (小学校) 1 
 

 

初等教育実習 C 4 
 

 

学校体験活動     
 

 

教職実践演習 小学校教職実践演習 2 
 

 

 

※卒業に必要な単位に算入される科目 
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中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目 

科目 各科目に含めることが必要な事項 授業科目 

単位数 

履修方法等 

必修 選択 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育原理 2     

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム

学校運営への対応を含む。） 
教師論 2     

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

（学校と地域との連携及び学校安全への対応を

含む。） 

教育制度論 2     

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過

程 
教育心理学 2     

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に

対する理解 
特別支援教育論 1     

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ

ム・マネジメントを含む。） 
教育課程論 1     

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目 

道徳の理論及び指導法 道徳教育論 2   中免のみ 

総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の指導法 1     

特別活動の指導法  特別活動論 2     

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用

を含む。） 
教育方法・技術論 1     

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 1     

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知

識を含む。）の理論及び方法 
教育相談論 2     

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 進路指導論 1     

教育実践に

関する科目 

教育実習 

教育実習指導 1     

教育実習 A   4 中免のみ必修 

教育実習 B   2 

高免は、教育実

習 A または教育

実習 B のいずれ

か選択必修 

学校体験活動         

教職実践演習 教職実践演習（中等） 2     
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栄養教諭一種免許状、栄養教諭二種免許状 

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目 

科目 各科目に含めることが必要な事項 授業科目 
単位数 

履修方法等 
必修 選択 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育原理 2     

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学

校運営への対応を含む。） 
教師論 2     

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学

校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。） 
教育制度論 2     

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 教育心理学 2     

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対

する理解 
特別支援教育論 1     

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・

マネジメントを含む。） 
教育課程論 1     

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目 

道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する

内容 

道徳教育論 2    

総合的な学習の指導法 1     

特別活動論 2     

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を

含む。） 
教育方法・技術論 1     

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 1     

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識

を含む。）の理論及び方法 
教育相談論 2    

教育実践に

関する科目 
教育実習 

栄養教育実習指導 1     

栄養教育実習  1    

教職実践演習 教職実践演習（栄養） 2     

 
 

(3)大学が独自に設定する科目 
 最低修得単位数を超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的

な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」に加えて、合計で以下の単位数を修得

しなければならない。 
小学校教諭一種免許状    2 単位以上 
中学校教諭一種免許状    4 単位以上 
高等学校教諭一種免許状  12 単位以上 
 

   最低修得単位数を超えて履修した「領域及び保育内容の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総

合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」に加えて、合計で以下の単位数を

修得しなければならない。 
幼稚園教諭一種免許状    14 単位以上 

 
(4)教科及び教科の指導法に関する科目、領域及び保育内容の指導法に関する科目 

幼稚園教諭一種免許状の法規上の最低修得単位数 6 単位、小学校教諭一種免許状の法規上の最低修得単位数 8 単位、中学校教

諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状の法規上の最低修得単位数 20 単位と本学の対応科目は、以下の表のとおりである。 
・幼稚園教諭一種免許状 

「領域及び保育内容の指導法に関する科目」を合計 16 単位以上修得しなければならない。ただし、「大学が独自に設定する

科目」の 14 単位の中に含むことができる。 
・小学校教諭一種免許状 

「教科及び教科の指導法に関する科目」を合計 30 単位以上修得しなければならない。ただし、「大学が独自に設定する科目」

の 2 単位の中に含むことができる。 
・中学校教諭一種免許状 

「大学が独自に設定する科目(4 単位)」と「教科及び教科の指導法に関する科目(28 単位)」の合計 32 単位以上修得しなければ

ならない。 
ただし、「大学が独自に設定する科目」の 4 単位の中に「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数 27 単位を超

えた単位を含むことができる。 
・高等学校教諭一種免許状 

「大学が独自に設定する科目」(12 単位)｣と｢教科及び教科の指導法に関する科目(28 単位)｣の合計 40 単位以上修得しなけれ

ばならない。 
ただし、「大学が独自に設定する科目」の 12 単位の中に「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数 23 単位を
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超えた単位を含むことができる。 
なお、「教科に関する専門的事項」は、免許取得のための単位であると同時に卒業に必要な単位として数えることができる。 

 

幼稚園教諭一種免許状 ※現代生活学部児童学科対応 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 
備   

考 

免許状取

得に必要

な最低修

得単位数 
科    目 授業科目 

単位数 

必修 選択 

領域及び保

育内容の指

導法に関す

る科目 

領域に関する専

門的事項 

健 康 子どもと健康※ 1   

20 単位 

人間関係 子どもと人間関係※ 1   
環 境 子どもと環境※ 1   
言 葉 子どもと言葉※ 1   

表 現 
子どもと表現※ 1   
子どもと音楽※ 1   
子どもと造形※ 1   

領域及び保育内容の指導法に関する科目におけ

る複数の事項を合わせた内容に係る科目 保育内容総論 A※ 1   

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を

含む。） 

保育内容総論 B※ 2   
健康の指導法※ 2   
人間関係の指導法※ 2   
環境の指導法※ 2   
言葉の指導法※ 2   
表現の指導法※ 2   

 
※卒業に必要な単位に算入される科目 
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小学校教諭一種免許状 ※現代生活学部児童学科対応 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 
備   考 

免許状取得に

必要な最低修

得単位数 科    目 授業科目 
単位数 

必修 選択 

教科及び教科

の指導法に関

する科目 

教科に関する専

門的事項 

国語(書写を含む) 
国語科教育※ 2   

42単位 

児童とことば※  2  
社会 社会科教育※ 2   
算数 算数科教育※ 2   
理科  理科教育※ 2   
生活  生活科教育※ 2   

音楽 
音楽科教育※ 2   
子どもと音楽※ 1   

図画工作 
図画工作科教育※ 2   
子どもと造形※ 1   

家庭 
家庭科教育※  2 いずれか2単

位選択必修 家庭教育論※  2 

体育 
体育科教育※ 2   
児童体育演習※  2  

外国語 外国語科教育※ 2   

教科及び教科の指導法に関する科目におけ

る複数の事項を合わせた内容に係る科目     

各教科の指法

（情報機器及び

教材の活用を含

む。） 

国 語 

（書写を含む。） 国語科教育法※ 2   

社 会 社会科教育法※ 2   
算 数 算数科教育法※ 2   
理 科 理科教育法※ 2   

生 活 生活科教育法※ 2   

音 楽 音楽科教育法※ 2   
図画工作 図画工作科教育法※ 2   
家 庭 家庭科教育法※ 2   
体 育 体育科教育法※ 2   
外国語 外国語科教育法※ 2   

 
※卒業に必要な単位に算入される科目 
 
 

免許法施行規則に定める科目区分 
左記に対応する開設授業科目 

備考 
免許状取得に必

要な最低修得単

位数 授業科目 単位数 
必修 選択 

 
大学が独自に設定する科目 

初等教育演習 A  2   
初等教育演習 B  2  
初等教育演習 C  2  
初等教育演習 D  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

特別支援学校教諭一種免許状 ※現代生活学部児童学科対応 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 

備   考 

免許取得に

必要な最低

修得単位数  科    目 単位数 授業科目 
単位数 

必修 選択 

特別支援教育の基礎理論に関

する科目 
2 特別支援教育総論※ 2    

27単位 

特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す
る
科
目 

心身に障害のある

幼児、児童又は生徒

の心理、生理及び 

病理に関する科目  

16  

 

障害の基礎的理解※ 2    

知的障害者の心理・生理・病理※ 2    

肢体不自由者の心理・生理・病理※ 2    

病弱者の心理・生理・病理※ 2    

心身に障害のある

幼児、児童又は生徒

の教育課程及び指 

導法に関する科目  

特別支援学校教育課程論※ 2    

知的障害者の教育※ 2    

肢体不自由者の教育※ 2    

病弱者の教育※ 2    

免
許
状
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
特
別
支
援
教
育
領
域
以
外
の
領

域
に
関
す
る
科
目 

・心身に障害のあ

る幼児、児童又は

生徒の心理、生理

及び病理に関する

科目 

     

・心身に障害のあ

る幼児、児童又は

生徒の教育課程及

び指導法に関する

科目 

5 

視覚障害の理解と支援※ 1    

聴覚障害の理解と支援※ 1    

重複障害の理解と支援※ 2    

発達障害の理解と支援※           2    

心身に障害のある幼児、児童ま

たは生徒についての教育実習 
3 特別支援教育実習・実習指導 3    

 
※卒業に必要な単位に算入される科目 
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特別支援学校教諭一種免許状 ※現代生活学部児童学科対応 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 

備   考 

免許取得に

必要な最低

修得単位数  科    目 単位数 授業科目 
単位数 

必修 選択 

特別支援教育の基礎理論に関

する科目 
2 特別支援教育総論※ 2    

27単位 

特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す
る
科
目 

心身に障害のある

幼児、児童又は生徒

の心理、生理及び 

病理に関する科目  

16  

 

障害の基礎的理解※ 2    

知的障害者の心理・生理・病理※ 2    

肢体不自由者の心理・生理・病理※ 2    

病弱者の心理・生理・病理※ 2    

心身に障害のある

幼児、児童又は生徒

の教育課程及び指 

導法に関する科目  

特別支援学校教育課程論※ 2    

知的障害者の教育※ 2    

肢体不自由者の教育※ 2    

病弱者の教育※ 2    

免
許
状
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
特
別
支
援
教
育
領
域
以
外
の
領

域
に
関
す
る
科
目 

・心身に障害のあ

る幼児、児童又は

生徒の心理、生理

及び病理に関する

科目 

     

・心身に障害のあ

る幼児、児童又は

生徒の教育課程及

び指導法に関する

科目 

5 

視覚障害の理解と支援※ 1    

聴覚障害の理解と支援※ 1    

重複障害の理解と支援※ 2    

発達障害の理解と支援※           2    

心身に障害のある幼児、児童ま

たは生徒についての教育実習 
3 特別支援教育実習・実習指導 3    

 
※卒業に必要な単位に算入される科目 
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中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状(家庭)  ※現代生活学部現代家政学科対応 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 

備   考 

免許状取得

に必要な最

低修得単位

数 
科目区分 各科目に含めること

が必要な事項 授業科目 
単位数 

必修 選択 

教科及び教

科の指導法

に関する科

目 

教科に関す

る専門的事

項 

家庭経営学 
(家族関係学及び家庭

経済学を含む) 

家庭経営学概論 2  
 

家族関係学及び家庭

経済学を含む 

28 単位 

家庭経済学 
家族論 
消費者教育 
家政学原論 
生活設計論 
家族支援論 
家族と法 

2 
 
 
 

2 
 
 

 
2 
2 
2 
 

2 
2 

 
 
 
 
 
 
 

被服学 
(被服製作実習を含む) 

衣生活学概論 
ファッション造形学 

2 
 

 
2  

ファッション造形実習 A 
ファッション造形実習 B  2 

2 
いずれか 2 単位 
選択必修 

食物学 
(栄養学，食品学及び調

理実習を含む) 

食品学概論 
食文化論 
調理学実習 
食物学概論 
栄養学概論 

 
 

2 
2 
 

2 
2 
 
 

2 

 

住居学 
(製図を含む。〔高一〕) 

住生活論 
住居学概論 

2 
 

 
2  

保育学 
(実習を含む〔中一〕) 
 (実習及び家庭看護を

含む〔高一〕) 

保育学 
子どもと遊び 
児童学概論 

2 
 
 

 
2 
2 

 

家庭看護 2  高一種免のみ適用 

家庭電気・機械及び情

報処理〔高一〕 
家庭電気・機械・情報処理 
コンピュータ概論 

2 
 

 
2 

高一種免のみ適用 

教科及び教科の指導法に関する科目に

おける複数の事項を合わせた内容に係

る科目 
    

各教科の指導法（情報機器及び教材の

活用を含む。） 

家庭科教育法 A 
家庭科教育法 B 
家庭科教育法 C 
家庭科教育法 D 

2 
2 
2 
2 

  

 

 

中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状(家庭)  ※現代生活学部生活デザイン学科対応 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 
備   考 

免許状取得に

必要な最低修

得単位数 科目区分 各科目に含めるこ

とが必要な事項 授業科目 
単位数 

必修 選択 

教 科 及 び

教 科 の 指

導 法 に 関

する科目 

教科に関す

る専門的事

項 

家庭経営学 
(家族関係学及び家

庭経済学を含む) 
家庭経営学概論 2  

家族関係学及び家

庭経済学を含む 

28 単位 

被服学 
(被服製作実習を含

む) 

被服学概論 
服飾造形実習 A 
テキスタイル材料学 
テキスタイル加工演習 
衣繊維学 
染色加工学 
被服整理学 
和服構成学実習 
アパレル設計論 
ウィービングデザイン演習 A 

2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

食物学 
(栄養学，食品学及び

調理実習を含む) 

食科学概論 
基礎調理学実習 

2 
2   

住居学 
(製図を含む。〔高一〕) 

住居学概論 
住居デザイン演習 A 
住居デザイン演習 B 
住生活論 
建築史 A 
住居計画 
住宅設計論 

2 
 
 
 
 
 
 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

製図を含む 

保育学 
(実習を含む〔中一〕) 
 (実習及び家庭看護

を含む〔高一〕) 

保育学 2   

家庭看護 2  高一種免のみ適用 

家庭電気・機械及び

情報処理〔高一〕 
 
 

家庭電気・機械・情報処理 
コンピュータ概論 

2 
 

 
2 

高一種免のみ適用 

教科及び教科の指導法に関する科

目における複数の事項を合わせた

内容に係る科目 
    

各教科の指導法（情報機器及び教

材の活用を含む。） 

家庭科教育法 A 
家庭科教育法 B 
家庭科教育法 C 
家庭科教育法 D 

2 
2 
2 
2 
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中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状(家庭)  ※現代生活学部生活デザイン学科対応 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 
備   考 

免許状取得に

必要な最低修

得単位数 科目区分 各科目に含めるこ

とが必要な事項 授業科目 
単位数 

必修 選択 

教 科 及 び

教 科 の 指

導 法 に 関

する科目 

教科に関す

る専門的事

項 

家庭経営学 
(家族関係学及び家

庭経済学を含む) 
家庭経営学概論 2  

家族関係学及び家

庭経済学を含む 

28 単位 

被服学 
(被服製作実習を含

む) 

被服学概論 
服飾造形実習 A 
テキスタイル材料学 
テキスタイル加工演習 
衣繊維学 
染色加工学 
被服整理学 
和服構成学実習 
アパレル設計論 
ウィービングデザイン演習 A 

2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

食物学 
(栄養学，食品学及び

調理実習を含む) 

食科学概論 
基礎調理学実習 

2 
2   

住居学 
(製図を含む。〔高一〕) 

住居学概論 
住居デザイン演習 A 
住居デザイン演習 B 
住生活論 
建築史 A 
住居計画 
住宅設計論 

2 
 
 
 
 
 
 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

製図を含む 

保育学 
(実習を含む〔中一〕) 
 (実習及び家庭看護

を含む〔高一〕) 

保育学 2   

家庭看護 2  高一種免のみ適用 

家庭電気・機械及び

情報処理〔高一〕 
 
 

家庭電気・機械・情報処理 
コンピュータ概論 

2 
 

 
2 

高一種免のみ適用 

教科及び教科の指導法に関する科

目における複数の事項を合わせた

内容に係る科目 
    

各教科の指導法（情報機器及び教

材の活用を含む。） 

家庭科教育法 A 
家庭科教育法 B 
家庭科教育法 C 
家庭科教育法 D 

2 
2 
2 
2 
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中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状(家庭)  ※現代生活学部食物学科対応 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 
備   考 

免許状取得に

必要な最低修

得単位数 科目区分 各科目に含めることが必

要な事項 授業科目 
単位数 

必修 選択 

教科及び教

科の指導法

に関する科

目 

教 科 に 関

す る 専 門

的事項 

家庭経営学 
(家族関係学及び家庭経済

学を含む) 
家庭経営学概論 2  

家族関係学及び家

庭経済学を含む 

28 単位 

被服学 
(被服製作実習を含む) 

被服学概論 
服飾造形実習 A 

2 
2 

 
 

 
 

食物学 
(栄養学，食品学及び調理実

習を含む) 

基礎栄養学 
基礎調理学実習 
食品学総論 
食品学各論 
応用栄養学 
食科学概論 
調理学 
応用調理学実習 
子どもの食とアレルギー 
調理と文化 
食品衛生学 
食品加工学 

2 
2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

住居学 
(製図を含む。〔高一〕) 住居学概論（製図を含む） 2  

 

保育学 
(実習を含む〔中一〕) 
 (実習及び家庭看護を含む

〔高一〕) 

保育学 2   

家庭看護 2  高一種免のみ適用 

家庭電気・機械及び情報処

理〔高一〕 
家庭電気・機械・情報処理 
コンピュータ概論 

2 
 

 
2 

高一種免のみ適用 

教科及び教科の指導法に関する科目に

おける複数の事項を合わせた内容に係

る科目 
    

各教科の指導法（情報機器及び教材の

活用を含む。） 

家庭科教育法 A 
家庭科教育法 B 
家庭科教育法 C 
家庭科教育法 D 

2 
2 
2 
2 

  

 
 
(5)栄養に係る教育に関する科目 

栄養教諭一種免許状の法規上の最低修得単位数 4 単位と本学の対応科目は、次の表のとおりである。 
なお、栄養に係る教育に関する科目は、免許状取得に必要な単位であり、卒業に必要な単位に算入されないので注意すること。 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 
免許状取得に必要な

最低修得単位数 栄養に係る教育に関する科目に含める必要事項 授業科目名 単位数 
(必修) 

・栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項 
・幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項 
・食生活に関する歴史的及び文化的事項 

学校栄養教育論Ⅰ 2 
4 単位 

・食に関する指導の方法に関する事項 学校栄養教育論Ⅱ 2 
  

栄養教諭二種免許状の法規上の最低修得単位数２単位と本学の対応科目は、次の表のとおりである。 
なお、栄養に係る教育に関する科目は、免許状取得に必要な単位であり、卒業に必要な単位に算入されないので注意すること。 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 
免許状取得に必要な

最低修得単位数 栄養に係る教育に関する科目に含める必要事項 授業科目名 単位数 
(必修) 

・栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項 
・幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項 
・食生活に関する歴史的及び文化的事項 
・食に関する指導の方法に関する事項 

学校栄養教育論 2 2 単位 
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(6)介護等の体験 
「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」により、小学校及び中学校教諭の免許

状を得ようとする者は、7日を下らない範囲内において、特別支援学校（盲学校、聾学校、もしくは養護学校）または社会福祉施設
等で、障害者や高齢者等に対する介護、介助、これらの方々との交流等の体験を行い、その証明を得なければならない。 
なお、「教師論」及び「教育心理学」の単位を修得した学生について派遣を行う。 

 
(7)教育実習参加(派遣)の基準 
中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状、栄養教諭一種免許状、栄養教諭二種免許状 
教育実習に参加する者に対しては、次の世代を担って立つ者を教育するという重大な使命を担っている場だということに鑑み、

大学では次の基準の一項目以上の項目に該当する者は、教育実習の参加を遠慮願うことになっているので、日頃から努力して自己

の研鑽に励むこと。 
 
①判定の時期までの学業成績の GPA（「教育の基礎的理解に関する科目等」を加えたもの）が、次の基準未満の者 

取得しようとする免許の種類 判定の時期 GPA 
中学校教諭一種免許状 

3年次前期終了時 
2.00 高等学校教諭一種免許状 

栄養教諭一種免許状 3年次後期終了時 
栄養教諭二種免許状 

  なお、上記の基準に満たない場合は、担当教員の指導を受けること。 
 
②判定の時期までに以下の科目を修得出来ていない者 

学科 教育の基礎的理解に関する科目等 教科及び教科の指導法に関する科目、栄養に係る教育に関する科目 

現代家政 

「教育原理」「教師論」「教育制 

度論」「特別支援教育論」「教育 

心理学」「教育課程論」 

 

「家庭科教育法 A」「家庭科教育法 B」「家庭科教育法 C」「家庭経営学概 
論」「家庭経済学」「生活設計論」「衣生活学概論」「ファッション造形 

実習 Aまたは B」「調理学実習」「食物学概論」「住生活論」 

生活デザイン 「家庭科教育法 A」「家庭科教育法 B」「家庭科教育法 C」「家庭経営学概 

論」「被服学概論」「食科学概論」「住居学概論」 

食  物 
「家庭科教育法 A」「家庭科教育法 B」「家庭科教育法 C」「家庭経営学概論」、

「基礎栄養学」、「基礎調理学実習」、「食科学概論」（中一・高一免許） 
「学校栄養教育論」（栄養教諭） 

人間栄養 「学校栄養教育論Ⅰ」「学校栄養教育論Ⅱ」 
 
③教職に不適当の者（生活態度の評価） 

 
幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、特別支援学校教諭一種免許状 
〇学業修学状況については、教育実習に就く直前の学期までの累積 GPA が、2.2 以上であることとする。 

〇教職科目の単位修得については、「教育の基礎的理解に関する科目」及び「特別支援教育の基礎的理論に関する科目、特別支援 

 教育領域に関する科目、免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目」について、教育実習にあ 

たる直前の学期までに、開講されている必修科目の単位を全て修得していること」を原則とする。 

また、初等教育実習 A,B（幼稚園）における「領域及び保育内容の指導法」、初等教育実習 C（小学校）における「教科及び教 

科の指導法に関する科目の指導法」、特別支援学校実習における「特別支援教育の基礎的理論に関する科目、特別支援教育領域 

に関する科目、免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目」については、次のとおりとする。 

・初等教育実習 A、Bについては、それぞれ下記の項を原則とする。 

初等教育実習 Aは、実習の直前学期までの累積 GPA が上記の条件を満たしていること。 

初等教育実習 Bは、幼稚園教諭一種免許状「領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法）」の保育内容総論 

Ｂ、健康の指導法、人間関係の指導法、環境の指導法、言葉の指導法、表現の指導法の単位を修得していること。     

・初等教育実習 Cについては、小学校教諭一種免許状の「教科及び教科の指導法に関する科目(各教科の指導法・情報機器及び教 

材の活用を含む）」の国語科教育法、社会科教育法、算数科教育法、理科教育法、生活科教育法、音楽科教育法、図画工作科教 

育法、家庭科教育法、体育科教育法、外国語教育法について、全ての単位を修得していることを原則とする。   

・特別支援学校実習については、特別支援学校教諭一種免許状の「特別支援教育の基礎的理論に関する科目(特別支援教育総論)、 

特別支援教育領域に関する科目(障害の基礎的理解、知的障害者の心理・生理・病理、肢体不自由者の心理・生理・病理、病 

弱者の心理・生理・病理、特別支援学校教育課程論、知的障害者の教育、肢体不自由者の教育、病弱者の教育)、免許状に定 

められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目(視覚障害の理解と支援、聴覚障害の理解と支援、重複障害の 

理解と支援、発達障害の理解と支援)」について、全ての単位を修得していることを原則とする。 
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学芸員 

 学芸員は「博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる」と定めら

れた博物館の専門職員。博物館学芸員となる資格を取得しようとする者は、一覧に示す科目を修得するよう履修計画を立てなければ

ならない。また、博物館実習は、「学内実習」「見学実習」「館園実習」から構成されており、そのすべてを受講して単位を修得しなく

てはならない。 

〔学芸員資格取得に必要な科目一覧〕 

科目区分 分野 博物館法施行規則の 
対応科目名 単位数 開設年次 備考(授業科目区分) 

必
修
科
目 

学
芸
員
資
格
認
定
に 

必
要
な
科
目 

生涯学習概論 2 1 

 

博物館概論 2 1 
博物館経営論 2 3 
博物館資料論 2 2 
博物館資料保存論 2 3 
博物館展示論 2 3 
博物館教育論 2 2 
博物館情報・メディア論 2 3 
博物館実習 3 4 

選
択
科
目 

文
化
史 

外国の言語と文化 2 1 共通教育科目 

5 分野のうちから 
2 分野を選び、 
それぞれの分野 
から 2 科目以上、計

4 科目以上を 
履修する。 

女性史 2 2 現代家政学科専門科目 
伝統文化の継承と発信 2 3 現代家政学科専門科目 
食文化論 2 3 現代家政学科専門科目 
日本文化論 2 2 生活デザイン学科専門科目 

美
術
史 

デザイン概論 2 1 生活デザイン学科専門科目 
西洋服飾文化史 2 3 現代家政学科専門科目 
生活美学 2 3 生活デザイン学科専門科目 
美学・美術史 2 1 共通教育科目 

考
古
学 

考古学 2 1 共通教育科目 

建築史 A 2 
2 現代家政学科専門科目 

1 生活デザイン学科専門科目 

建築史 B 2 
3 現代家政学科専門科目 

2 生活デザイン学科専門科目 

民
俗
学 

民俗学 2 1 共通教育科目 
世界の服飾 2 1 現代家政学科専門科目 
日本の服飾 2 2 現代家政学科専門科目 
比較文化論 2 3 生活デザイン学科専門科目 

環
境
学 

自然史 2 1 共通教育科目 
環境保護論 2 2 現代家政学科専門科目 
生活と環境 2 3 生活デザイン学科専門科目 

1． 上記履修科目のうち、必修科目は卒業要件の単位にはならないので注意する必要がある。選択科目は学芸員資格取得に関する

単位であると同時に卒業に必要な単位に数えることができる。 
2． 所属学科以外の科目を履修する場合は、他学科履修の手続きをとること。 

 

 

 

 

 

 

管理栄養士・栄養士【人間栄養学部人間栄養学科】 

 人間栄養学部人間栄養学科は、栄養士法に基づく管理栄養士養成施設の指定を受けた施設であり、栄養士法及び同法施行規則に基

づき、与えられる資格及び資格を得るための要件等は次のとおりである。 
1． 人間栄養学部人間栄養学科に在籍し、卒業に必要な単位数を修得した者に対しては、管理栄養士国家試験受験資格及び栄養士免

許証の授与資格が与えられる。 
2． 人間栄養学科の学生は、学則に定める休業中でも、補講・実習等を行う場合には参加しなければならない。 
3． 臨地実習 

(1) 臨地実習は資格取得のため栄養士法に定められている。臨地実習は必修科目で、一定期間大学で指定した校外の施設において
実習を行う。 
この臨地実習は、栄養士業務(栄養教育及び給食経営管理等)の実際を現場において実地に修練し、管理栄養士として現場に
おける最低限備えるべき知識と技術の全般を習得するものである。 

(2) 本学における臨地実習施設には、次の施設が当てられている。 

授業科目名 実 習 施 設 期  間 単  位 
給食運営臨地実習 事業所、小学校、保育所又はこれに準ずる施設 1週間 1単位 
臨床栄養Ⅰ臨地実習 病院 2週間 2単位 
臨床栄養Ⅱ臨地実習 病院 

1週間 1単位 
公衆栄養臨地実習 保健所、保健センター 

これらの施設における実習は、栄養士法施行規則により実習単位として設定され、資格単位と同時に卒業要件の単位として

大学で認定している。 
単位は 1週間 1単位として計算する。実習は 3～4年次に行う。なお、具体的な実習日時等の計画は実習施設との協議によ
り決定し、別に指示する。 

(3) 履修条件は、次のとおりである。 
授業科目名 履修条件 

給食運営臨地実習 食品衛生学、給食経営管理論、健康フードマネジメント論、給食経営管理実習のう

ち 3科目以上の単位を修得していること。 
臨床栄養Ⅰ臨地実習 臨床栄養アセスメント論、臨床栄養アセスメント実習のうち、1科目以上の単位を

修得していること。 臨床栄養Ⅱ臨地実習 
公衆栄養臨地実習 公衆衛生学Ⅰ、公衆栄養学のうち、1科目以上の単位修得していること。 

 
4． 管理栄養士国家試験受験資格及び栄養士免許証の授与資格取得に必要な科目及び単位数は次の通りである。 
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学芸員 

 学芸員は「博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる」と定めら

れた博物館の専門職員。博物館学芸員となる資格を取得しようとする者は、一覧に示す科目を修得するよう履修計画を立てなければ

ならない。また、博物館実習は、「学内実習」「見学実習」「館園実習」から構成されており、そのすべてを受講して単位を修得しなく

てはならない。 

〔学芸員資格取得に必要な科目一覧〕 

科目区分 分野 博物館法施行規則の 
対応科目名 単位数 開設年次 備考(授業科目区分) 

必
修
科
目 

学
芸
員
資
格
認
定
に 

必
要
な
科
目 

生涯学習概論 2 1 

 

博物館概論 2 1 
博物館経営論 2 3 
博物館資料論 2 2 
博物館資料保存論 2 3 
博物館展示論 2 3 
博物館教育論 2 2 
博物館情報・メディア論 2 3 
博物館実習 3 4 

選
択
科
目 

文
化
史 

外国の言語と文化 2 1 共通教育科目 

5 分野のうちから 
2 分野を選び、 
それぞれの分野 
から 2 科目以上、計

4 科目以上を 
履修する。 

女性史 2 2 現代家政学科専門科目 
伝統文化の継承と発信 2 3 現代家政学科専門科目 
食文化論 2 3 現代家政学科専門科目 
日本文化論 2 2 生活デザイン学科専門科目 

美
術
史 

デザイン概論 2 1 生活デザイン学科専門科目 
西洋服飾文化史 2 3 現代家政学科専門科目 
生活美学 2 3 生活デザイン学科専門科目 
美学・美術史 2 1 共通教育科目 

考
古
学 

考古学 2 1 共通教育科目 

建築史 A 2 
2 現代家政学科専門科目 

1 生活デザイン学科専門科目 

建築史 B 2 
3 現代家政学科専門科目 

2 生活デザイン学科専門科目 

民
俗
学 

民俗学 2 1 共通教育科目 
世界の服飾 2 1 現代家政学科専門科目 
日本の服飾 2 2 現代家政学科専門科目 
比較文化論 2 3 生活デザイン学科専門科目 

環
境
学 

自然史 2 1 共通教育科目 
環境保護論 2 2 現代家政学科専門科目 
生活と環境 2 3 生活デザイン学科専門科目 

1． 上記履修科目のうち、必修科目は卒業要件の単位にはならないので注意する必要がある。選択科目は学芸員資格取得に関する

単位であると同時に卒業に必要な単位に数えることができる。 
2． 所属学科以外の科目を履修する場合は、他学科履修の手続きをとること。 

 

 

 

 

 

 

管理栄養士・栄養士【人間栄養学部人間栄養学科】 

 人間栄養学部人間栄養学科は、栄養士法に基づく管理栄養士養成施設の指定を受けた施設であり、栄養士法及び同法施行規則に基

づき、与えられる資格及び資格を得るための要件等は次のとおりである。 
1． 人間栄養学部人間栄養学科に在籍し、卒業に必要な単位数を修得した者に対しては、管理栄養士国家試験受験資格及び栄養士免

許証の授与資格が与えられる。 
2． 人間栄養学科の学生は、学則に定める休業中でも、補講・実習等を行う場合には参加しなければならない。 
3． 臨地実習 

(1) 臨地実習は資格取得のため栄養士法に定められている。臨地実習は必修科目で、一定期間大学で指定した校外の施設において
実習を行う。 
この臨地実習は、栄養士業務(栄養教育及び給食経営管理等)の実際を現場において実地に修練し、管理栄養士として現場に
おける最低限備えるべき知識と技術の全般を習得するものである。 

(2) 本学における臨地実習施設には、次の施設が当てられている。 

授業科目名 実 習 施 設 期  間 単  位 
給食運営臨地実習 事業所、小学校、保育所又はこれに準ずる施設 1週間 1単位 
臨床栄養Ⅰ臨地実習 病院 2週間 2単位 
臨床栄養Ⅱ臨地実習 病院 

1週間 1単位 
公衆栄養臨地実習 保健所、保健センター 

これらの施設における実習は、栄養士法施行規則により実習単位として設定され、資格単位と同時に卒業要件の単位として

大学で認定している。 
単位は 1週間 1単位として計算する。実習は 3～4年次に行う。なお、具体的な実習日時等の計画は実習施設との協議によ
り決定し、別に指示する。 

(3) 履修条件は、次のとおりである。 
授業科目名 履修条件 

給食運営臨地実習 食品衛生学、給食経営管理論、健康フードマネジメント論、給食経営管理実習のう

ち 3科目以上の単位を修得していること。 
臨床栄養Ⅰ臨地実習 臨床栄養アセスメント論、臨床栄養アセスメント実習のうち、1科目以上の単位を

修得していること。 臨床栄養Ⅱ臨地実習 
公衆栄養臨地実習 公衆衛生学Ⅰ、公衆栄養学のうち、1科目以上の単位修得していること。 

 
4． 管理栄養士国家試験受験資格及び栄養士免許証の授与資格取得に必要な科目及び単位数は次の通りである。 
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〔人間栄養学部人間栄養学科 管理栄養士国家試験受験資格取得に必要な科目一覧〕  *選択必修 

教育内容 単位数 

  

科  目  名  

必修単位数 

管理栄養士学校指定規則別表第 1 
講義又

は演習 

実験又

は実習 

講義又

は演習 

実験又

は実習 

専
門
基
礎
分
野 

社会・環境と健康 6 

10 

公衆衛生学Ⅰ 
公衆衛生学Ⅱ 
公衆衛生学実習 
疫学・社会調査法 

2 
2 

 
2 

 
 
 
1 
 
 計 6 1 

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 14 

解剖生理学Ⅰ 
解剖生理学Ⅱ 
解剖生理学実習 
運動生理学 
微生物学 
臨床病態栄養学 
分子栄養学 
生化学 
生化学実験 

2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

計 14 2 

食べ物と健康 8 

基礎食品学 
基礎食品学実験 
応用食品学 
応用食品学実験（食品の鑑別を含む） 
調理学 
調理学実験（官能評価を含む） 
基礎調理学実習 
応用調理学実習 
食事計画論実習 
食品衛生学 
食品衛生学実験 

2 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 

計 8 7 
小計 28 10 小計 28 10 

専
門
分
野 

基礎栄養学 2 

8 
 

基礎栄養学Ⅰ 
基礎栄養学Ⅱ 
基礎栄養学実験 

2 
2 
 

 
 
1 

計 4 1 

応用栄養学 6 

食事摂取基準論 
ライフステージ別栄養学Ⅰ 
ライフステージ別栄養学Ⅱ 
応用栄養学実習 

2 
2 
2 
 

 
 
 
1 

計 6 1 

栄養教育論 6 

栄養教育総論 
栄養教育方法論 
実践栄養教育論 
栄養教育実習Ⅰ 
栄養教育実習Ⅱ 

2 
2 
2 
 
 

 
 
 
1 
1 

計 6 2 

臨床栄養学 8 

臨床栄養学基礎 
臨床栄養学応用 
臨床栄養アセスメント論 
臨床栄養ケアマネジメント論 
臨床栄養アセスメント実習 
臨床栄養ケアマネジメント実習 

2 
2 
2 
2 
 
 

 
 
 
 
1 
1 

計 8 2 

公衆栄養学 4 

公衆栄養学 
地域栄養活動論 
公衆栄養学実習 

2 
2 
 

 
 
1 

計 4 1 

給食経営管理論 4 

給食経営管理論 
給食経営管理実習 
健康フードマネジメント論 
健康フードマネジメント実習 

2 
 
2 
 

 
1 
 
1 

計 4 2 

総合演習 2  
総合演習Ⅰ 
総合演習Ⅱ 

1 
1  

計 2 0 

臨地実習  4 

給食運営臨地実習 
臨床栄養Ⅰ臨地実習 
臨床栄養Ⅱ臨地実習* 
公衆栄養臨地実習* 

  
 
 
 
 

1 
2 
1 
1 

計 0 4 
小計 32 12 小計 34 13 

合計 
60 22 

合計 
62 23 

82 85 

 

 

〔人間栄養学部人間栄養学科 栄養士免許証取得に必要な科目一覧〕 

教育内容 単位数 

 

科目名 

必修単位数 

栄養士法施行規則別表第 1 
講義又

は演習 

実験又

は実習 

講義又

は演習 

実験又

は実習 

社会生活と健康 4 

4 

公衆衛生学Ⅰ 
公衆衛生学Ⅱ 

2 
2 

 
 
 

計 4 0 

人体の構造と機能 8 

解剖生理学Ⅰ 
解剖生理学Ⅱ 
解剖生理学実習 
分子栄養学 
生化学 
生化学実験 

2 
2 
 
2 
2 
 

 
 
1 
 
 
1 

計 8 2 

食品と衛生 6 

基礎食品学 
応用食品学 
基礎食品学実験 
応用食品学実験（食品の鑑別を含む） 
食品衛生学 
食品衛生学実験 

2 
2 
 
 
2 
 

 
 
1 
1 
 
1 

計 6 3 

栄養と健康 8 

10 

基礎栄養学Ⅰ 
ライフステージ別栄養学Ⅰ 
応用栄養学実習 
臨床栄養アセスメント論 
臨床栄養ケアマネジメント論 
臨床栄養アセスメント実習 
臨床栄養ケアマネジメント実習 

2 
2 
 
2 
2 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
1 

計 8 3 

栄養の指導 6 

栄養教育総論 
栄養教育方法論 
栄養教育実習Ⅰ 
栄養教育実習Ⅱ 
公衆栄養学 
公衆栄養学実習 

2 
2 
 
 
2 
 

 
 
1 
1 
 
1 

計 6 3 

給食の運営 4 

給食経営管理論 
給食経営管理実習 
調理学 
基礎調理学実習 
調理学実験（官能評価を含む） 
給食運営臨地実習 

2 
 
2 
 
 
 

 
1 
 
1 
1 
1 

計 4 4 

合計 
36 14 

合計 
36 15 

50 51 

 



－ 132 － － 133 －

 

 

〔人間栄養学部人間栄養学科 栄養士免許証取得に必要な科目一覧〕 

教育内容 単位数 

 

科目名 

必修単位数 

栄養士法施行規則別表第 1 
講義又

は演習 

実験又

は実習 

講義又

は演習 

実験又

は実習 

社会生活と健康 4 

4 

公衆衛生学Ⅰ 
公衆衛生学Ⅱ 

2 
2 

 
 
 

計 4 0 

人体の構造と機能 8 

解剖生理学Ⅰ 
解剖生理学Ⅱ 
解剖生理学実習 
分子栄養学 
生化学 
生化学実験 

2 
2 
 
2 
2 
 

 
 
1 
 
 
1 

計 8 2 

食品と衛生 6 

基礎食品学 
応用食品学 
基礎食品学実験 
応用食品学実験（食品の鑑別を含む） 
食品衛生学 
食品衛生学実験 

2 
2 
 
 
2 
 

 
 
1 
1 
 
1 

計 6 3 

栄養と健康 8 

10 

基礎栄養学Ⅰ 
ライフステージ別栄養学Ⅰ 
応用栄養学実習 
臨床栄養アセスメント論 
臨床栄養ケアマネジメント論 
臨床栄養アセスメント実習 
臨床栄養ケアマネジメント実習 

2 
2 
 
2 
2 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
1 

計 8 3 

栄養の指導 6 

栄養教育総論 
栄養教育方法論 
栄養教育実習Ⅰ 
栄養教育実習Ⅱ 
公衆栄養学 
公衆栄養学実習 

2 
2 
 
 
2 
 

 
 
1 
1 
 
1 

計 6 3 

給食の運営 4 

給食経営管理論 
給食経営管理実習 
調理学 
基礎調理学実習 
調理学実験（官能評価を含む） 
給食運営臨地実習 

2 
 
2 
 
 
 

 
1 
 
1 
1 
1 

計 4 4 

合計 
36 14 

合計 
36 15 

50 51 

 



－ 134 － － 135 －

 

 

栄養士【現代生活学部食物学科】 

 現代生活学部食物学科は、栄養士法に基づく栄養士養成施設の指定を受けた施設であり、栄養士法及び同法施行規則に基づき、与

えられる資格及び資格を得るための要件等は次のとおりである。 
1． 現代生活学部食物学科に在籍し、卒業に必要な単位数を修得した者に対しては、栄養士免許証の授与資格が与えられる。 
2． 食物学科の学生は、学則に定める休業中でも、補講・実習等を行う場合には参加しなければならない、 
3． 校外実習 

(1) 校外実習は資格取得のため栄養士法に定められている。校外実習は必修科目で、一定期間大学で指定した校外の施設において

実習を行う。この校外実習は、栄養士業務(栄養教育及び給食経営管理等)の実際を現場において実地に修練し、栄養士として

現場における最低備えるべき知識と技術の全般を習得するものである。 
(2) 校外給食管理実習の履修条件は次の 1.～4.とする。 

1．校内給食管理実習を修得済みであること 
  校内給食管理実習の履修条件は基礎調理学実習、調理学、調理科学実験、給食管理学を修得済みであること 
2．食品衛生学が修得済みであること 
3．食品衛生学実験は履修中であること 
4．GPA2.0 以上であること(3 年前期の単位修得時点) 

(3) 本学における校外実習施設には、次の施設が当てられている。 

授業科目名 実 習 施 設 期  間 単  位 
校外給食管理実習 事業所、小学校、保育所又はこれに準ずる施設 1 週間 1 単位 

 これらの施設における実習は、栄養士法施行規則により実習単位として設定され、資格単位と同時に卒業要件の単位として

大学で認定している。単位は 1 週間 1 単位として計算する。実習は 3 年次に行う。なお、具体的な実習日時等の計画は実習施

設との協議により決定し、別に指示する。 
4． 栄養士免許証の授与資格取得に必要な科目及び単位数は次の通りである。 

〔現代生活学部食物学科 栄養士免許証取得に必要な科目一覧〕 

教育内容 単位数 

 

科目名 

必修単位数 

栄養士法施行規則別表第 1 
講義又

は演習 

実験又

は実習 

講義又

は演習 

実験又

は実習 

社会生活と健康 4 

4 

公衆衛生学Ⅰ（総論） 
公衆衛生学Ⅱ（各論） 

2 
2 

 
 

計 4 0 

人体の構造と機能 8 

解剖生理学Ⅰ（解剖学） 
解剖生理学Ⅱ（生理学） 
解剖生理学実習 
生化学（総論） 
代謝栄養学（生化学各論） 
栄養学・生化学実験 

2 
2 
 
2 
2 
 

 
 
1 
 
 
1 

計 8 2 

食品と衛生 6 

食品学総論 
食品学各論 
食品学実験 
食品衛生学 
食品衛生学実験 

2 
2 
 
2 
 

 
 
1 
 
1 

計 6 2 

栄養と健康 8 

10 

基礎栄養学 
応用栄養学 
栄養学各論実習 
臨床栄養学総論 
臨床栄養学各論 
臨床栄養学実習 
栄養学実習 

2 
2 
 
2 
2 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
1 

計 8 3 

栄養の指導 6 

栄養指導論 
栄養指導実習 
栄養カウンセリング論 
栄養カウンセリング実習 
公衆栄養学 
公衆栄養学実習 

2 
 
2 
 
2 
 

 
1 
 
1 
 
1 

計 6 3 

給食の運営 4 

給食管理学 
校内給食管理実習 
校外給食管理実習 
基礎調理学実習 
調理学 
調理科学実験 

2 
 
 
 
2 
 

 
1 
1 
2 
 
1 

計 4 5 

合計 
36 14 

合計 
36 15 

50 51 

 

 

食品衛生管理者、食品衛生監視員 

人間栄養学部人間栄養学科及び現代生活学部食物学科は、食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設として登録を受けた施設

であり、その課程を修めて卒業した者は、食品衛生法及び同法施行令に基づき、食品衛生管理者・食品衛生監視員となる資格を得る

ことができる。 
ただし、未登録施設から編入・転入した場合は、食品衛生法及び同法施行令の規定により、既修得単位を認定することはできない

ので、別表の資格取得に必要な履修科目は、本学で修得する必要がある。 

〔食品衛生管理者及び食品衛生監視員に関する履修科目表 ※人間栄養学部人間栄養学科対応〕 

区分 左記科目に該当する科目名 
選択別 

単位数 備考 
必修 選択 

A 群化学関係 

化学入門 
有機化学 
基礎サイエンス実験 

 
2 
1 

2 
 
 

2 
2 
1  

小計 3 2 5 

B 群生物化学関係 

分子栄養学 
生化学 
生化学実験 
基礎食品学 
解剖生理学Ⅰ 
解剖生理学Ⅱ 
基礎食品学実験 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 

 
 

 
 
 

 
 

 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 

 

小計 12 0 12 

C 群微生物学関係 

微生物学 
応用食品学 
応用食品学実験（食品の鑑別含む） 

2 
2 
１ 

 
2 
2 
１  

小計 5 0 5 

D 群公衆衛生学関係 

公衆衛生学Ⅰ 
公衆衛生学Ⅱ 
公衆衛生学実習 
食品衛生学 
食品衛生学実験 
疫学・社会調査法 

2 
2 
1 
2 
1 

 
 
 
 
 

2 

2 
2 
1 
2 
1 
2 

 

小計 8 2 10 
A 群から D 群の合計で 22 単位以上を履修 合計(A+B+C+D) 28 4 32  

E 群その他の関連科目 

調理学 
調理学実験（官能評価を含む） 
基礎栄養学Ⅰ 
基礎栄養学実験 
臨床病態栄養学 
公衆栄養学 
公衆栄養学実習 
給食経営管理論 
健康フードマネジメント論 
給食経営管理実習 
健康フードマネジメント実習 
環境と資源 
 

2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 

2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
 

 

小計 17 2 19 

A 群から E 群を含め 40 単位以上を履修 総計(A＋B＋C＋D＋E) 45 6 51  

 

 

 

 

 



－ 134 － － 135 －

 

 

栄養士【現代生活学部食物学科】 

 現代生活学部食物学科は、栄養士法に基づく栄養士養成施設の指定を受けた施設であり、栄養士法及び同法施行規則に基づき、与

えられる資格及び資格を得るための要件等は次のとおりである。 
1． 現代生活学部食物学科に在籍し、卒業に必要な単位数を修得した者に対しては、栄養士免許証の授与資格が与えられる。 
2． 食物学科の学生は、学則に定める休業中でも、補講・実習等を行う場合には参加しなければならない、 
3． 校外実習 

(1) 校外実習は資格取得のため栄養士法に定められている。校外実習は必修科目で、一定期間大学で指定した校外の施設において

実習を行う。この校外実習は、栄養士業務(栄養教育及び給食経営管理等)の実際を現場において実地に修練し、栄養士として

現場における最低備えるべき知識と技術の全般を習得するものである。 
(2) 校外給食管理実習の履修条件は次の 1.～4.とする。 

1．校内給食管理実習を修得済みであること 
  校内給食管理実習の履修条件は基礎調理学実習、調理学、調理科学実験、給食管理学を修得済みであること 
2．食品衛生学が修得済みであること 
3．食品衛生学実験は履修中であること 
4．GPA2.0 以上であること(3 年前期の単位修得時点) 

(3) 本学における校外実習施設には、次の施設が当てられている。 

授業科目名 実 習 施 設 期  間 単  位 
校外給食管理実習 事業所、小学校、保育所又はこれに準ずる施設 1 週間 1 単位 

 これらの施設における実習は、栄養士法施行規則により実習単位として設定され、資格単位と同時に卒業要件の単位として

大学で認定している。単位は 1 週間 1 単位として計算する。実習は 3 年次に行う。なお、具体的な実習日時等の計画は実習施

設との協議により決定し、別に指示する。 
4． 栄養士免許証の授与資格取得に必要な科目及び単位数は次の通りである。 

〔現代生活学部食物学科 栄養士免許証取得に必要な科目一覧〕 

教育内容 単位数 

 

科目名 

必修単位数 

栄養士法施行規則別表第 1 
講義又

は演習 

実験又

は実習 

講義又

は演習 

実験又

は実習 

社会生活と健康 4 

4 

公衆衛生学Ⅰ（総論） 
公衆衛生学Ⅱ（各論） 

2 
2 

 
 

計 4 0 

人体の構造と機能 8 

解剖生理学Ⅰ（解剖学） 
解剖生理学Ⅱ（生理学） 
解剖生理学実習 
生化学（総論） 
代謝栄養学（生化学各論） 
栄養学・生化学実験 

2 
2 
 
2 
2 
 

 
 
1 
 
 
1 

計 8 2 

食品と衛生 6 

食品学総論 
食品学各論 
食品学実験 
食品衛生学 
食品衛生学実験 

2 
2 
 
2 
 

 
 
1 
 
1 

計 6 2 

栄養と健康 8 

10 

基礎栄養学 
応用栄養学 
栄養学各論実習 
臨床栄養学総論 
臨床栄養学各論 
臨床栄養学実習 
栄養学実習 

2 
2 
 
2 
2 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
1 

計 8 3 

栄養の指導 6 

栄養指導論 
栄養指導実習 
栄養カウンセリング論 
栄養カウンセリング実習 
公衆栄養学 
公衆栄養学実習 

2 
 
2 
 
2 
 

 
1 
 
1 
 
1 

計 6 3 

給食の運営 4 

給食管理学 
校内給食管理実習 
校外給食管理実習 
基礎調理学実習 
調理学 
調理科学実験 

2 
 
 
 
2 
 

 
1 
1 
2 
 
1 

計 4 5 

合計 
36 14 

合計 
36 15 

50 51 

 

 

食品衛生管理者、食品衛生監視員 

人間栄養学部人間栄養学科及び現代生活学部食物学科は、食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設として登録を受けた施設

であり、その課程を修めて卒業した者は、食品衛生法及び同法施行令に基づき、食品衛生管理者・食品衛生監視員となる資格を得る

ことができる。 
ただし、未登録施設から編入・転入した場合は、食品衛生法及び同法施行令の規定により、既修得単位を認定することはできない

ので、別表の資格取得に必要な履修科目は、本学で修得する必要がある。 

〔食品衛生管理者及び食品衛生監視員に関する履修科目表 ※人間栄養学部人間栄養学科対応〕 

区分 左記科目に該当する科目名 
選択別 

単位数 備考 
必修 選択 

A 群化学関係 

化学入門 
有機化学 
基礎サイエンス実験 

 
2 
1 

2 
 
 

2 
2 
1  

小計 3 2 5 

B 群生物化学関係 

分子栄養学 
生化学 
生化学実験 
基礎食品学 
解剖生理学Ⅰ 
解剖生理学Ⅱ 
基礎食品学実験 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 

 
 

 
 
 

 
 

 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 

 

小計 12 0 12 

C 群微生物学関係 

微生物学 
応用食品学 
応用食品学実験（食品の鑑別含む） 

2 
2 
１ 

 
2 
2 
１  

小計 5 0 5 

D 群公衆衛生学関係 

公衆衛生学Ⅰ 
公衆衛生学Ⅱ 
公衆衛生学実習 
食品衛生学 
食品衛生学実験 
疫学・社会調査法 

2 
2 
1 
2 
1 

 
 
 
 
 

2 

2 
2 
1 
2 
1 
2 

 

小計 8 2 10 
A 群から D 群の合計で 22 単位以上を履修 合計(A+B+C+D) 28 4 32  

E 群その他の関連科目 

調理学 
調理学実験（官能評価を含む） 
基礎栄養学Ⅰ 
基礎栄養学実験 
臨床病態栄養学 
公衆栄養学 
公衆栄養学実習 
給食経営管理論 
健康フードマネジメント論 
給食経営管理実習 
健康フードマネジメント実習 
環境と資源 
 

2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 

2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
 

 

小計 17 2 19 

A 群から E 群を含め 40 単位以上を履修 総計(A＋B＋C＋D＋E) 45 6 51  
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〔食品衛生管理者及び食品衛生監視員に関する履修科目表 ※現代生活学部食物学科対応〕 

区分 左記科目に該当する科目名 
選択別 

単位数 備考 
必修 選択 

A 群化学関係 

化学入門 
バイオサイエンス演習 
有機化学 
基礎サイエンス実験 

 
2 
2 

2 
 
 

1 

2 
2 
2 
1 

 

小計 4 3 7 

B 群生物化学関係 

生化学(総論） 
代謝栄養学（生化学各論） 
栄養学・生化学実験 
食品学総論 
食品学各論 
解剖生理学Ⅰ（解剖学） 
解剖生理学Ⅱ（生理学） 
食品学実験 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

 

小計 14  14 

C 群微生物学関係 

分子生物学 
微生物学 
食品加工学 
食品加工学実習 

2 
2 
2 
2 

 

2 
2 
2 
2 

 

小計 8  8 

D 群公衆衛生学関係 

公衆衛生学Ⅰ（総論） 
公衆衛生学Ⅱ（各論） 
食品衛生学 
食品衛生学実験 
地球環境と食 

2 
2 
2 
1 
2 

 

2 
2 
2 
1 
2 

 

小計 9  9 
A 群から D 群の合計で 22 単位以上を履修 合計(A+B+C+D) 35 3 38  

E 群その他の関連科目 

基礎栄養学 
応用栄養学 
食事計画論 
病態生理学 
給食管理学 
校内給食管理実習 
校外給食管理実習 
公衆栄養学 
環境と資源 
製品・食品鑑別演習 
HACCP 実践演習 

2 
2 
2 
 

2 
1 
1 
2 
2 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

 

小計 14 6 20 

A 群から E 群を含め 40 単位以上を履修 総計(A＋B＋C＋D＋E) 49 9 58  
 

 

 

建築士 

一級建築士及び二級・木造建築士の受験資格を得ようとする者は、国土交通大臣の指定する建築に関する科目(平成 20 年国土交通

省告示第 740 号)を修めて、履修規程第 2 条に規定する授業科目並びに第 5 条第 1 号から第 2 号に規定する卒業に必要な単位数を修

得しなければならない。 
 建築士試験を受けようとする者には、建築士免許登録に必要な建築実務の経験年数を明記した「卒業証明書・一級／二級・木造建

築士試験指定科目修得単位証明書」を申請により発行する。 

〔建築士試験指定科目※現代生活学部現代家政学科対応〕 

指定科目として開講する授業科目 指定科目の分類(単位数) 

授業科目名 単位数 二級・木造 

設計製図演習 A 2 

①建築設計製図(5 単位以上) 
設計製図演習 B 2 
設計製図演習 C 2 
設計製図演習 D 2 
インテリア CAD 演習 2 
住生活論 2 

②建築計画、③建築環境工学又は④建築設備(7 単位以上) 

住居計画 2 
建築史 A 2 

建築史 B 2 

建築環境学 A 2 
住居設備 2 
構造力学 A 2 

⑤構造力学、⑥建築一般構造又は⑦建築材料(6 単位以上) 

構造力学 B* 2 
構造計画 A 2 
住宅設計論* 2 
インテリア材料 2 
住宅施工 2 ⑧建築生産(1 単位以上) 

建築法規 2 ⑨建築法規(1 単位以上) 

住居学概論 2 

⑩その他(適宜) 

福祉住環境 2 
インテリア設計論 2 
インテリア計画 2 
設計製図演習 E 2 
設計製図演習 F 2 
建築調査 2 
都市計画 2 

*生活デザイン学科専門科目 
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建築士 

一級建築士及び二級・木造建築士の受験資格を得ようとする者は、国土交通大臣の指定する建築に関する科目(平成 20 年国土交通

省告示第 740 号)を修めて、履修規程第 2 条に規定する授業科目並びに第 5 条第 1 号から第 2 号に規定する卒業に必要な単位数を修

得しなければならない。 
 建築士試験を受けようとする者には、建築士免許登録に必要な建築実務の経験年数を明記した「卒業証明書・一級／二級・木造建

築士試験指定科目修得単位証明書」を申請により発行する。 

〔建築士試験指定科目※現代生活学部現代家政学科対応〕 

指定科目として開講する授業科目 指定科目の分類(単位数) 

授業科目名 単位数 二級・木造 

設計製図演習 A 2 

①建築設計製図(5 単位以上) 
設計製図演習 B 2 
設計製図演習 C 2 
設計製図演習 D 2 
インテリア CAD 演習 2 
住生活論 2 

②建築計画、③建築環境工学又は④建築設備(7 単位以上) 

住居計画 2 
建築史 A 2 

建築史 B 2 

建築環境学 A 2 
住居設備 2 
構造力学 A 2 

⑤構造力学、⑥建築一般構造又は⑦建築材料(6 単位以上) 

構造力学 B* 2 
構造計画 A 2 
住宅設計論* 2 
インテリア材料 2 
住宅施工 2 ⑧建築生産(1 単位以上) 

建築法規 2 ⑨建築法規(1 単位以上) 

住居学概論 2 

⑩その他(適宜) 

福祉住環境 2 
インテリア設計論 2 
インテリア計画 2 
設計製図演習 E 2 
設計製図演習 F 2 
建築調査 2 
都市計画 2 

*生活デザイン学科専門科目 
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〔建築士試験指定科目※現代生活学部生活デザイン学科対応〕 

指定科目として開講する授業科目 指定科目の分類(単位数) 

授業科目名 単位数 一級 二級・木造 

住居デザイン演習 A 2 

①建築設計製図(7 単位以上) ①建築設計製図(5 単位以上) 

住居デザイン演習 B 2 
住居デザイン演習 C 2 
住居デザイン演習 D 2 
住居 CAD 演習 2 
建築デザイン演習 A 2 
建築デザイン演習 B 2 
建築 CAD 演習 2 
建築総合演習 2 
住生活論 2 

②建築計画(7 単位以上) 

②～④建築計画、建築環境工学又は建築設

備(7 単位以上) 

住居計画 2 
建築史 A 2 
建築史 B 2 
建築計画 2 
インテリアデザイン論 2 
建築環境学 A 2 

③建築環境工学(2 単位以上) 
建築環境学 B 2 
住居設備 2 

④建築設備(2 単位以上) 
建築環境システム 2 
構造力学 A 2 

⑤構造力学(4 単位以上) 

⑤～⑦構造力学、建築一般構造又は建築材

料(6 単位以上) 

構造力学 B 2 
構造力学 C 2 
構法計画 2 

⑥建築一般構造(3 単位以上) 住宅設計論 2 
構造計画 2 
インテリア材料 2 

⑦建築材料(2 単位以上) 
建築材料学 2 
建築施工 2 ⑧建築生産(2 単位以上) ⑧建築生産(1 単位以上) 

建築法規 2 ⑨建築法規(1 単位以上) ⑨建築法規(1 単位以上) 

住居学概論 2 

⑩その他(適宜) ⑩その他(適宜) 
福祉住環境 2 
地域デザイン論 2 
エクステリア演習 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〔建築士試験受験に必要な指定科目の修得単位数及び建築士免許登録に必要な建築実務の経験年数〕 

 

指定科目 一級建築士試験 二級・木造建築士試験 
①建築設計製図 7 単位以上 5 単位以上 
②建築計画 7 単位以上 

7 単位以上 ③建築環境工学 2 単位以上 
④建築設備 2 単位以上 
⑤構造力学 4 単位以上 

6 単位以上 ⑥建築一般構造 3 単位以上 
⑦建築材料 2 単位以上 
⑧建築生産 2 単位以上 1 単位以上 
⑨建築法規 1 単位以上 1 単位以上 
①～⑨の合計 30 単位以上 20 単位以上 
⑩その他 適宜 適宜 
①～⑩の合計 60 単位 50 単位 40 単位 40 単位 30 単位 20 単位 

建築士免許登録に必要な 
建築実務の経験年数 2 年 3 年 4 年 0 年 1 年 2 年 
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〔建築士試験指定科目※現代生活学部生活デザイン学科対応〕 

指定科目として開講する授業科目 指定科目の分類(単位数) 

授業科目名 単位数 一級 二級・木造 

住居デザイン演習 A 2 

①建築設計製図(7 単位以上) ①建築設計製図(5 単位以上) 

住居デザイン演習 B 2 
住居デザイン演習 C 2 
住居デザイン演習 D 2 
住居 CAD 演習 2 
建築デザイン演習 A 2 
建築デザイン演習 B 2 
建築 CAD 演習 2 
建築総合演習 2 
住生活論 2 

②建築計画(7 単位以上) 

②～④建築計画、建築環境工学又は建築設

備(7 単位以上) 

住居計画 2 
建築史 A 2 
建築史 B 2 
建築計画 2 
インテリアデザイン論 2 
建築環境学 A 2 

③建築環境工学(2 単位以上) 
建築環境学 B 2 
住居設備 2 

④建築設備(2 単位以上) 
建築環境システム 2 
構造力学 A 2 

⑤構造力学(4 単位以上) 

⑤～⑦構造力学、建築一般構造又は建築材

料(6 単位以上) 

構造力学 B 2 
構造力学 C 2 
構法計画 2 

⑥建築一般構造(3 単位以上) 住宅設計論 2 
構造計画 2 
インテリア材料 2 

⑦建築材料(2 単位以上) 
建築材料学 2 
建築施工 2 ⑧建築生産(2 単位以上) ⑧建築生産(1 単位以上) 

建築法規 2 ⑨建築法規(1 単位以上) ⑨建築法規(1 単位以上) 

住居学概論 2 

⑩その他(適宜) ⑩その他(適宜) 
福祉住環境 2 
地域デザイン論 2 
エクステリア演習 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〔建築士試験受験に必要な指定科目の修得単位数及び建築士免許登録に必要な建築実務の経験年数〕 

 

指定科目 一級建築士試験 二級・木造建築士試験 
①建築設計製図 7 単位以上 5 単位以上 
②建築計画 7 単位以上 

7 単位以上 ③建築環境工学 2 単位以上 
④建築設備 2 単位以上 
⑤構造力学 4 単位以上 

6 単位以上 ⑥建築一般構造 3 単位以上 
⑦建築材料 2 単位以上 
⑧建築生産 2 単位以上 1 単位以上 
⑨建築法規 1 単位以上 1 単位以上 
①～⑨の合計 30 単位以上 20 単位以上 
⑩その他 適宜 適宜 
①～⑩の合計 60 単位 50 単位 40 単位 40 単位 30 単位 20 単位 

建築士免許登録に必要な 
建築実務の経験年数 2 年 3 年 4 年 0 年 1 年 2 年 
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商業施設士(補) 

 商業施設士(Commercial Spaces Designer)は、人々が日常利用しているあらゆる商業施設の運営・管理システムや店舗の構成・

デザインなどを総合的に計画して、監理までを行う優れた専門家である。 
 現代生活学部生活デザイン学科は､｢商業施設士(補)｣資格制度に係る商業施設関連課程の認定制度において、課程認定を受けており、

別表の単位を修得することによって、在学中に「商業施設士(補)」の資格が取得できる。 
 「商業施設士(補)」は一次試験(学科)が免除され、二次試験(製図)を受験することによって「商業施設士」の資格を取得できる。 

〔商業施設士(補)資格取得に必要な科目一覧〕 

区分 授業科目名 授業形態 単位数 資格取得に必要な単位数 

商
業
一
般 

住生活論 講義 2 

4 単位 

住居計画 講義 2 
建築史 A 講義 2 
建築史 B 講義 2 
住居学概論 講義 2 
経済学入門 講義 2 
経営学入門 
) 

講義 2 

商
業
施
設
構
成
計
画 

建築計画 講義 2 

10 単位 

構法計画 講義 2 
福祉住環境 講義 2 
住宅設計論 講義 2 
建築環境学 A 講義 2 
建築環境学 B 講義 2 
インテリアデザイン論※ 講義 2 

工
事
監
理
施
工 

建
築
一
般
及
び 

建築施工 講義 2 

4 単位 

建築材料学 講義 2 
インテリア材料 講義 2 
建築環境システム 講義 2 
構造力学 A 講義 2 
構造計画※ 講義 2 

設
計
製
図 

住居デザイン演習 A 演習 2 

12 単位 

住居デザイン演習 B 演習 2 
住居デザイン演習 C 演習 2 
住居デザイン演習 D 演習 2 
建築デザイン演習 A 演習 2 
建築デザイン演習 B 演習 2 
建築総合演習 演習 2 
住居 CAD 演習 演習 2 
建築 CAD 演習 演習 2 

※カリキュラム変更に伴い対象科目変更申請中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

インテリアプランナー 

 現代生活学部現代家政学科及び生活デザイン学科は、（公益財団法人）建築技術教育普及センターが付与する「インテリアプランナ

ー」の登録資格個別認定課程に認定されている。 
 「インテリアプランナー」の登録には、「アソシエイト・インテリアプランナー（学科試験の合格者）」に登録し、設計製図試験に合

格するとともに、次の表に示す単位を修得して卒業することで、インテリアに関する必要実務経験年数が不要となる。 

〔インテリアに関する科目※現代生活学部現代家政学科対応〕 

授業科目 単位 授業形態 開設年次 必要単位数 

建築史Ａ 2 講義 2 

Ａ 
（３６－Ｂ－Ｃ） 

単位以上 

建築史Ｂ 2 講義 3 

住生活論 2 講義 1 

住居学概論 2 講義 1 

福祉住環境 2 講義 2 

都市計画 2 講義 2 

インテリア設計論 2 講義 2 

Ｂ 
（２４－Ｃ） 
単位以上 

インテリア計画 2 講義 2 

建築環境学Ａ 2 講義 2 

住居設備 2 講義 1 

インテリア材料 2 講義 2 

構造力学Ａ 2 講義 1 

構造計画Ａ 2 講義 2 

住宅施工 2 講義 2 

建築法規 2 講義 3 

設計製図演習 A 2 演習 1 

住居計画 2 講義 2 

インテリア CAD 演習 2 演習 3 

建築調査 2 演習 3 

設計製図演習 B 2 演習 1 

Ｃ 
２単位以上 

設計製図演習 C 2 演習 2 

設計製図演習 D 2 演習 2 

設計製図演習 E 2 演習 3 

設計製図演習 F 2 演習 3 
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商業施設士(補) 

 商業施設士(Commercial Spaces Designer)は、人々が日常利用しているあらゆる商業施設の運営・管理システムや店舗の構成・

デザインなどを総合的に計画して、監理までを行う優れた専門家である。 
 現代生活学部生活デザイン学科は､｢商業施設士(補)｣資格制度に係る商業施設関連課程の認定制度において、課程認定を受けており、

別表の単位を修得することによって、在学中に「商業施設士(補)」の資格が取得できる。 
 「商業施設士(補)」は一次試験(学科)が免除され、二次試験(製図)を受験することによって「商業施設士」の資格を取得できる。 

〔商業施設士(補)資格取得に必要な科目一覧〕 

区分 授業科目名 授業形態 単位数 資格取得に必要な単位数 

商
業
一
般 

住生活論 講義 2 

4 単位 

住居計画 講義 2 
建築史 A 講義 2 
建築史 B 講義 2 
住居学概論 講義 2 
経済学入門 講義 2 
経営学入門 
) 

講義 2 

商
業
施
設
構
成
計
画 

建築計画 講義 2 

10 単位 

構法計画 講義 2 
福祉住環境 講義 2 
住宅設計論 講義 2 
建築環境学 A 講義 2 
建築環境学 B 講義 2 
インテリアデザイン論※ 講義 2 

工
事
監
理
施
工 

建
築
一
般
及
び 

建築施工 講義 2 

4 単位 

建築材料学 講義 2 
インテリア材料 講義 2 
建築環境システム 講義 2 
構造力学 A 講義 2 
構造計画※ 講義 2 

設
計
製
図 

住居デザイン演習 A 演習 2 

12 単位 

住居デザイン演習 B 演習 2 
住居デザイン演習 C 演習 2 
住居デザイン演習 D 演習 2 
建築デザイン演習 A 演習 2 
建築デザイン演習 B 演習 2 
建築総合演習 演習 2 
住居 CAD 演習 演習 2 
建築 CAD 演習 演習 2 

※カリキュラム変更に伴い対象科目変更申請中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

インテリアプランナー 

 現代生活学部現代家政学科及び生活デザイン学科は、（公益財団法人）建築技術教育普及センターが付与する「インテリアプランナ

ー」の登録資格個別認定課程に認定されている。 
 「インテリアプランナー」の登録には、「アソシエイト・インテリアプランナー（学科試験の合格者）」に登録し、設計製図試験に合

格するとともに、次の表に示す単位を修得して卒業することで、インテリアに関する必要実務経験年数が不要となる。 

〔インテリアに関する科目※現代生活学部現代家政学科対応〕 

授業科目 単位 授業形態 開設年次 必要単位数 

建築史Ａ 2 講義 2 

Ａ 
（３６－Ｂ－Ｃ） 

単位以上 

建築史Ｂ 2 講義 3 

住生活論 2 講義 1 

住居学概論 2 講義 1 

福祉住環境 2 講義 2 

都市計画 2 講義 2 

インテリア設計論 2 講義 2 

Ｂ 
（２４－Ｃ） 
単位以上 

インテリア計画 2 講義 2 

建築環境学Ａ 2 講義 2 

住居設備 2 講義 1 

インテリア材料 2 講義 2 

構造力学Ａ 2 講義 1 

構造計画Ａ 2 講義 2 

住宅施工 2 講義 2 

建築法規 2 講義 3 

設計製図演習 A 2 演習 1 

住居計画 2 講義 2 

インテリア CAD 演習 2 演習 3 

建築調査 2 演習 3 

設計製図演習 B 2 演習 1 

Ｃ 
２単位以上 

設計製図演習 C 2 演習 2 

設計製図演習 D 2 演習 2 

設計製図演習 E 2 演習 3 

設計製図演習 F 2 演習 3 
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〔インテリアに関する科目※現代生活学部生活デザイン学科対応〕 

授業科目 単位 授業形態 開設年次 必要単位数 

建築史Ａ 2 講義 1 

Ａ 
（３６－Ｂ－Ｃ） 

単位以上 

建築史Ｂ 2 講義 2 

住生活論 2 講義 1 

住居学概論 2 講義 1 

福祉住環境 2 講義 2 

インテリアデザイン論※ 2 講義 3 

Ｂ 
（２４－Ｃ） 
単位以上 

建築環境学Ａ 2 講義 2 

建築環境学Ｂ 2 講義 3 

住居設備 2 講義 2 

建築環境システム 2 講義 3 

インテリア材料 2 講義 2 

建築材料学 2 講義 3 

構造力学Ａ 2 講義 2 

構造力学Ｂ 2 講義 3 

構造力学Ｃ 2 講義 4 

構法計画 2 講義 4 

住宅設計論 2 講義 2 

構造計画※ 2 講義 3 

建築施工 2 講義 3 

建築法規 2 講義 3 

住居ＣＡＤ演習 2 演習 2 

建築ＣＡＤ演習 2 演習 3 

住居デザイン演習Ａ 2 演習 1 

住居計画 2 講義 2 

建築計画 2 講義 3 

住居デザイン演習Ｂ 2 演習 1 

Ｃ 
２単位以上 

住居デザイン演習Ｃ 2 演習 2 

住居デザイン演習Ｄ 2 演習 2 

建築デザイン演習Ａ 2 演習 3 

建築デザイン演習Ｂ 2 演習 3 

建築総合演習 2 演習 4 

※カリキュラム変更に伴い対象科目変更申請中 

 

 

 

 

保育士資格(保育士資格取得に係る履修方法等に関する細則に基づく内容) 
現代生活学部児童学科は、指定保育士養成施設としての指定を受けており、保育士資格を得るためには、東京家政学院大学資格取得

規程第 8 条各項に定める以下の要件を満たす必要がある。 
1． 現代生活学部児童学科に在籍し、保育士資格取得に必要な単位を修得し卒業したものに対しては、保育士の資格が与えられ

る。 
2． 現代生活学部児童学科は、45 人を 1 クラスに編成し、専任教員がクラス担任として配置されるので、その指導を受けるもの

とする。 
3． 現代生活学部児童学科は、学生が在学中に他の指定保育士養成施設に於いて修得した単位又は入学前に他の指定保育士養成

施設で修得した単位を、当該科目に相当する科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
また、指定保育士養成施設以外の大学、短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定め

る学修をし、指定保育士養成施設として設定する教養科目に相当する科目について本学での履修とみなし、単位を与えること

ができる。ただし、学則第 38 条から第 40 条の規定にかかわらず、本学で修得したとみなし、又は与えることが出来る単位数

は合わせて 30 単位を超えないものとする。 
4． 本学における保育実習は次表(表 1)の通り実施する。 

学外で実習を実施する場合の期日等については、実習施設との協議により決定されるものであり、休業期間中に実施する場合

もある。 
(表 1) 

実習種別 単位数 実習施設とおおむねの日数 備考 
保育実習ⅠB 2 保育所 90 時間 

6 単位必修 保育実習ⅠC 2 入所型児童福祉施設・障害児通

園施設 
90 時間 

保育実習指導Ⅰ 2 (事前・事後指導) 

保育実習Ⅱ 2 保育所 90 時間 

3 単位選択必修 
保育実習指導Ⅱ 1 (事前・事後指導) 

保育実習Ⅲ 2 入所型児童福祉施設・通所型児

童福祉施設 
90 時間 

保育実習指導Ⅲ 1 (事前・事後指導) 

5． 保育実習参加には次の基準を満たしていることが必要である。 
①1、2 年次開講の保育士資格取得に必要な必修科目の内、未修得科目が 3 科目以下であること。 
②学業成績の総合評価の平均(GPA 計算式による)が 2.2 以上であること。 
③「保育実習指導」(Ⅰは 2 単位、Ⅱ、Ⅲは各 1 単位)を履修していること。 
その他の注意事項 
生活態度等の理由により児童学科会議で不適当と認めた場合は保育実習を許可しない場合がある。 

6． 保育士資格取得に必要な科目及び単位数は次の通りである。 
①次表(表 2)に掲げる本学共通教育科目より保育士資格取得に必要な教養科目(外国語 2 単位、体育 2 単位、その他 6 単位以

上)合計 10 単位以上を修得しなければならない。 
(表 2) 

告示による科目 本学における開設科目等 
系列 教科目 授業形態 単位数 科目 授業形態 単位数 時間数 

教養

科目 

外国語、体育以外の科目 不問 6 以上 

共通

教育 
科目 

外国語、 
体育講義・体育実技 
を除く教養科目 

講義 
演習 
実習 

6 以上 180 
以上 

外国語 演習 2 外国語 演習 2 以上 60 以

上 

体育 
講義 1 体育講義 講義 1 15 
実技 1 体育実技 実技 1 45 
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〔インテリアに関する科目※現代生活学部生活デザイン学科対応〕 

授業科目 単位 授業形態 開設年次 必要単位数 

建築史Ａ 2 講義 1 

Ａ 
（３６－Ｂ－Ｃ） 

単位以上 

建築史Ｂ 2 講義 2 

住生活論 2 講義 1 

住居学概論 2 講義 1 

福祉住環境 2 講義 2 

インテリアデザイン論※ 2 講義 3 

Ｂ 
（２４－Ｃ） 
単位以上 

建築環境学Ａ 2 講義 2 

建築環境学Ｂ 2 講義 3 

住居設備 2 講義 2 

建築環境システム 2 講義 3 

インテリア材料 2 講義 2 

建築材料学 2 講義 3 

構造力学Ａ 2 講義 2 

構造力学Ｂ 2 講義 3 

構造力学Ｃ 2 講義 4 

構法計画 2 講義 4 

住宅設計論 2 講義 2 

構造計画※ 2 講義 3 

建築施工 2 講義 3 

建築法規 2 講義 3 

住居ＣＡＤ演習 2 演習 2 

建築ＣＡＤ演習 2 演習 3 

住居デザイン演習Ａ 2 演習 1 

住居計画 2 講義 2 

建築計画 2 講義 3 

住居デザイン演習Ｂ 2 演習 1 

Ｃ 
２単位以上 

住居デザイン演習Ｃ 2 演習 2 

住居デザイン演習Ｄ 2 演習 2 

建築デザイン演習Ａ 2 演習 3 

建築デザイン演習Ｂ 2 演習 3 

建築総合演習 2 演習 4 

※カリキュラム変更に伴い対象科目変更申請中 

 

 

 

 

保育士資格(保育士資格取得に係る履修方法等に関する細則に基づく内容) 
現代生活学部児童学科は、指定保育士養成施設としての指定を受けており、保育士資格を得るためには、東京家政学院大学資格取得

規程第 8 条各項に定める以下の要件を満たす必要がある。 
1． 現代生活学部児童学科に在籍し、保育士資格取得に必要な単位を修得し卒業したものに対しては、保育士の資格が与えられ

る。 
2． 現代生活学部児童学科は、45 人を 1 クラスに編成し、専任教員がクラス担任として配置されるので、その指導を受けるもの

とする。 
3． 現代生活学部児童学科は、学生が在学中に他の指定保育士養成施設に於いて修得した単位又は入学前に他の指定保育士養成

施設で修得した単位を、当該科目に相当する科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
また、指定保育士養成施設以外の大学、短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定め

る学修をし、指定保育士養成施設として設定する教養科目に相当する科目について本学での履修とみなし、単位を与えること

ができる。ただし、学則第 38 条から第 40 条の規定にかかわらず、本学で修得したとみなし、又は与えることが出来る単位数

は合わせて 30 単位を超えないものとする。 
4． 本学における保育実習は次表(表 1)の通り実施する。 

学外で実習を実施する場合の期日等については、実習施設との協議により決定されるものであり、休業期間中に実施する場合

もある。 
(表 1) 

実習種別 単位数 実習施設とおおむねの日数 備考 
保育実習ⅠB 2 保育所 90 時間 

6 単位必修 保育実習ⅠC 2 入所型児童福祉施設・障害児通

園施設 
90 時間 

保育実習指導Ⅰ 2 (事前・事後指導) 

保育実習Ⅱ 2 保育所 90 時間 

3 単位選択必修 
保育実習指導Ⅱ 1 (事前・事後指導) 

保育実習Ⅲ 2 入所型児童福祉施設・通所型児

童福祉施設 
90 時間 

保育実習指導Ⅲ 1 (事前・事後指導) 

5． 保育実習参加には次の基準を満たしていることが必要である。 
①1、2 年次開講の保育士資格取得に必要な必修科目の内、未修得科目が 3 科目以下であること。 
②学業成績の総合評価の平均(GPA 計算式による)が 2.2 以上であること。 
③「保育実習指導」(Ⅰは 2 単位、Ⅱ、Ⅲは各 1 単位)を履修していること。 
その他の注意事項 
生活態度等の理由により児童学科会議で不適当と認めた場合は保育実習を許可しない場合がある。 

6． 保育士資格取得に必要な科目及び単位数は次の通りである。 
①次表(表 2)に掲げる本学共通教育科目より保育士資格取得に必要な教養科目(外国語 2 単位、体育 2 単位、その他 6 単位以

上)合計 10 単位以上を修得しなければならない。 
(表 2) 

告示による科目 本学における開設科目等 
系列 教科目 授業形態 単位数 科目 授業形態 単位数 時間数 

教養

科目 

外国語、体育以外の科目 不問 6 以上 

共通

教育 
科目 

外国語、 
体育講義・体育実技 
を除く教養科目 

講義 
演習 
実習 

6 以上 180 
以上 

外国語 演習 2 外国語 演習 2 以上 60 以

上 

体育 
講義 1 体育講義 講義 1 15 
実技 1 体育実技 実技 1 45 
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②次表（表 3）に掲げる保育士資格取得に必要な必修科目を 57 単位修得しなければならない。 
(表 3) 

告示別表第 1 による教科目 本学における教科の開設状況等 

系列 教科目 授業 
形態 単位数 左に対応して開設 

されている教科目 
開設 
年次 

授業 
形態 単位数 時間数 

保育の本質・目的に関する科目 

保育原理 講義 2 保育原理 1 講義 ※2 30 

教育原理 講義 2 教育原理 1 講義 ※2 30 

子ども家庭福祉 講義 2 児童福祉論 2 講義 2 30 

社会福祉 講義 2 社会福祉 1 講義 2 30 

子ども家庭支援論 講義 2 子ども家庭支援論 3 講義 2 30 

社会的養護Ⅰ 講義 2 社会的養護Ⅰ 2 講義 2 30 

保育者論 講義 2 教師・保育者論 2 講義 2 30 

保育の対象の理解に関する科目 

保育の心理学 講義 2 発達心理学 1 講義 ※2 30 
子ども家庭支援 
の心理学 講義 2 子ども家庭支援の心理学 3 講義 2 30  

子どもの理解と 
援助 演習 1 子どもの理解と援助 1 演習 1 30 

子どもの保健 講義 2 子どもの保健 2 講義 ※2 30 

子どもの食と栄養 演習 2 子どもの食と栄養 2 演習 2 60 

保育の内容・方法に関する科

目 
 

保育の計画と評価 講義 2 保育の計画と評価 3 講義 2 30 

保育内容総論 演習 1 保育内容総論 A 2 演習 1 30 

保育内容演習 演習 ５ 

健康の指導法 2 演習 2 30 

言葉の指導法 2 演習 2 30 

人間関係の指導法 2 演習 2 30 

環境の指導法 2 演習 2 30 

表現の指導法 2 演習 2 30 

保育内容の理解と

方法 演習 4 

子どもと健康 2 演習 1 30 

子どもと言葉 2 演習 1 30 

子どもと人間関係 2 演習 1 30 

子どもと環境 2 演習 1 30 

子どもと表現 2 演習 1 30 

乳児保育Ⅰ 講義 2 乳児保育Ⅰ 1 講義 2 30 

乳児保育Ⅱ 演習 1 乳児保育Ⅱ 1 演習 1 30 
子どもの健康と 
安全 演習 1 小児保健演習 3 演習 1 30 

障害児保育 演習 2 
障がい児保育 A 3 演習 1 30 

障がい児保育 B 3 演習 1 30 

社会的養護Ⅱ 演習 1 社会的養護Ⅱ 2 演習 1 30 

子育て支援 演習 1 子育て支援 3 演習 1 30 

保育実習 
保育実習Ⅰ 実習 4 

保育実習ⅠB 3 実習 2 90 

保育実習ⅠC 3 実習 2 90 

保育実習指導Ⅰ 演習 2 保育実習指導Ⅰ 2 演習 2 60 

総合演習 保育実践演習 演習 2 保育・教職実践演習 4 演習 2 60 

合計 51 単位 51 単位 合計 57 単位修得 
※印は本学必修科目 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

③次表（表 4）に掲げる保育士資格取得に必要な選択科目の中から保育実習Ⅱ及び保育実習指導Ⅱ又は保育実習Ⅲ及び保育

実習指導Ⅲを必ず３単位修得し、その他の科目の中から６単位以上、合計９単位以上を修得しなければならない。 
(表 4) 

告示別表第 2 による教科目 本学における教科の開設状況等 

系列 教科目 授業 
形態 単位数 左に対応して開設 

されている教科目 
開設 
年次 

授業 
形態 単位数 時間数 

保育の本質･目的に関する科目 

各指定保育士養成施設に 
おいて設定 

15
単
位
以
上 

保育方法論※ 3 講義 2 30 

家庭教育論※ 2 講義 2 30 

保育の対象の理解に関する科目 

対人関係の発達※ 3 講義 2 30 

発達臨床心理学※ 3 講義 2 30 

児童とカウンセリング※ 4 講義 2 30 

児童臨床実習 AⅠ※ 4 実習 1 45 

児童臨床実習 BⅠ※ 4 実習 1 45 

児童臨床実習 AⅡ※ 4 実習 1 45 

児童臨床実習 BⅡ※ 4 実習 1 45 

保育の内容・方法に関する科目 

発達障害の理解と支援※ 2 講義 2 30 

児童文化※ 1 講義 2 30 

児童とことば※ 3 講義 2 30 

保育実習 

保育実習Ⅱ 実習 2 保育実習Ⅱ 4 実習 2 90 

保育実習指導Ⅱ 演習 1 保育実習指導Ⅱ 4 演習 1 30 

保育実習Ⅲ 実習 2 保育実習Ⅲ 4 実習 2 90 

保育実習指導Ⅲ 演習 1 保育実習指導Ⅲ 4 演習 1 30 

合計 1８単位以上 合計 9 単位以上修得 

保育実習Ⅱ及び保育実習指導Ⅱ又は保育実習Ⅲ及び保育実習指導Ⅲは選択必修 
 
※卒業に必要な単位に算入される科目 
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②次表（表 3）に掲げる保育士資格取得に必要な必修科目を 57 単位修得しなければならない。 
(表 3) 

告示別表第 1 による教科目 本学における教科の開設状況等 

系列 教科目 授業 
形態 単位数 左に対応して開設 

されている教科目 
開設 
年次 

授業 
形態 単位数 時間数 

保育の本質・目的に関する科目 

保育原理 講義 2 保育原理 1 講義 ※2 30 

教育原理 講義 2 教育原理 1 講義 ※2 30 

子ども家庭福祉 講義 2 児童福祉論 2 講義 2 30 

社会福祉 講義 2 社会福祉 1 講義 2 30 

子ども家庭支援論 講義 2 子ども家庭支援論 3 講義 2 30 

社会的養護Ⅰ 講義 2 社会的養護Ⅰ 2 講義 2 30 

保育者論 講義 2 教師・保育者論 2 講義 2 30 

保育の対象の理解に関する科目 

保育の心理学 講義 2 発達心理学 1 講義 ※2 30 
子ども家庭支援 
の心理学 講義 2 子ども家庭支援の心理学 3 講義 2 30  

子どもの理解と 
援助 演習 1 子どもの理解と援助 1 演習 1 30 

子どもの保健 講義 2 子どもの保健 2 講義 ※2 30 

子どもの食と栄養 演習 2 子どもの食と栄養 2 演習 2 60 

保育の内容・方法に関する科

目 
 

保育の計画と評価 講義 2 保育の計画と評価 3 講義 2 30 

保育内容総論 演習 1 保育内容総論 A 2 演習 1 30 

保育内容演習 演習 ５ 

健康の指導法 2 演習 2 30 

言葉の指導法 2 演習 2 30 

人間関係の指導法 2 演習 2 30 

環境の指導法 2 演習 2 30 

表現の指導法 2 演習 2 30 

保育内容の理解と

方法 演習 4 

子どもと健康 2 演習 1 30 

子どもと言葉 2 演習 1 30 

子どもと人間関係 2 演習 1 30 

子どもと環境 2 演習 1 30 

子どもと表現 2 演習 1 30 

乳児保育Ⅰ 講義 2 乳児保育Ⅰ 1 講義 2 30 

乳児保育Ⅱ 演習 1 乳児保育Ⅱ 1 演習 1 30 
子どもの健康と 
安全 演習 1 小児保健演習 3 演習 1 30 

障害児保育 演習 2 
障がい児保育 A 3 演習 1 30 

障がい児保育 B 3 演習 1 30 

社会的養護Ⅱ 演習 1 社会的養護Ⅱ 2 演習 1 30 

子育て支援 演習 1 子育て支援 3 演習 1 30 

保育実習 
保育実習Ⅰ 実習 4 

保育実習ⅠB 3 実習 2 90 

保育実習ⅠC 3 実習 2 90 

保育実習指導Ⅰ 演習 2 保育実習指導Ⅰ 2 演習 2 60 

総合演習 保育実践演習 演習 2 保育・教職実践演習 4 演習 2 60 

合計 51 単位 51 単位 合計 57 単位修得 
※印は本学必修科目 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

③次表（表 4）に掲げる保育士資格取得に必要な選択科目の中から保育実習Ⅱ及び保育実習指導Ⅱ又は保育実習Ⅲ及び保育

実習指導Ⅲを必ず３単位修得し、その他の科目の中から６単位以上、合計９単位以上を修得しなければならない。 
(表 4) 

告示別表第 2 による教科目 本学における教科の開設状況等 

系列 教科目 授業 
形態 単位数 左に対応して開設 

されている教科目 
開設 
年次 

授業 
形態 単位数 時間数 

保育の本質･目的に関する科目 

各指定保育士養成施設に 
おいて設定 

15
単
位
以
上 

保育方法論※ 3 講義 2 30 

家庭教育論※ 2 講義 2 30 

保育の対象の理解に関する科目 

対人関係の発達※ 3 講義 2 30 

発達臨床心理学※ 3 講義 2 30 

児童とカウンセリング※ 4 講義 2 30 

児童臨床実習 AⅠ※ 4 実習 1 45 

児童臨床実習 BⅠ※ 4 実習 1 45 

児童臨床実習 AⅡ※ 4 実習 1 45 

児童臨床実習 BⅡ※ 4 実習 1 45 

保育の内容・方法に関する科目 

発達障害の理解と支援※ 2 講義 2 30 

児童文化※ 1 講義 2 30 

児童とことば※ 3 講義 2 30 

保育実習 

保育実習Ⅱ 実習 2 保育実習Ⅱ 4 実習 2 90 

保育実習指導Ⅱ 演習 1 保育実習指導Ⅱ 4 演習 1 30 

保育実習Ⅲ 実習 2 保育実習Ⅲ 4 実習 2 90 

保育実習指導Ⅲ 演習 1 保育実習指導Ⅲ 4 演習 1 30 

合計 1８単位以上 合計 9 単位以上修得 

保育実習Ⅱ及び保育実習指導Ⅱ又は保育実習Ⅲ及び保育実習指導Ⅲは選択必修 
 
※卒業に必要な単位に算入される科目 
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フードスペシャリスト・専門フードスペシャリスト 

現代生活学部現代家政学科、食物学科及び人間栄養学部人間栄養学科に在学する者で、日本フードスペシャリスト協会が認定するフ

ードスペシャリストの資格を取得しようとする者は、協会の定める資格条件を取得するよう履修計画を立てなければならない。 
フードスペシャリストの資格は、フードスペシャリスト養成課程の認定を受けている本学において、日本フードスペシャリスト協会

の認定する必修科目・選択科目に対応する科目を修得し、 3 年次あるいは卒業年次の 12 月に本学で実施されるフードスペシャリスト

資格認定試験を受験し、これに合格すれば、卒業の日に資格を取得することができる。 
さらに、専門性・実用性の高い専門フードスペシャリストの資格があり、これには、専門フードスペシャリスト（食品開発）、専門フ

ードスペシャリスト（食品流通・サービス）の 2 種ある。専門フードスペシャリストの資格は、3 年次あるいは卒業年次の 12 月に本学

で実施される専門フードスペシャリスト資格認定試験を受験し、これに合格すれば、卒業の日に資格を取得することができる。なお、

専門フードスペシャリスト資格を取得するには、フードスペシャリスト資格認定試験に合格することが条件である。また、専門フード

スペシャリスト受験条件として、その年度に食品開発、食品流通・サービスのいずれか１種のみしか受験できない。 

〔フードスペシャリスト必修科目一覧※現代生活学部現代家政学科対応〕 

日本フードスペシャリスト協会の指定科目 単位数 左記の対応授業科目 単位数 開設 
年次 備考 

フードスペシャリスト論 
(講義 2 単位以上) 2 フードスペシャリスト論 2 1 

 

食品の官能評価・識別論 
(演習 2 単位以上) 2 食品の官能評価・鑑別演習 2 3 

食品学に関する科目 
(講義 4 単位以上・実験 1 単位以上) 5 

食品学概論 2 1 
食品学 2 2 
食品学実験 1 2 

食品の安全性に関する科目 
(講義 2 単位以上) 2 食品衛生学 2 2 

調理学又は調理科学に関する科目 
(講義 2 単位以上・実習 2 単位以上) 4 

調理学 2 2 
調理学実習 2 1 

栄養と健康に関する科目 
(講義 2 単位以上) 2 栄養学 2 3 

食品流通・消費に関する科目 
(講義又は演習 2 単位以上) 2 食料経済 2 3 

フードコーディネート論 
(講義又は演習 2 単位以上) 2 フードコーディネート論 2 3 

フードスペシャリスト資格に 
必要適当とされる科目 

(自由設定単位) 
 

食生活論 2 1 左記 3 科目 
より 1 科目 
選択 

栄養学概論 2 2 
食文化論 2 3 

計 21 計 23   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〔フードスペシャリスト必修科目一覧※現代生活学部食物学科対応〕 

日本フードスペシャリスト協会の指定科目 単位数 左記の対応授業科目 単位数 
開設 

年次 
備考 

フードスペシャリスト論 

(講義 2単位以上) 
2 フードスペシャリスト論 2 1 

 

食品の官能評価・識別論 

(演習 2単位以上) 
2 製品・食品鑑別演習 2 3 

食品学に関する科目 

(講義 4単位以上・実験 1単位以上) 
5 

食品学各論 2 2 

食品加工学 2 2 

食品学実験 1 2 

食品の安全性に関する科目 

(講義 2単位以上) 
2 食品衛生学 2 3 

調理学又は調理科学に関する科目 

(講義 2単位以上・実習 2単位以上) 
4 

調理学 2 2 

基礎調理学実習 2 1 

栄養と健康に関する科目 

(講義 2単位以上) 
2 基礎栄養学 2 2 

食品流通・消費に関する科目 

(講義又は演習 2単位以上) 
2 フードビジネス概論 2 1 

フードコーディネート論 

(講義又は演習 2単位以上) 
2 フードコーディネート論 2 2 

計 21 計 21  

 

〔フードスペシャリスト必修科目一覧※人間栄養学部人間栄養学科対応〕 

日本フードスペシャリスト協会の指定科目 単位数 左記の対応授業科目 単位数 開設 
年次 備考 

フードスペシャリスト論 
(講義 2 単位以上) 2 人間栄養学原論 2 1 

 

食品の官能評価・識別論 
(演習 2 単位以上) 2 

調理学実験（官能評価を含む） 1 2 

応用食品学実験（食品の鑑別を

含む） 1 2 

食品学に関する科目 
(講義 4 単位以上・実験 1 単位以上) 5 

基礎食品学 2 1 
応用食品学 2 2 
基礎食品学実験 1 2 

食品の安全性に関する科目 
(講義 2 単位以上) 2 食品衛生学 2 2 

調理学又は調理科学に関する科目 
(講義 2 単位以上・実習 2 単位以上) 4 

調理学 2 1 
基礎調理学実習 1 1 
応用調理学実習 1 2 

栄養と健康に関する科目 
(講義 2 単位以上) 2 基礎栄養学Ⅰ 2 1 

食品流通・消費に関する科目 
(講義又は演習 2 単位以上) 2 フードシステム論 2 3 

フードコーディネート論 
(講義又は演習 2 単位以上) 2 食・空間プロデュース論 2 3 

フードスペシャリスト資格に 
必要適当とされる科目 

(自由設定単位) 
 

給食経営管理実習 1 2 
食品衛生学実験 1 3 
給食経営管理論 2 1 

計 21 計 25  
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フードスペシャリスト・専門フードスペシャリスト 

現代生活学部現代家政学科、食物学科及び人間栄養学部人間栄養学科に在学する者で、日本フードスペシャリスト協会が認定するフ

ードスペシャリストの資格を取得しようとする者は、協会の定める資格条件を取得するよう履修計画を立てなければならない。 
フードスペシャリストの資格は、フードスペシャリスト養成課程の認定を受けている本学において、日本フードスペシャリスト協会

の認定する必修科目・選択科目に対応する科目を修得し、 3 年次あるいは卒業年次の 12 月に本学で実施されるフードスペシャリスト

資格認定試験を受験し、これに合格すれば、卒業の日に資格を取得することができる。 
さらに、専門性・実用性の高い専門フードスペシャリストの資格があり、これには、専門フードスペシャリスト（食品開発）、専門フ

ードスペシャリスト（食品流通・サービス）の 2 種ある。専門フードスペシャリストの資格は、3 年次あるいは卒業年次の 12 月に本学

で実施される専門フードスペシャリスト資格認定試験を受験し、これに合格すれば、卒業の日に資格を取得することができる。なお、

専門フードスペシャリスト資格を取得するには、フードスペシャリスト資格認定試験に合格することが条件である。また、専門フード

スペシャリスト受験条件として、その年度に食品開発、食品流通・サービスのいずれか１種のみしか受験できない。 

〔フードスペシャリスト必修科目一覧※現代生活学部現代家政学科対応〕 

日本フードスペシャリスト協会の指定科目 単位数 左記の対応授業科目 単位数 開設 
年次 備考 

フードスペシャリスト論 
(講義 2 単位以上) 2 フードスペシャリスト論 2 1 

 

食品の官能評価・識別論 
(演習 2 単位以上) 2 食品の官能評価・鑑別演習 2 3 

食品学に関する科目 
(講義 4 単位以上・実験 1 単位以上) 5 

食品学概論 2 1 
食品学 2 2 
食品学実験 1 2 

食品の安全性に関する科目 
(講義 2 単位以上) 2 食品衛生学 2 2 

調理学又は調理科学に関する科目 
(講義 2 単位以上・実習 2 単位以上) 4 

調理学 2 2 
調理学実習 2 1 

栄養と健康に関する科目 
(講義 2 単位以上) 2 栄養学 2 3 

食品流通・消費に関する科目 
(講義又は演習 2 単位以上) 2 食料経済 2 3 

フードコーディネート論 
(講義又は演習 2 単位以上) 2 フードコーディネート論 2 3 

フードスペシャリスト資格に 
必要適当とされる科目 

(自由設定単位) 
 

食生活論 2 1 左記 3 科目 
より 1 科目 
選択 

栄養学概論 2 2 
食文化論 2 3 

計 21 計 23   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〔フードスペシャリスト必修科目一覧※現代生活学部食物学科対応〕 

日本フードスペシャリスト協会の指定科目 単位数 左記の対応授業科目 単位数 
開設 

年次 
備考 

フードスペシャリスト論 

(講義 2単位以上) 
2 フードスペシャリスト論 2 1 

 

食品の官能評価・識別論 

(演習 2単位以上) 
2 製品・食品鑑別演習 2 3 

食品学に関する科目 

(講義 4単位以上・実験 1単位以上) 
5 

食品学各論 2 2 

食品加工学 2 2 

食品学実験 1 2 

食品の安全性に関する科目 

(講義 2単位以上) 
2 食品衛生学 2 3 

調理学又は調理科学に関する科目 

(講義 2単位以上・実習 2単位以上) 
4 

調理学 2 2 

基礎調理学実習 2 1 

栄養と健康に関する科目 

(講義 2単位以上) 
2 基礎栄養学 2 2 

食品流通・消費に関する科目 

(講義又は演習 2単位以上) 
2 フードビジネス概論 2 1 

フードコーディネート論 

(講義又は演習 2単位以上) 
2 フードコーディネート論 2 2 

計 21 計 21  

 

〔フードスペシャリスト必修科目一覧※人間栄養学部人間栄養学科対応〕 

日本フードスペシャリスト協会の指定科目 単位数 左記の対応授業科目 単位数 開設 
年次 備考 

フードスペシャリスト論 
(講義 2 単位以上) 2 人間栄養学原論 2 1 

 

食品の官能評価・識別論 
(演習 2 単位以上) 2 

調理学実験（官能評価を含む） 1 2 

応用食品学実験（食品の鑑別を

含む） 1 2 

食品学に関する科目 
(講義 4 単位以上・実験 1 単位以上) 5 

基礎食品学 2 1 
応用食品学 2 2 
基礎食品学実験 1 2 

食品の安全性に関する科目 
(講義 2 単位以上) 2 食品衛生学 2 2 

調理学又は調理科学に関する科目 
(講義 2 単位以上・実習 2 単位以上) 4 

調理学 2 1 
基礎調理学実習 1 1 
応用調理学実習 1 2 

栄養と健康に関する科目 
(講義 2 単位以上) 2 基礎栄養学Ⅰ 2 1 

食品流通・消費に関する科目 
(講義又は演習 2 単位以上) 2 フードシステム論 2 3 

フードコーディネート論 
(講義又は演習 2 単位以上) 2 食・空間プロデュース論 2 3 

フードスペシャリスト資格に 
必要適当とされる科目 

(自由設定単位) 
 

給食経営管理実習 1 2 
食品衛生学実験 1 3 
給食経営管理論 2 1 

計 21 計 25  
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フードコーディネーター 

 現代生活学部食物学科に在学するもので，日本フードコーディネーター協会が認定するフードコーディネーター３級の資格を取得し

ようとする者は，協会の定める資格条件を取得するよう履修計画を立てなければならない。 
 フードコーディネーター３級の資格は，フードコーディネーター養成課程の認定を受けている本学において，日本フードコーディネ

ーター協会の規定する教科・履修時間に対応する科目を取得し，日本フードコーディネーター協会に認定登録することにより資格を取

得することができる。 

〔フードコーディネーター３級必修科目一覧〕 

日本フードコーディネーター協会の規定科目 時間数 左記の対応授業科目 単位数 
開設 

年次 
備考 

文化－食の歴史と文化と風土 20 比較食文化・食生活論 2 1 

 

文化－食品・食材の知識 30 
食品学各論 2 2 

食品加工学 2 2 

文化－調理方法と調理器具 

（実習による履修） 
30 

基礎調理学実習 2 1 

調理学 2 2 

科学－厨房機器・設備 10 

調理学 2 2 

校内給食管理実習 1 3 

基礎調理学実習 2 1 

科学－健康と栄養 20 基礎栄養学 2 2 

科学－食の安全 20 食品衛生学 2 3 

デザイン／アート－ 

食空間とテーブルコーディネート 

（実習による履修） 

30 
食空間コーディネート論 2 2 

応用調理学実習 2 1 

デザイン／アート－ 

テーブルマナーとサービス 
10 

食空間コーディネート論 2 2 

応用調理学実習 2 1 

デザイン／アート－ 

食空間とデザイン 
10 

食空間コーディネート論 2 2 

応用調理学実習 2 1 

経済／経営－フードマネジメント 10 フードビジネス概論 2 1 

経済／経営－メニュープラニング 10 
応用調理学実習 2 1 

食事計画論 2 1 

経済／経営－食の企画・構成・演出の流れ 10 フードコーディネート論 2 2 

計 210 計 39  

 

 

 

ＨＡＣＣＰ管理者 
 現代生活学部食物学科に在学する者で，日本食品保蔵科学会が認定する HACCP 管理者資格を取得しようとする者は，学会の定める資

格条件を取得するよう履修計画を立てなければならない。 

(1)現代生活学部食物学科における修得単位を基にした「HACCP管理者資格取得に必要な科目」 

(2)学会主催のワークショップを受講またはそれと同等の講義科目 

を修得することで資格を取得することができる。 

 
【HACCP管理者資格取得に必要な科目一覧】 

日本食品保蔵科学会科目指定領域 左記に対応する開設授業科目 （注） 

群 関係分野 単位数 基礎科目 授業科目 
単位数 

 
必修 選択 

Ａ 食品関係 

2 科目番号 3食品加工学 食品加工学 2   

・Ａ群と

Ｄ群から

は、それ

ぞれ 1科

目以上、

Ｂ群とＣ

群から

は、それ

ぞれ 2科

目以上の

科目を履

修し、Ａ

～Ｄ群の

修得単位

数の合計

が 24単位

以上にな

るように

するこ

と。 

2 科目番号 4食品流通学 フードビジネス概論 2   

2 科目番号 5食品分析学 製品・食品鑑別演習   2 

Ｂ 
衛生・微生物学関

係 

2 

科目番号 1 微生物学・2 食

品微生物学・3 応用微生物

学 

微生物学 2   

2 科目番号 5公衆衛生学 公衆衛生学Ⅰ（総論）   2 

2 科目番号 5公衆衛生学 公衆衛生学Ⅱ（各論）   2 

2 科目番号 6食品衛生学 食品衛生学   2 

2 科目番号 7環境衛生学 地球環境と食 2   

Ｃ 生化学・化学関係 

2 科目番号 1生物化学 分子生物学 2   

2 科目番号 1生物化学 生化学（総論）   2 

1 科目番号 1生物化学 栄養学・生化学実験   1 

2 科目番号 3栄養学 病態生理学 2   

2 科目番号 5免疫学 子供の食とアレルギー   2 

2 科目番号 7有機化学 有機化学 2   

Ｄ 実験・実習 

2 
科目番号 1生物学実験・2化

学実験 
バイオサイエンス演習 2   

2 科目番号 4食品衛生学実験 HACCP実践演習   2 

2 科目番号 5食品加工学実習 食品加工学実習 2   

1 科目番号 6給食管理学実習 校内給食管理実習   1 

  総計     18 16  

  科目番号 日本食品保蔵科学会「ＨＡＣＣＰ管理者」認定制度科目認定一覧 
（注）欄に即した単位修得の上、学会主催のワークショップに受講することにより、資格を修得できる。 
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フードコーディネーター 

 現代生活学部食物学科に在学するもので，日本フードコーディネーター協会が認定するフードコーディネーター３級の資格を取得し

ようとする者は，協会の定める資格条件を取得するよう履修計画を立てなければならない。 
 フードコーディネーター３級の資格は，フードコーディネーター養成課程の認定を受けている本学において，日本フードコーディネ

ーター協会の規定する教科・履修時間に対応する科目を取得し，日本フードコーディネーター協会に認定登録することにより資格を取

得することができる。 

〔フードコーディネーター３級必修科目一覧〕 

日本フードコーディネーター協会の規定科目 時間数 左記の対応授業科目 単位数 
開設 

年次 
備考 

文化－食の歴史と文化と風土 20 比較食文化・食生活論 2 1 

 

文化－食品・食材の知識 30 
食品学各論 2 2 

食品加工学 2 2 

文化－調理方法と調理器具 

（実習による履修） 
30 

基礎調理学実習 2 1 

調理学 2 2 

科学－厨房機器・設備 10 

調理学 2 2 

校内給食管理実習 1 3 

基礎調理学実習 2 1 

科学－健康と栄養 20 基礎栄養学 2 2 

科学－食の安全 20 食品衛生学 2 3 

デザイン／アート－ 

食空間とテーブルコーディネート 

（実習による履修） 

30 
食空間コーディネート論 2 2 

応用調理学実習 2 1 

デザイン／アート－ 

テーブルマナーとサービス 
10 

食空間コーディネート論 2 2 

応用調理学実習 2 1 

デザイン／アート－ 

食空間とデザイン 
10 

食空間コーディネート論 2 2 

応用調理学実習 2 1 

経済／経営－フードマネジメント 10 フードビジネス概論 2 1 

経済／経営－メニュープラニング 10 
応用調理学実習 2 1 

食事計画論 2 1 

経済／経営－食の企画・構成・演出の流れ 10 フードコーディネート論 2 2 

計 210 計 39  

 

 

 

ＨＡＣＣＰ管理者 
 現代生活学部食物学科に在学する者で，日本食品保蔵科学会が認定する HACCP 管理者資格を取得しようとする者は，学会の定める資

格条件を取得するよう履修計画を立てなければならない。 

(1)現代生活学部食物学科における修得単位を基にした「HACCP管理者資格取得に必要な科目」 

(2)学会主催のワークショップを受講またはそれと同等の講義科目 

を修得することで資格を取得することができる。 

 
【HACCP管理者資格取得に必要な科目一覧】 

日本食品保蔵科学会科目指定領域 左記に対応する開設授業科目 （注） 

群 関係分野 単位数 基礎科目 授業科目 
単位数 

 
必修 選択 

Ａ 食品関係 

2 科目番号 3食品加工学 食品加工学 2   

・Ａ群と

Ｄ群から

は、それ

ぞれ 1科

目以上、

Ｂ群とＣ

群から

は、それ

ぞれ 2科

目以上の

科目を履

修し、Ａ

～Ｄ群の

修得単位

数の合計

が 24単位

以上にな

るように

するこ

と。 

2 科目番号 4食品流通学 フードビジネス概論 2   

2 科目番号 5食品分析学 製品・食品鑑別演習   2 

Ｂ 
衛生・微生物学関

係 

2 

科目番号 1 微生物学・2 食

品微生物学・3 応用微生物

学 

微生物学 2   

2 科目番号 5公衆衛生学 公衆衛生学Ⅰ（総論）   2 

2 科目番号 5公衆衛生学 公衆衛生学Ⅱ（各論）   2 

2 科目番号 6食品衛生学 食品衛生学   2 

2 科目番号 7環境衛生学 地球環境と食 2   

Ｃ 生化学・化学関係 

2 科目番号 1生物化学 分子生物学 2   

2 科目番号 1生物化学 生化学（総論）   2 

1 科目番号 1生物化学 栄養学・生化学実験   1 

2 科目番号 3栄養学 病態生理学 2   

2 科目番号 5免疫学 子供の食とアレルギー   2 

2 科目番号 7有機化学 有機化学 2   

Ｄ 実験・実習 

2 
科目番号 1生物学実験・2化

学実験 
バイオサイエンス演習 2   

2 科目番号 4食品衛生学実験 HACCP実践演習   2 

2 科目番号 5食品加工学実習 食品加工学実習 2   

1 科目番号 6給食管理学実習 校内給食管理実習   1 

  総計     18 16  

  科目番号 日本食品保蔵科学会「ＨＡＣＣＰ管理者」認定制度科目認定一覧 
（注）欄に即した単位修得の上、学会主催のワークショップに受講することにより、資格を修得できる。 
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ＦＢＡ(ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ）[学内資格] 
フードビジネスの現場で活躍するための専門知識と技術を修得したことを証明する本学独自の資格である。 

 
【ＦＢＡ(ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ）資格取得に必要な科目一覧】 

東京家政学院大学食物学科規定科目 単位数 備考 

食生産体験演習Ａ 1  

食生産体験演習Ｂ 1  

フードビジネス概論 2  

コミュニケーション・プレゼン演習 1  

統計学演習 1  

食と語学Ａ 1  

食と語学Ｂ 1  

食品流通経済 2  

フードビジネス演習 2  

食企画・開発演習Ⅰ 2  

食企画・開発演習Ⅱ 2  

食企画・開発演習Ⅲ 2  

計 18  
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ＦＢＡ(ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ）[学内資格] 
フードビジネスの現場で活躍するための専門知識と技術を修得したことを証明する本学独自の資格である。 

 
【ＦＢＡ(ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ）資格取得に必要な科目一覧】 

東京家政学院大学食物学科規定科目 単位数 備考 

食生産体験演習Ａ 1  

食生産体験演習Ｂ 1  

フードビジネス概論 2  

コミュニケーション・プレゼン演習 1  

統計学演習 1  

食と語学Ａ 1  

食と語学Ｂ 1  

食品流通経済 2  

フードビジネス演習 2  

食企画・開発演習Ⅰ 2  

食企画・開発演習Ⅱ 2  

食企画・開発演習Ⅲ 2  

計 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 級衣料管理士(テキスタイルアドバイザー2 級) 
現代生活学部生活デザイン学科に在学する者で、日本衣料管理協会が認定する 2 級衣料管理士（TA）の資格を取得しようとする者

は、協会の定める資格条件を取得するよう履修計画を立てなければならない。生活デザイン学科では、2 級衣料管理士認定に必要な

単位履修システムを｢一様履修制（本学の定める対応授業科目を全て修得する必要がある。）｣に定めている。 
2 級衣料管理士の資格を取得するには、日本衣料管理協会の指定科目に対応した本学の開講科目を全て修得し（一様履修制）、本学

を卒業した者に資格が授与される。 
 

〔2級衣料管理士(テキスタイルアドバイザー2級)資格取得に必要な科目一覧〕 

日本衣料管理協会の認定基準 本学の実施内容 

グループ 指定科目 単位数 領域 対応授業科目 単位数 

材
料 

被服繊維学 2 

材
料
・
加
工
・
生
理
・
環
境 

衣繊維学 2 

被服材料学 2 テキスタイル材料学 2 

繊維学実験Ⅰ 1 繊維学実験 1 

材料学実験Ⅰ 1 高分子材料学実験 1 

加
工
・
整
理 

被服整理学 2 被服整理学 2 

染色加工学 2 染色加工学 2 

染色加工学実験 1 染色加工学実験 2 

企
画
・
設
計
・
生
産 

アパレル生理衛生論 2 衣環境衛生学 2 

アパレルデザイン論 2 
被
服
設
計
・
造
形 

アパレルデザイン論 2 

アパレル設計論 2 アパレル設計論 2 

アパレル設計実習 1 服飾造形実習 B 2 

アパレル生産実習 1 アパレル生産実習 1 

アパレル CAD実習 1 アパレル CAD実習 1 

テキスタイルデザイン 1 テキスタイル ウィービングデザイン演習 A 2 

流
通
・
消
費 

消費生活論 2 
ビ
ジ
ネ
ス 

消費生活論 2 

消費者調査法 1 消費者調査法 1 

ファッションビジネス論 2 ファッションビジネス論 2 

マーケティング論 2 マーケティング論 2 

単位数合計 28 単位数合計 31 

   ＊本学においては上記科目を全て修得すること （一様履修制） 
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情報処理士・上級情報処理士 

全国大学実務教育協会が認定する情報処理士・上級情報処理士の資格を取得しようとする者は、協会の定める次の表に示す必修科目

及び選択科目の単位を修得するよう履修計画を立てなければならない。 

〔情報処理士・上級情報処理士資格取得に必要な科目一覧〕 

 

本学対応授業科目名 単位数 
上級情報処理士 
◎必修 8 単位 

○選択 16 単位以上 

情報処理士 
◎必修 6 単位 

○選択 10 単位以上 
コンピュータ概論 2 ○ ○ 
コンピュータ演習 a 1 ◎ ◎ 
コンピュータ演習 b 1 ◎ ◎ 
情報処理演習Ⅰ 1 ◎ ○ 
情報処理演習Ⅱ 1 ◎ ○ 
消費者教育演習 2 ◎ ○ 
文章表現法 2 ○ ◎ 
卒業研究 A 2 ○ ◎ 
卒業研究 B 2 ○ ○ 
情報論 2 ○ ○ 
情報伝達と表現 2 ○ ○ 
キャリアデザイン a 1 ○ ○ 
キャリアデザイン b 1 ○ ○ 
リテラシー演習 1 ○ ○ 
社会調査法 2 ◎ ○ 
異文化コミュニケーション 2 ○ ○ 
哲学入門 2 ○ ○ 
心理学 a 2 ○ ○ 
心理学 b 2 ○ ○ 
経済学入門 2 ○ ○ 
消費経済論 2 ○ ○ 
食料経済 2 ○ ○ 
経営学入門 2 ○ ○ 
家庭経営学概論 2 ○ ○ 
消費者情報論 2 ○ ○ 
社会福祉概論 2 ○ ○ 
プロシューマー実習 2 ○ ○ 
現代家政ゼミ A 1 ○ ○ 
現代家政ゼミ B 1 ○ ○ 
インターンシップ 2 ○ ○ 
情報倫理 2 

  

○ 
消費者調査法 1 ○ 
情報デザイン論 2 ○ 
生活デザイン演習 C 1 ○ 
生活デザイン演習 D 1 ○ 
CG デザイン演習 2 ○ 
ウェブデザイン演習 B 2 ○ 
マルチメディア演習 2 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェブデザイン実務士 

現代生活学部生活デザイン学科に在学する者で、一般財団法人全国大学実務教育協会が認定するウェブデザイン実務士の資格を取得

しようとする者は、協会の定める必修科目、選択必修科目、及び選択科目の単位を修得するよう履修計画を立てなければならない。 
 

〔ウェブデザイン実務士資格取得に必要な科目一覧〕 

科目群 

協会認定基準 本学の実施内容 

指定科目 授業形態 単位数 対応科目 授業形態 単位数 

必
修
科
目 

ウェブデザインⅠ 講義又は演習 2 ウェブデザイン 講義 2 

ウェブデザインⅡ 演習 2 ウェブデザイン演習 A 演習 2 

ウェブデザイン演習 演習 2 ウェブデザイン演習 B 演習 2 

単位数小計 6 単位数小計 6 

選
択
必
修
科
目 

マルチメディア演習 演習 2 マルチメディア演習 演習 2 

デザイン論 講義又は演習 2 情報デザイン論 講義 2 

単位数小計 4 単位数小計 4 

選
択
科
目 

協会の「情報処理士資格認定規定」の第 11条「領域 1」

に対応する科目 

〔情報実務に必要な知識・スキル・態度、それを活用す

る実務実践力とその学修力を身につける科目〕 

コンピュータ概論 講義 2 

コンピュータ演習 a 演習 1 

コンピュータ演習 b 演習 1 

情報倫理 講義 2 

CGデザイン演習 演習 2 

デジタルフォト論 講義 2 

単位数小計 10 単位数小計 10 

  単位数合計 20 単位数合計 20 

＊協会の定める必修科目３科目６単位、選択必修科目２科目４単位、選択科目５科目 10単位以上修得すること 

＊本学においては上記科目を全て修得すること 
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情報処理士・上級情報処理士 

全国大学実務教育協会が認定する情報処理士・上級情報処理士の資格を取得しようとする者は、協会の定める次の表に示す必修科目

及び選択科目の単位を修得するよう履修計画を立てなければならない。 

〔情報処理士・上級情報処理士資格取得に必要な科目一覧〕 

 

本学対応授業科目名 単位数 
上級情報処理士 
◎必修 8 単位 

○選択 16 単位以上 

情報処理士 
◎必修 6 単位 

○選択 10 単位以上 
コンピュータ概論 2 ○ ○ 
コンピュータ演習 a 1 ◎ ◎ 
コンピュータ演習 b 1 ◎ ◎ 
情報処理演習Ⅰ 1 ◎ ○ 
情報処理演習Ⅱ 1 ◎ ○ 
消費者教育演習 2 ◎ ○ 
文章表現法 2 ○ ◎ 
卒業研究 A 2 ○ ◎ 
卒業研究 B 2 ○ ○ 
情報論 2 ○ ○ 
情報伝達と表現 2 ○ ○ 
キャリアデザイン a 1 ○ ○ 
キャリアデザイン b 1 ○ ○ 
リテラシー演習 1 ○ ○ 
社会調査法 2 ◎ ○ 
異文化コミュニケーション 2 ○ ○ 
哲学入門 2 ○ ○ 
心理学 a 2 ○ ○ 
心理学 b 2 ○ ○ 
経済学入門 2 ○ ○ 
消費経済論 2 ○ ○ 
食料経済 2 ○ ○ 
経営学入門 2 ○ ○ 
家庭経営学概論 2 ○ ○ 
消費者情報論 2 ○ ○ 
社会福祉概論 2 ○ ○ 
プロシューマー実習 2 ○ ○ 
現代家政ゼミ A 1 ○ ○ 
現代家政ゼミ B 1 ○ ○ 
インターンシップ 2 ○ ○ 
情報倫理 2 

  

○ 
消費者調査法 1 ○ 
情報デザイン論 2 ○ 
生活デザイン演習 C 1 ○ 
生活デザイン演習 D 1 ○ 
CG デザイン演習 2 ○ 
ウェブデザイン演習 B 2 ○ 
マルチメディア演習 2 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェブデザイン実務士 

現代生活学部生活デザイン学科に在学する者で、一般財団法人全国大学実務教育協会が認定するウェブデザイン実務士の資格を取得

しようとする者は、協会の定める必修科目、選択必修科目、及び選択科目の単位を修得するよう履修計画を立てなければならない。 
 

〔ウェブデザイン実務士資格取得に必要な科目一覧〕 

科目群 

協会認定基準 本学の実施内容 

指定科目 授業形態 単位数 対応科目 授業形態 単位数 

必
修
科
目 

ウェブデザインⅠ 講義又は演習 2 ウェブデザイン 講義 2 

ウェブデザインⅡ 演習 2 ウェブデザイン演習 A 演習 2 

ウェブデザイン演習 演習 2 ウェブデザイン演習 B 演習 2 

単位数小計 6 単位数小計 6 

選
択
必
修
科
目 

マルチメディア演習 演習 2 マルチメディア演習 演習 2 

デザイン論 講義又は演習 2 情報デザイン論 講義 2 

単位数小計 4 単位数小計 4 

選
択
科
目 

協会の「情報処理士資格認定規定」の第 11条「領域 1」

に対応する科目 

〔情報実務に必要な知識・スキル・態度、それを活用す

る実務実践力とその学修力を身につける科目〕 

コンピュータ概論 講義 2 

コンピュータ演習 a 演習 1 

コンピュータ演習 b 演習 1 

情報倫理 講義 2 

CGデザイン演習 演習 2 

デジタルフォト論 講義 2 

単位数小計 10 単位数小計 10 

  単位数合計 20 単位数合計 20 

＊協会の定める必修科目３科目６単位、選択必修科目２科目４単位、選択科目５科目 10単位以上修得すること 

＊本学においては上記科目を全て修得すること 
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生活園芸士 

現代生活学部生活デザイン学科に在学する者で、一般財団法人全国大学実務教育協会が認定する生活園芸士の資格を取得しようと

する者は、協会の定める必修科目、及び選択科目の単位を修得するよう履修計画を立てなければならない。 
 

〔生活園芸士資格取得に必要な科目〕 

科目群 

協会認定基準 本学の実施内容 

指定科目 授業形態 単位数 対応科目 授業形態 単位数 

必
修
科
目 

園芸論 講義 2 園芸論 講義 2 

ガーデニング概論 講義 2 ガーデニング概論 講義 2 

ガーデニング実習Ⅰ 実習 2 ガーデニング実習Ⅰ 実習 2 

ガーデニング実習Ⅱ 実習 2 ガーデニング実習Ⅱ 実習 2 

単位数小計 8 単位数小計 8 

選
択
科
目 

エクステリア 演習 2 エクステリア演習 演習 2 

観賞植物素材論 講義 2 観賞植物素材論 講義 2 

園芸装飾実習 実習 2 園芸装飾実習 実習 2 

生活と環境 講義 2 生活と環境 講義 2 

室内園芸 講義 2 室内園芸 講義 2 

社会園芸 講義 2 社会園芸 講義 2 

単位数小計 12 単位数小計 12 

  単位数合計 20 単位数合計 20 

＊協会の定める必修科目 4 科目 8 単位、選択科目 6 科目 12 単位以上修得すること 
＊本学においては上記科目を全て修得すること 
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東京家政学院大学学位規程  
 
（趣旨）  
第 1 条  この規程は、学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 13 条に基づき、東京家政学院大学（以下

「本学」という。）が授与する学位について、東京家政学院大学学則第 43 条第 2 項及び東京家政学院大学

大学院学則第 13 条第 2 項に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  
（学位）  
第２条 本学において授与する学位は、学士及び修士とする。  
（学位授与の要件）  
第３条 本学の学部を卒業した者に、学士の学位を授与する。  
２ 本学大学院の修士課程を修了した者に、修士の学位を授与する。  
（学位論文の提出）  
第４条 学位論文は、本学大学院研究科が指定する期日までに研究科長に提出するものとする。  
２ 指定する論文は、主論文一編とする。ただし、参考として他の補助論文を添付することができる。  
３ 学位論文を審査するため必要があるときは、参考資料を提出させることができる。  
（学位論文の審査付託）  
第５条 研究科長は、学位論文を受理したときは、東京家政学院大学大学院人間生活学研究科代議員会 (以下

｢大学院代議員会｣という。 )にその論文の審査を付託する。  
（審査委員会）  
第６条 大学院代議員会は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行うため、審査委員会を設ける。  
２ 審査委員会は、主査として学位論文を提出した学生の主指導教員１名、副査として、当該関連授業科目

担当の教員２名以上をもって構成する。  
３ 大学院代議員会が学位論文の審査のため必要があると認めたときは、前項以外の者を副査として加える

ことができる。  
（学位論文の審査の協力）  
第７条 学位授与に係る学位論文の審査に当たっては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ること

ができる。  
（審査期間）  
第８条 審査委員会は、修士の学位については、その学年度末までに、それぞれの論文の審査及び最終試験

を終了しなければならない。  
（学位論文の審査及び最終試験）  
第９条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を行う。  
２ 最終試験は、学位論文の審査が終わった後に行うものとする。  
（審査委員会の報告）  
第 10 条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を終了したときは、学位論文審査及び最終試験の結

果の要旨に、学位授与の可否の意見を添え、研究科長に報告しなければならない。  
（研究科会議の審議）  
第 11 条 研究科会議は、前条の報告に基づいて審議し、課程修了の可否について議決する。  
２ 前項の議決は、研究科会議構成員（海外渡航中又は休職中の者は除く。）の３分の２以上が出席し、かつ、

３分の２以上の同意を得なければならない。  
（研究科長の報告）  
第 12 条 研究科長は、研究科会議が前条の議決をしたときは、学位論文の審査要旨及び最終試験の成績又

は学力の確認の結果を学長に報告しなければならない。  
（学部長の報告）  
第 13 条 学部長は、当該学部教授会の議に基づき、卒業認定及び学位の授与について、学長に報告しなけ

ればならない。  
（学位の授与）  
第 14 条 学長は、前条の規定による報告に基づいて卒業の認定をした者に対し、学士の学位の授与を決定

し、所定の学位記を授与する。  
２ 学長は、第 12 条に規定する報告に基づいて修士の学位の授与を決定し、所定の学位記を授与する。  
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東京家政学院大学学位規程  
 
（趣旨）  
第 1 条  この規程は、学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 13 条に基づき、東京家政学院大学（以下

「本学」という。）が授与する学位について、東京家政学院大学学則第 43 条第 2 項及び東京家政学院大学

大学院学則第 13 条第 2 項に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  
（学位）  
第２条 本学において授与する学位は、学士及び修士とする。  
（学位授与の要件）  
第３条 本学の学部を卒業した者に、学士の学位を授与する。  
２ 本学大学院の修士課程を修了した者に、修士の学位を授与する。  
（学位論文の提出）  
第４条 学位論文は、本学大学院研究科が指定する期日までに研究科長に提出するものとする。  
２ 指定する論文は、主論文一編とする。ただし、参考として他の補助論文を添付することができる。  
３ 学位論文を審査するため必要があるときは、参考資料を提出させることができる。  
（学位論文の審査付託）  
第５条 研究科長は、学位論文を受理したときは、東京家政学院大学大学院人間生活学研究科代議員会 (以下

｢大学院代議員会｣という。 )にその論文の審査を付託する。  
（審査委員会）  
第６条 大学院代議員会は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行うため、審査委員会を設ける。  
２ 審査委員会は、主査として学位論文を提出した学生の主指導教員１名、副査として、当該関連授業科目

担当の教員２名以上をもって構成する。  
３ 大学院代議員会が学位論文の審査のため必要があると認めたときは、前項以外の者を副査として加える

ことができる。  
（学位論文の審査の協力）  
第７条 学位授与に係る学位論文の審査に当たっては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ること

ができる。  
（審査期間）  
第８条 審査委員会は、修士の学位については、その学年度末までに、それぞれの論文の審査及び最終試験

を終了しなければならない。  
（学位論文の審査及び最終試験）  
第９条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を行う。  
２ 最終試験は、学位論文の審査が終わった後に行うものとする。  
（審査委員会の報告）  
第 10 条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を終了したときは、学位論文審査及び最終試験の結

果の要旨に、学位授与の可否の意見を添え、研究科長に報告しなければならない。  
（研究科会議の審議）  
第 11 条 研究科会議は、前条の報告に基づいて審議し、課程修了の可否について議決する。  
２ 前項の議決は、研究科会議構成員（海外渡航中又は休職中の者は除く。）の３分の２以上が出席し、かつ、

３分の２以上の同意を得なければならない。  
（研究科長の報告）  
第 12 条 研究科長は、研究科会議が前条の議決をしたときは、学位論文の審査要旨及び最終試験の成績又

は学力の確認の結果を学長に報告しなければならない。  
（学部長の報告）  
第 13 条 学部長は、当該学部教授会の議に基づき、卒業認定及び学位の授与について、学長に報告しなけ

ればならない。  
（学位の授与）  
第 14 条 学長は、前条の規定による報告に基づいて卒業の認定をした者に対し、学士の学位の授与を決定

し、所定の学位記を授与する。  
２ 学長は、第 12 条に規定する報告に基づいて修士の学位の授与を決定し、所定の学位記を授与する。  
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（学位の専攻分野の名称）  
第 15 条 学位を授与するに当たっては、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。  
 Ⅰ 学部  

学 部 学   科 学位（専攻分野の名称） 

現代生活学部 

現代家政学科 学士（家政学） 

生活デザイン学科 学士（家政学） 

食物学科 学士（家政学） 

児童学科 学士（児童学） 

人間栄養学部 人間栄養学科 学士（栄養学） 

 Ⅱ 大学院  
研究科  専  攻  学位（専攻分野の名称）  

人間生活学研究科  生活文化専攻  修士（人間生活学）  
（学位の名称の使用）  
第 16 条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「東京家政学院大学」と付記するものとする。  
（学位授与の取消）  
第 17 条 修士の学位を授与された者が、その名誉を汚す行為があったとき、又は不正の方法により学位の

授与を受けた事実が判明したときは、学長は、研究科会議の議を経て、学位の授与を取消し、学位記を返

還させ、かつ、その旨を公表するものとする。  
２ 前項の議決については、第 11 条第２項を適用する。  
（学位記の様式）  
第 18 条 学位記の様式は、別表のとおりとする。  
（雑則）  
第 19 条 この規程に定めるもののほか、学位に関し必要な事項は、当該教授会又は研究科会議において審

議し、学長が決定する。  
 
   附 則  
 この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 25 年 7 月 23 日から施行する。ただし、第 15 条の規定は、平成 22 年度入学者から適用  
する。  
   附 則  
 この東京家政学院大学学位規則は、東京家政学院大学学位規程に改正し、平成 27 年 4 月 1 日から施行す

る。  
   附 則  
 この規程は、平成 28 年 1 月 21 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。  
   附 則  
 この規程は、平成 28 年 10 月 20 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。  
   附 則  
1 この学則は、平成 30 年 4 月１日から施行する。  

2 平成 30 年 3 月 31 日に本学に在学するものについては、なお従前の例による。  
3 改正後の第 15 条に掲げる表の第 3 年次編入学者については、同条の規定にかかわらず、平成 32 年 4 月

1 日から適用する。  
 
別表（第 18 条関係）  
様式第1号（修士課程修了者）            様式第2号（学部卒業者）  
 
 
修  第 号  
 
 
 

学 位 記  
 

 
本  籍（都道府県名）        
氏  名               

年  月  日生  
 
 本学大学院   研究科    専攻の修士課程に

おいて所定の単位を修得し学位論文の審査及び最終試

験に合格したので修士（    ）の学位を授与する  
 

年  月  日  
東京家政学院大学大学院人間生活学研究科長  氏 名 印  
東 京 家 政 学 院 大 学 長  氏 名 印  
 

 現家  第 号  
現生  第 号  
現食  第 号  
現児  第 号  
人人  第 号  
 

学 位 記  
 

 
本  籍（都道府県名）        
氏  名               

年  月  日生  
 
 本学    学部    学科所定の課程を修め本学

を卒業したので学士（      ）の学位を授与する  

 
 

年  月  日  
東 京 家 政 学 院 大 学  学 部 長  氏 名 印  
東 京 家 政 学 院 大 学 長  氏 名 印  
 

 

大学印  大学印  
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（学位の専攻分野の名称）  
第 15 条 学位を授与するに当たっては、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。  
 Ⅰ 学部  

学 部 学   科 学位（専攻分野の名称） 

現代生活学部 

現代家政学科 学士（家政学） 

生活デザイン学科 学士（家政学） 

食物学科 学士（家政学） 

児童学科 学士（児童学） 

人間栄養学部 人間栄養学科 学士（栄養学） 

 Ⅱ 大学院  
研究科  専  攻  学位（専攻分野の名称）  

人間生活学研究科  生活文化専攻  修士（人間生活学）  
（学位の名称の使用）  
第 16 条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「東京家政学院大学」と付記するものとする。  
（学位授与の取消）  
第 17 条 修士の学位を授与された者が、その名誉を汚す行為があったとき、又は不正の方法により学位の

授与を受けた事実が判明したときは、学長は、研究科会議の議を経て、学位の授与を取消し、学位記を返

還させ、かつ、その旨を公表するものとする。  
２ 前項の議決については、第 11 条第２項を適用する。  
（学位記の様式）  
第 18 条 学位記の様式は、別表のとおりとする。  
（雑則）  
第 19 条 この規程に定めるもののほか、学位に関し必要な事項は、当該教授会又は研究科会議において審

議し、学長が決定する。  
 
   附 則  
 この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この規則は、平成 25 年 7 月 23 日から施行する。ただし、第 15 条の規定は、平成 22 年度入学者から適用  
する。  
   附 則  
 この東京家政学院大学学位規則は、東京家政学院大学学位規程に改正し、平成 27 年 4 月 1 日から施行す

る。  
   附 則  
 この規程は、平成 28 年 1 月 21 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。  
   附 則  
 この規程は、平成 28 年 10 月 20 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。  
   附 則  
1 この学則は、平成 30 年 4 月１日から施行する。  

2 平成 30 年 3 月 31 日に本学に在学するものについては、なお従前の例による。  
3 改正後の第 15 条に掲げる表の第 3 年次編入学者については、同条の規定にかかわらず、平成 32 年 4 月

1 日から適用する。  
 
別表（第 18 条関係）  
様式第1号（修士課程修了者）            様式第2号（学部卒業者）  
 
 
修  第 号  
 
 
 

学 位 記  
 

 
本  籍（都道府県名）        
氏  名               

年  月  日生  
 
 本学大学院   研究科    専攻の修士課程に

おいて所定の単位を修得し学位論文の審査及び最終試

験に合格したので修士（    ）の学位を授与する  
 

年  月  日  
東京家政学院大学大学院人間生活学研究科長  氏 名 印  
東 京 家 政 学 院 大 学 長  氏 名 印  
 

 現家  第 号  
現生  第 号  
現食  第 号  
現児  第 号  
人人  第 号  
 

学 位 記  
 

 
本  籍（都道府県名）        
氏  名               

年  月  日生  
 
 本学    学部    学科所定の課程を修め本学

を卒業したので学士（      ）の学位を授与する  

 
 

年  月  日  
東 京 家 政 学 院 大 学  学 部 長  氏 名 印  
東 京 家 政 学 院 大 学 長  氏 名 印  
 

 

大学印  大学印  
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東京家政学院大学科目等履修生規程  
 
（趣旨）  
第１条 東京家政学院大学学則（以下「学則」という。）第 52 条第２項に規定する科目等履修生については、

この規程の定めるところによる。  
（入学の時期）  
第２条 科目等履修生の入学時期は、学年又は学期の始めとする。  
（入学資格）  
第３条 科目等履修生の入学資格は、学則第 19 条に規定する大学入学資格を有する者とする。  
（科目等履修の範囲）  
第４条 科目等履修生として履修できる授業科目は、学部学務部会で審議し、担当教員の同意を得たものと

する。  
（入学の出願）  
第５条 科目等履修生として入学を志願する者は、次の書類に所定の検定料を添えて、指定の期間内に、こ

れを提出しなければならない。  
 (1) 入学願書（本学所定の様式）               １通  
 (2) 履歴書（本学所定の様式）                １通  
 (3) 最終学校の卒業又は修了証明書及び成績証明書      各１通  
 (4) 在職中の者は、その所属長の承諾書            １通  
 (5) 日本以外の国籍を有する者は、上記各号の他に登録済証明書、  

日本留学試験成績通知書及び在留資格認定証明書（写）   各１通  
（入学の選考）  
第６条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。  
（入学手続及び入学許可）  
第７条 前条の選考結果に基づき合格通知を受けた者は、次の書類に所定の入学金を添えて、所定の期日ま

でに入学手続をしなければならない。  
 (1) 誓約書（本学所定の様式）                １通  
 (2) 調査書（本学所定の様式）                １通  
 (3) 学籍カード（本学所定の様式）              １通  
２ 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。  
（在学期間）  
第８条 在学期間は、当該学期又は学年の終りまでとする。ただし、引き続き在学を希望する者については、

願い出により在学期間の延長を許可することができる。  
（履修単位数）  
第９条 科目等履修生として履修できる科目の総単位数は 30 単位以内とする。  
（科目等履修生の修了）  
第 10 条 科目等履修生修了者には、願い出により科目等履修生修了証明書を交付する。  
（単位認定）  
第 11 条 履修した科目のうち、単位の修得を必要とする場合は、願い出て試験を受けることができる。  
２ 前項の試験に合格した者には、所定の単位を与える。  
３ 前項により認定された単位については、願い出により単位修得証明書を交付する。  
（退学）  
第 12 条 在学期間の途中で退学する者は、学長の許可を受けなければならない。  
（授業料等の額）  
第 13 条 科目等履修生の検定料、入学金及び授業料は、次のとおりとする。ただし、実験・実習・実技科

目を履修する場合は、経費を別途徴収することがある。  
 (1) 検定料   10,000 円  
  (2) 入学金   15,000 円  
 (3) 授業料   15,000 円（１単位毎に）  
２ 前項の授業料は、指定した期日までに納めなければならない。  

３ 既納の検定料、入学金及び授業料は、返戻しない。  
（他の規則の準用）  
第 14 条 科目等履修生については、この規程及び別に定めるもののほか、東京家政学院大学学則及び学生

通則等を準用する。  
 
   附  則 

１ この規則は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。  
２ 東京家政学院大学聴講生規則（昭和 62 年 7 月 9 日施行）は、廃止する。  
     附  則 

 この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則 

 この規則は、平成 13 年 7 月 5 日から施行し、平成 13 年 4 月 1 日から適用する。  
   附 則 

 この規則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則 

 この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則 

 この東京家政学院大学科目等履修生規則は、東京家政学院大学科目等履修生規程に改正し、平成 27 年 4
月 1 日から施行する。  
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東京家政学院大学科目等履修生規程  
 
（趣旨）  
第１条 東京家政学院大学学則（以下「学則」という。）第 52 条第２項に規定する科目等履修生については、

この規程の定めるところによる。  
（入学の時期）  
第２条 科目等履修生の入学時期は、学年又は学期の始めとする。  
（入学資格）  
第３条 科目等履修生の入学資格は、学則第 19 条に規定する大学入学資格を有する者とする。  
（科目等履修の範囲）  
第４条 科目等履修生として履修できる授業科目は、学部学務部会で審議し、担当教員の同意を得たものと

する。  
（入学の出願）  
第５条 科目等履修生として入学を志願する者は、次の書類に所定の検定料を添えて、指定の期間内に、こ

れを提出しなければならない。  
 (1) 入学願書（本学所定の様式）               １通  
 (2) 履歴書（本学所定の様式）                １通  
 (3) 最終学校の卒業又は修了証明書及び成績証明書      各１通  
 (4) 在職中の者は、その所属長の承諾書            １通  
 (5) 日本以外の国籍を有する者は、上記各号の他に登録済証明書、  

日本留学試験成績通知書及び在留資格認定証明書（写）   各１通  
（入学の選考）  
第６条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。  
（入学手続及び入学許可）  
第７条 前条の選考結果に基づき合格通知を受けた者は、次の書類に所定の入学金を添えて、所定の期日ま

でに入学手続をしなければならない。  
 (1) 誓約書（本学所定の様式）                １通  
 (2) 調査書（本学所定の様式）                １通  
 (3) 学籍カード（本学所定の様式）              １通  
２ 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。  
（在学期間）  
第８条 在学期間は、当該学期又は学年の終りまでとする。ただし、引き続き在学を希望する者については、

願い出により在学期間の延長を許可することができる。  
（履修単位数）  
第９条 科目等履修生として履修できる科目の総単位数は 30 単位以内とする。  
（科目等履修生の修了）  
第 10 条 科目等履修生修了者には、願い出により科目等履修生修了証明書を交付する。  
（単位認定）  
第 11 条 履修した科目のうち、単位の修得を必要とする場合は、願い出て試験を受けることができる。  
２ 前項の試験に合格した者には、所定の単位を与える。  
３ 前項により認定された単位については、願い出により単位修得証明書を交付する。  
（退学）  
第 12 条 在学期間の途中で退学する者は、学長の許可を受けなければならない。  
（授業料等の額）  
第 13 条 科目等履修生の検定料、入学金及び授業料は、次のとおりとする。ただし、実験・実習・実技科

目を履修する場合は、経費を別途徴収することがある。  
 (1) 検定料   10,000 円  
  (2) 入学金   15,000 円  
 (3) 授業料   15,000 円（１単位毎に）  
２ 前項の授業料は、指定した期日までに納めなければならない。  

３ 既納の検定料、入学金及び授業料は、返戻しない。  
（他の規則の準用）  
第 14 条 科目等履修生については、この規程及び別に定めるもののほか、東京家政学院大学学則及び学生

通則等を準用する。  
 
   附  則 

１ この規則は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。  
２ 東京家政学院大学聴講生規則（昭和 62 年 7 月 9 日施行）は、廃止する。  
     附  則 

 この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則 

 この規則は、平成 13 年 7 月 5 日から施行し、平成 13 年 4 月 1 日から適用する。  
   附 則 

 この規則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則 

 この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則 

 この東京家政学院大学科目等履修生規則は、東京家政学院大学科目等履修生規程に改正し、平成 27 年 4
月 1 日から施行する。  
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東京家政学院大学研究生規程  
 
（趣旨）  
第１条 東京家政学院大学学則（以下「学則」という。）第 51 条第２項に規定する研究生については、この

規程の定めるところによる。  
（入学の時期）  
第２条 研究生の入学時期は、学年又は学期の始めとする。  
（入学資格）  
第３条 研究生の入学資格は、学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とす

る。  
（入学の出願）  
第４条 研究生として入学を志願する者は、あらかじめ研究課題を定め、研究指導を受ようとする教員の承

諾を得て、次の書類に所定の検定料を添えて、所定の期日までに学長に願い出なければならない。  
 (1) 入学願書（本学所定の様式）                 １通  
 (2) 履歴書（本学所定の様式）                 １通  
 (3) 最終学校の卒業又は修了証明書及び成績証明書       各１通  
 (4) 在職中の者は、その所属長の承諾書及び本人の確約書    各１通  
 (5) 日本以外の国籍を有する者は、上記各号の他に登録済証明書、  

日本留学試験成績通知書及び在留資格認定証明書（写）    各１通  
（入学の選考）  
第５条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。  
（入学手続及び入学許可）  
第６条 前条の選考結果に基づき合格通知を受けた者は、次の書類に所定の入学金を添え所定の期日までに

入学手続をしなければならない。  
 (1) 誓約書（本学所定の様式）                 １通  
 (2) 調査書（本学所定の様式）                 １通  
 (3) 学籍カード（本学所定の様式）               １通  
２ 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。  
（指導教員）  
第７条 研究生の指導教員は、学科会議の議を経て学長が決定する。  
２ 研究生は、指導教員の指導を受けて、研究に従事するものとする。  
（研究期間）  
第８条 研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、通算２年を

限度として許可を得て研究期間の延長を願い出ることができる。  
（講義への出席）  
第９条 研究生は、指導教員が必要と認め、かつ、当該学科科目担当教員の承認がある場合に限り、４科目

を限度として、講義に出席することができる。  
２ 研究生として聴講した授業科目の単位認定及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）

第 20 条による単位の認定は、行わない。  
（修了）  
第 10 条 研究生は、その研究期間を終えたときは、研究概要を記載した研究報告書を指導教員を経て学長

に提出しなければならない。  
２ 学長は、修了者に対し、希望により修了証明書を交付することができる。  
（退学）  
第 11 条 研究期間の途中で退学しようとする者は、指導教員の承認を得て、学長の許可を受けなければな

らない。  
（検定料等の額）  
第 12 条 研究生の検定料、入学金及び授業料は、次のとおりとする。  
 (1) 検定料   15,000 円  
  (2) 入学金   50,000 円  
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東京家政学院大学研究生規程  
 
（趣旨）  
第１条 東京家政学院大学学則（以下「学則」という。）第 51 条第２項に規定する研究生については、この

規程の定めるところによる。  
（入学の時期）  
第２条 研究生の入学時期は、学年又は学期の始めとする。  
（入学資格）  
第３条 研究生の入学資格は、学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とす

る。  
（入学の出願）  
第４条 研究生として入学を志願する者は、あらかじめ研究課題を定め、研究指導を受ようとする教員の承

諾を得て、次の書類に所定の検定料を添えて、所定の期日までに学長に願い出なければならない。  
 (1) 入学願書（本学所定の様式）                 １通  
 (2) 履歴書（本学所定の様式）                 １通  
 (3) 最終学校の卒業又は修了証明書及び成績証明書       各１通  
 (4) 在職中の者は、その所属長の承諾書及び本人の確約書    各１通  
 (5) 日本以外の国籍を有する者は、上記各号の他に登録済証明書、  

日本留学試験成績通知書及び在留資格認定証明書（写）    各１通  
（入学の選考）  
第５条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。  
（入学手続及び入学許可）  
第６条 前条の選考結果に基づき合格通知を受けた者は、次の書類に所定の入学金を添え所定の期日までに

入学手続をしなければならない。  
 (1) 誓約書（本学所定の様式）                 １通  
 (2) 調査書（本学所定の様式）                 １通  
 (3) 学籍カード（本学所定の様式）               １通  
２ 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。  
（指導教員）  
第７条 研究生の指導教員は、学科会議の議を経て学長が決定する。  
２ 研究生は、指導教員の指導を受けて、研究に従事するものとする。  
（研究期間）  
第８条 研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、通算２年を

限度として許可を得て研究期間の延長を願い出ることができる。  
（講義への出席）  
第９条 研究生は、指導教員が必要と認め、かつ、当該学科科目担当教員の承認がある場合に限り、４科目

を限度として、講義に出席することができる。  
２ 研究生として聴講した授業科目の単位認定及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）

第 20 条による単位の認定は、行わない。  
（修了）  
第 10 条 研究生は、その研究期間を終えたときは、研究概要を記載した研究報告書を指導教員を経て学長

に提出しなければならない。  
２ 学長は、修了者に対し、希望により修了証明書を交付することができる。  
（退学）  
第 11 条 研究期間の途中で退学しようとする者は、指導教員の承認を得て、学長の許可を受けなければな

らない。  
（検定料等の額）  
第 12 条 研究生の検定料、入学金及び授業料は、次のとおりとする。  
 (1) 検定料   15,000 円  
  (2) 入学金   50,000 円  

 (3) 授業料   300,000 円  
２ 前項の授業料は、年２期に分けそれぞれ指定した期日までに納めなければならない。  
３ 既納の検定料、入学金及び授業料は、返戻しない。  
（他の規則の準用）  
第 13 条 研究生については、この規程及び別に定めるもののほか、東京家政学院大学学則及び学生通則等

を準用する。  
   

 附  則 

１ この規則は、昭和 62 年 2 月 27 日から施行する。  
２ 東京家政学院大学研究員規則（昭和 56 年４月 20 日施行）は、廃止する。  
   附  則 

 この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
   附  則 

 この規則は、平成 13 年 7 月 5 日から施行し、平成 13 年 4 月 1 日から適用する。  
   附  則 

 この規則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。  
   附  則 

 この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この東京家政学院大学研究生規則は、東京家政学院大学研究生規程に改正し、平成 27 年 4 月 1 日から施

行する。 
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東京家政学院大学再入学取扱い内規 

 
  東京家政学院大学学則第 23 条第２項の規定に基づき、東京家政学院大学（以下｢本学｣という｡)を中途退学

した者又は除籍された者が再入学を願い出たときは、次のように取扱う。  
 
１ 再入学の時期は、学年又は学期の始めとする。  
２ 再入学願出の資格は、本学を退学した者又は除籍（学則第 36 条第１号の場合に限る。以下同じ｡)された

者で、再入学の理由が正当である者とする。  
３ 再入学の出願をする者は、次の書類に所定の検定料を添えて、指定の期間内に提出しなければならない。  
 (1) 再入学願書（本学所定の様式）              １通  
 (2) 履歴書（本学所定の様式）                １通  
 (3) 再入学理由書                      １通  
４ 出願者に対して提出書類及び面接による選考を行う。  
５ 選考の結果に基づき合格通知を受けた者は、次の書類に所定の納入金を添えて、所定の期日までに入学

手続をしなければならない。  
 (1) 誓約書（本学所定の様式）                １通  
 (2) 調査書（本学所定の様式）                １通  
 (3) 学籍カード（本学所定の様式）              １通  
６ 入学手続を完了した者は、学長が相当年次に入学を許可する。  
７ 再入学者の在学年数は、退学又は除籍前の在学年数と再入学後の在学年数とを通算する。ただし、再入

学後の在学年数が１年に満たない場合は、１年とする。  
８ 本学を退学又は除籍前に本学で修得した授業科目及び単位数の全部又は一部を教授会の議を経て認定

することができる。  
９ 検定料、入学金、授業料・施設設備資金及び実習料は、次のとおりとする。  
 (1) 検定料 30,000 円  
 (2) 入学金は、当該年度に入学する者に係る額の２分の１とする。  
 (3) 授業料は、再入学した該当年次の在学者に係る額と同額とする。  
 (4) 施設設備資金は、当該年次の在学者に係る額と同額とする。  
 (5) 実習料は、実習料を徴収する学科・専攻に再入学した者に限り、当該年次の在学者に係る額と同額と

する。  
 
   附  則 

 この内規は、平成 6 年 9 月 21 日から施行する。  
   附  則 

１ この内規は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
２ 平成 7 年 3 月 31 日以前に入学した者で、平成 10 年 3 月 31 日までに除籍された者については、改正後

の内規にかかわらず、なお従前の例による。  
   附  則 

１ この内規は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。  
２ 平成 9 年 3 月 31 日以前に入学した者については、改正後の内規にかかわらず、なお従前の例による。  
     附  則 

 この内規は、平成 12 年 4 月 1 日から施行し、平成 11 年 4 月 1 日から適用する。  
     附  則 

 この内規は、平成 13 年 7 月 5 日から施行し、平成 13 年 4 月 1 日から適用する。  
     附  則 

 この内規は、平成 16 年 4 月 15 日から施行し、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。  
     附  則 

 この内規は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  

東京家政学院大学転学部・転学科に関する取扱い内規 

 
 東京家政学院大学の学生で、他の学部への転学部・転学科及び当該学部の他の学科への転学科を志望する

者がある場合は、志望する学部・学科に欠員のある場合に限り、この内規により取り扱うものとする。  
 
第１条 転学部・転学科の時期は学年の始めとする。  
第２条 転学部・転学科を志望する者は指定された期日までに、次の書類に所定の検定料を添えて提出しな

ければならない。  
 (１ ) 転学部・転学科願（本学所定の様式）    １通  
 (２ ) 志望理由書（本学所定の様式）   １通  
第３条 出願者に対して、別に定めるところにより選考を行う。  
第４条 前条の結果に基づき、教授会の議を経て学長が許可する。  
第５条 前条により転学部・転学科を許可された者の既に修得した授業科目及び単位の全部又は一部を教授

会の議を経て卒業に必要な単位として認定する。  
第６条 転学部・転学科前の在学年数及び休学年数は、転学部・転学科後の期間と通算する。  
第７条 検定料、授業料、施設設備資金及び実習料の額は、次のとおりとする。  
 (１ ) 検定料     10,000 円  
 (２ ) 授業料     当該年次の在学者に係る額と同額  
 (３ ) 施設設備資金  当該年次の在学者に係る額と同額  
 (４ ) 実習料     当該年次の在学者に係る額と同額  
 
   附 則  
１ この内規は、平成 7 年 11 月 16 日から施行する。  
２ 東京家政学院大学家政学部家政学科転専攻に関する取扱い内規（昭和 60 年 2 月 14 日施行）は、廃止す

る。  
   附 則  
 この内規は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この内規は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この内規は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この内規は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
１ この内規は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 22 年 3 月 31 日に在籍する者については、

なお、従前の例による。  
２ 東京家政学院大学転学部・転学科・転専攻に関する取扱い内規（平成 17 年 4 月 1 日施行）は、家政学

部及び人文学部に在籍する者がいなくなったときに廃止する。  
附 則  

1 この東京家政学院大学転学科に関する取扱い内規は、東京家政学院大学転学部・転学科に関する取扱い

内規に改正する  
2 この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 29 年度以前に入学した者については、な

お従前の例による。  
3 改正後の内規は、施行日以後に第 1 年次に入学する者から適用する。ただし、平成 30 年度から平成 31

年度の編入学者については、なお従前の例による。  
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東京家政学院大学再入学取扱い内規 

 
  東京家政学院大学学則第 23 条第２項の規定に基づき、東京家政学院大学（以下｢本学｣という｡)を中途退学

した者又は除籍された者が再入学を願い出たときは、次のように取扱う。  
 
１ 再入学の時期は、学年又は学期の始めとする。  
２ 再入学願出の資格は、本学を退学した者又は除籍（学則第 36 条第１号の場合に限る。以下同じ｡)された

者で、再入学の理由が正当である者とする。  
３ 再入学の出願をする者は、次の書類に所定の検定料を添えて、指定の期間内に提出しなければならない。  
 (1) 再入学願書（本学所定の様式）              １通  
 (2) 履歴書（本学所定の様式）                １通  
 (3) 再入学理由書                      １通  
４ 出願者に対して提出書類及び面接による選考を行う。  
５ 選考の結果に基づき合格通知を受けた者は、次の書類に所定の納入金を添えて、所定の期日までに入学

手続をしなければならない。  
 (1) 誓約書（本学所定の様式）                １通  
 (2) 調査書（本学所定の様式）                １通  
 (3) 学籍カード（本学所定の様式）              １通  
６ 入学手続を完了した者は、学長が相当年次に入学を許可する。  
７ 再入学者の在学年数は、退学又は除籍前の在学年数と再入学後の在学年数とを通算する。ただし、再入

学後の在学年数が１年に満たない場合は、１年とする。  
８ 本学を退学又は除籍前に本学で修得した授業科目及び単位数の全部又は一部を教授会の議を経て認定

することができる。  
９ 検定料、入学金、授業料・施設設備資金及び実習料は、次のとおりとする。  
 (1) 検定料 30,000 円  
 (2) 入学金は、当該年度に入学する者に係る額の２分の１とする。  
 (3) 授業料は、再入学した該当年次の在学者に係る額と同額とする。  
 (4) 施設設備資金は、当該年次の在学者に係る額と同額とする。  
 (5) 実習料は、実習料を徴収する学科・専攻に再入学した者に限り、当該年次の在学者に係る額と同額と

する。  
 
   附  則 

 この内規は、平成 6 年 9 月 21 日から施行する。  
   附  則 

１ この内規は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
２ 平成 7 年 3 月 31 日以前に入学した者で、平成 10 年 3 月 31 日までに除籍された者については、改正後

の内規にかかわらず、なお従前の例による。  
   附  則 

１ この内規は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。  
２ 平成 9 年 3 月 31 日以前に入学した者については、改正後の内規にかかわらず、なお従前の例による。  
     附  則 

 この内規は、平成 12 年 4 月 1 日から施行し、平成 11 年 4 月 1 日から適用する。  
     附  則 

 この内規は、平成 13 年 7 月 5 日から施行し、平成 13 年 4 月 1 日から適用する。  
     附  則 

 この内規は、平成 16 年 4 月 15 日から施行し、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。  
     附  則 

 この内規は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  

東京家政学院大学転学部・転学科に関する取扱い内規 

 
 東京家政学院大学の学生で、他の学部への転学部・転学科及び当該学部の他の学科への転学科を志望する

者がある場合は、志望する学部・学科に欠員のある場合に限り、この内規により取り扱うものとする。  
 
第１条 転学部・転学科の時期は学年の始めとする。  
第２条 転学部・転学科を志望する者は指定された期日までに、次の書類に所定の検定料を添えて提出しな

ければならない。  
 (１ ) 転学部・転学科願（本学所定の様式）    １通  
 (２ ) 志望理由書（本学所定の様式）   １通  
第３条 出願者に対して、別に定めるところにより選考を行う。  
第４条 前条の結果に基づき、教授会の議を経て学長が許可する。  
第５条 前条により転学部・転学科を許可された者の既に修得した授業科目及び単位の全部又は一部を教授

会の議を経て卒業に必要な単位として認定する。  
第６条 転学部・転学科前の在学年数及び休学年数は、転学部・転学科後の期間と通算する。  
第７条 検定料、授業料、施設設備資金及び実習料の額は、次のとおりとする。  
 (１ ) 検定料     10,000 円  
 (２ ) 授業料     当該年次の在学者に係る額と同額  
 (３ ) 施設設備資金  当該年次の在学者に係る額と同額  
 (４ ) 実習料     当該年次の在学者に係る額と同額  
 
   附 則  
１ この内規は、平成 7 年 11 月 16 日から施行する。  
２ 東京家政学院大学家政学部家政学科転専攻に関する取扱い内規（昭和 60 年 2 月 14 日施行）は、廃止す

る。  
   附 則  
 この内規は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この内規は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この内規は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
 この内規は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則  
１ この内規は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 22 年 3 月 31 日に在籍する者については、

なお、従前の例による。  
２ 東京家政学院大学転学部・転学科・転専攻に関する取扱い内規（平成 17 年 4 月 1 日施行）は、家政学

部及び人文学部に在籍する者がいなくなったときに廃止する。  
附 則  

1 この東京家政学院大学転学科に関する取扱い内規は、東京家政学院大学転学部・転学科に関する取扱い

内規に改正する  
2 この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 29 年度以前に入学した者については、な

お従前の例による。  
3 改正後の内規は、施行日以後に第 1 年次に入学する者から適用する。ただし、平成 30 年度から平成 31

年度の編入学者については、なお従前の例による。  
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東京家政学院大学入学前の既修得単位の認定に関する内規  
 
（趣旨）  
第１条 東京家政学院大学学則（以下「学則」という。）第 40 条に規定する単位認定に関しては、この内規

の定めるところによる。  
（出願資格）  
第２条 既修得単位の認定を願い出ることのできる者は、大学若しくは短期大学等を卒業又は中途退学し、

本学に入学した者とする。  
（出願時期）  
第３条 既修得単位の認定の出願時期は、入学時とする。  
（出願手続）  
第４条 既修得単位の認定を願い出る者は、次の書類を所定の期日までに大学事務局へ提出しなければなら

ない。  
 (1) 単位認定願書  
 (2) 既修得単位の成績証明書及び修得科目の授業概要が記載された学生便覧等  
（単位の認定）  
第５条 単位の認定は、学務部会において審議し、教育上有益と認められた場合は、教授会の議を経て認定

するものとする。  
（認定単位数）  
第６条 単位の認定は、学則第 38 条及び第 39 条に規定する本学において修得したものとみなす単位数と合

わせて 60 単位を超えないものとする。  
（認定単位の評価）  
第７条 認定した単位の評価は、「認定」として表示するものとする。  
 
   附  則 

 この内規は、平成 7 年 5 月 18 日から施行し、平成 7 年 4 月 1 日から適用する。  
   附  則 

 この内規は、平成 16 年 4 月 15 日から施行し、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。  
   附  則 

 この内規は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  
附  則 

 この内規は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。  
附  則 

 この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。  
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第５条 単位の認定は、学務部会において審議し、教育上有益と認められた場合は、教授会の議を経て認定

するものとする。  
（認定単位数）  
第６条 単位の認定は、学則第 38 条及び第 39 条に規定する本学において修得したものとみなす単位数と合
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（認定単位の評価）  
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   附  則 

 この内規は、平成 7 年 5 月 18 日から施行し、平成 7 年 4 月 1 日から適用する。  
   附  則 

 この内規は、平成 16 年 4 月 15 日から施行し、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。  
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東京家政学院大学学生交流規程  
 
（趣旨）  
第１条 本学の学生で、東京家政学院大学学則（以下「学則」という。）第 35 条及び第 38 条の規定により、

他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。以下「他大学等」という。）の授業科目を履修し

ようとする者（以下「派遣学生」という。）及び他大学等の学生で学則第 53 条の規定により本学の授業科

目を履修しようとする者（以下「特別聴講学生」という。）の取扱いについては、この規程の定めるところ

による。  
（他大学等との協議）  
第２条 学則第 38 条及び第 53 条の規定による本学と他大学等との協議は、次に掲げる事項について教授会

の議を経て学長が行うものとする。  
  (1) 履修する授業科目の範囲  
 (2) 学生数  
 (3) 単位の認定方法  
 (4) 履修期間  
 (5) その他必要な事項  
２ 派遣学生の派遣及び特別聴講学生の受入れの許可は、前項の協議の結果に基づき行うものとする。  
（派遣学生の出願手続）  
第３条 派遣学生として他大学等の授業科目を履修しようとする者は、所定の期日までに学部長に願い出な

ければならない。  
２ 前項の規定により出願できる者は、第３年次以上（ただし外国の大学又は短期大学の場合は第２年次以

上）に在学する学生とする。  
（派遣の許可）  
第４条 前条の願い出があったときは、学部長は教授会の議を経て他大学等に依頼し、その承認を得てこれ

を許可する。  
（外国の大学等における履修期間）  
第５条 外国の大学又は短期大学（以下「外国の大学等」という。）で履修する派遣学生の履修期間は、１年

以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められたときは、更に１年以内に限りその延長を許可

することができる。  
（派遣学生の在学期間の取扱い）  
第６条 派遣学生としての履修期間は、本学の在学年数に算入する。  
（派遣学生の履修報告書等の提出）  
第７条 派遣学生は、履修が終了したときは直ちに（外国の大学等で履修した派遣学生にあっては帰国の日

から１月以内に）学部長に履修報告書及び当該他大学等の長の交付する学業成績証明書を提出しなければ

ならない。  
（派遣学生の単位の認定）  
第８条 派遣学生が他大学等において修得した単位は、学業成績証明書により教授会の議に基づき 60 単位

を超えない範囲で本学において修得したものとみなす。  
（派遣学生の授業料）  
第９条 派遣学生の本学の学生としての授業料の取扱いについては、別に定める。  
（派遣許可の取消し）  
第 10 条 学長は、派遣学生が次の各号の一に該当する場合は、教授会の議を経て、当該他大学等の長と協

議の上、履修の許可を取消す。  
 (1) 履修の見込みがないと認められるとき。  
 (2) 派遣学生として当該他大学等の規則に違反し、又はその本分に反する行為があったとき。  
 (3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。  
（特別聴講学生の受入れ許可）  
第 11 条 特別聴講学生の受入れの許可は、他大学等からの依頼に基づき教授会の議を経て学長が行う。  
（特別聴講学生の学業成績証明書）  
第 12 条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは、学部長は学業成績証明書を交付する。  
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（特別聴講学生の検定料等）  
第 13 条 特別聴講学生に係る検定料、入学金及び授業料の取扱いについては当該他大学等との協議により

定める。  
（他の規程の準用）  
第 14 条 特別聴講学生については、この規程に定めるもののほか、学則及び学内諸規則を準用する。  
 
   附  則 

 この規則は、平成 3 年 6 月 20 日から施行する。  
   附  則 

 この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
   附  則 

 この規則は、平成 16 年 4 月 15 日から施行し、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。  
附  則 

 この規則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行し、平成 25 年度入学者から適用する。  
附 則  

 この東京家政学院大学学生交流規則は、東京家政学院大学学生交流規程に改正し、平成 27 年 4 月 1 日か

ら施行する。  
 

              東京家政学院大学学生懲戒手続規程 
 

（目的） 

第1条  この規程は、東京家政学院大学学則（以下「大学学則」という。）第57条及び東京家政学院大学大

学院学則（以下「大学院学則」という。）第19条に規定する学生の懲戒に関し必要な事項を定め、その適

正な実施を図ることを目的とする。 

（懲戒機関） 

第2条  学生の懲戒処分は、この規程の定めるところにより、当該学生の所属する学部の教授会あるいは研

究科の研究科会議（以下「教授会等」という。）の議を経て学長が行う。 

（通報等） 

第3条  大学学則第57条に規定する懲戒事由に該当する行為を発見し、又はその情報を得た教職員は、速や

かに学務グループ課長に通報するものとする。 

2  前項の通報を受けた学務グループ課長は、直ちに副学長に報告するものとし、副学長は、これを直ちに

当該学生の所属する学部の学部長あるいは研究科長（以下「学部長等」という。）に報告するものとする。 

（手続開始の決定） 

第4条  前条第2項の報告を受けた学部長等は、副学長及び学生指導委員会委員長と協議の上、相当の理由が

あると認めたときは、事件として手続の開始を決定するものとする。 

（調査委員会の設置等） 

第5条  教授会等は前条の決定があった場合、事実を調査し、及び懲戒処分案を調査審議させるため、その

都度、調査委員会を設けるものとする。 

2  調査委員会は、次の各号に掲げる委員で構成するものとし、学部長等が第1号の委員を指名することによ

り発足するものとする。 

（1）学部長等が次号及び第3号の者と協議の上、指名する教員若干人 

（2）学生指導委員会委員長 

（3）副学長 

3  調査委員会に、調査審議の整理を行わせるため幹事を置き、委員1人をもって充てる。 

4  学部長等は、前条の決定（事件の概要を含む）及び調査委員会の発足を、理由を付して直近の教授会等

に報告し、教授会等は、これを確認するものとする。学部長等が相当の理由がないと認めた場合において

も、同様とする。 

5  教授会等は、前項の報告を確認する場合において、特に必要があると認めたときは、これを修正するこ

とができる。 

（調査審議） 

第6条  調査委員会は、慎重かつ速やかに調査審議を行い、その結果を教授会等に報告するものとする。 

2  調査委員会は、調査審議に当たり、関係の教職員に資料の提出を求め、並びに関係の教職員及び学生か

ら事情及び意見を聴取することができる。 

（懲戒処分） 

第7条  教授会等は、前条第1項の報告に基づき、審議を経て、学長が懲戒処分を決定するものとする。 

2  前項の審議は、構成員の4分の3以上が出席した教授会等において、3分の2以上の賛成を得なければなら

ない。 

附 則 

 

この規則は、平成3年12月19日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成7年4月1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成13年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

   附 則 
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（通報等） 

第3条  大学学則第57条に規定する懲戒事由に該当する行為を発見し、又はその情報を得た教職員は、速や
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あると認めたときは、事件として手続の開始を決定するものとする。 
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に報告し、教授会等は、これを確認するものとする。学部長等が相当の理由がないと認めた場合において

も、同様とする。 
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第6条  調査委員会は、慎重かつ速やかに調査審議を行い、その結果を教授会等に報告するものとする。 
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附 則 

 

この規則は、平成3年12月19日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成7年4月1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成13年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

   附 則 
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 この規則は、平成23年5月20日から施行する。 

   附 則 

 この東京家政学院大学学生懲戒手続規則は、東京家政学院大学学生懲戒手続規程に改正し、平成27年4月1

日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 

 

 

東京家政学院大学学生表彰規程  
 

（目的） 

第1条  この規程は、東京家政学院大学学則第56条に規定する学生の表彰に関し必要な事項を定め、その適

正な実施を図ることを目的とする。 

（実施） 

第2条  学生の表彰は、この規程の定めるところにより、学長が行う。 

（表彰） 

第3条  学生の表彰は、表彰状を授与して行うものとし、併せて記念品を贈呈するものとする。 

（被表彰者の決定） 

第4条  被表彰者は、学生指導委員会において被表彰候補者を選出し、教授会の審議を経て学長が決定する。 

（表彰の方法） 

第5条  表彰は、原則として卒業式の日とし、随時行うことができる。 

（表彰基準） 

第6条  学生の表彰の基準は、次の各号の一に該当する者とする。 

（1）学業、人物ともに優れ本学学生として表彰に価する事由のある者 

（2）本学における課外活動の成果が特に顕著であり、本学の課外活動の振興に功績があったと認められ

る者 

（3）社会活動において優れた評価を受け、本学の名誉を著しく高めたと認められる者 

（4）その他前3号と同等の表彰に価する行為等があったと認められる者 

（事務） 

第7条  学生の表彰に関する事務は、大学事務局が行う。 

附 則 

この規則は、平成3年12月19日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成7年4月1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成13年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この東京家政学院大学学生表彰規則は、東京家政学院大学学生表彰規程に改正し、平成 27年4月1日から施

行する。 

   附 則 

 この規程は、平成28年1月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 
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日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 

 

 

東京家政学院大学学生表彰規程  
 

（目的） 

第1条  この規程は、東京家政学院大学学則第56条に規定する学生の表彰に関し必要な事項を定め、その適

正な実施を図ることを目的とする。 

（実施） 

第2条  学生の表彰は、この規程の定めるところにより、学長が行う。 

（表彰） 

第3条  学生の表彰は、表彰状を授与して行うものとし、併せて記念品を贈呈するものとする。 

（被表彰者の決定） 

第4条  被表彰者は、学生指導委員会において被表彰候補者を選出し、教授会の審議を経て学長が決定する。 

（表彰の方法） 

第5条  表彰は、原則として卒業式の日とし、随時行うことができる。 

（表彰基準） 

第6条  学生の表彰の基準は、次の各号の一に該当する者とする。 

（1）学業、人物ともに優れ本学学生として表彰に価する事由のある者 

（2）本学における課外活動の成果が特に顕著であり、本学の課外活動の振興に功績があったと認められ

る者 

（3）社会活動において優れた評価を受け、本学の名誉を著しく高めたと認められる者 

（4）その他前3号と同等の表彰に価する行為等があったと認められる者 

（事務） 

第7条  学生の表彰に関する事務は、大学事務局が行う。 

附 則 

この規則は、平成3年12月19日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成7年4月1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成13年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この東京家政学院大学学生表彰規則は、東京家政学院大学学生表彰規程に改正し、平成 27年4月1日から施

行する。 

   附 則 

 この規程は、平成28年1月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 
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園芸実習場

園芸実習場

バス折返
し場

町田キャンパス建物配置図

ゴルフ
練習場

グランド

課外活動
共用棟

工作工房
セミナー
ハウス

3号棟

2号棟

1号棟

多目的
広 場

(学生駐車場)

外来者・非常勤講師用
駐 車 場

駐輪場

路線バス
停留所

公道

公道

調整池 テニス
コート

学生
掲示板

大江スミ記念棟

学生ホール棟
管理棟

調整池

園芸実習場

園芸実習場

バス折返
し場

町田キャンパス建物配置図

ゴルフ
練習場

グランド

課外活動
共用棟

工作工房
セミナー
ハウス

3号棟

2号棟

1号棟

多目的
広 場

(学生駐車場)

外来者・非常勤講師用
駐 車 場

駐輪場

路線バス
停留所

公道

公道

調整池 テニス
コート

学生
掲示板

大江スミ記念棟

学生ホール棟
管理棟

調整池
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町田キャンパス案内図

1階

2階

建物記号呼称 部屋記号呼称

3

　
…
…

0

…
…

4

…
…
…

 

2

 

　

　
　

  

　

…
・ ・ ・ ・

例

管理棟

管理棟

K101
電気室

K104
機械室

K105
K102
発電機室

K103

エントランスホールK201
事務局

K20 6

受　付

ロビー

２
号
棟

１
号
棟

２
号
棟

１
号
棟

22
08

演
習

室

11
10

倉
庫

11
09

試
食

室

K1
06

機
械

室

11
01

つ
く

し

11
02

生
活

文
化

博
 物

 館

21
07

栄
養

指
導

実
 習

 室

22
07

フ
ー

ド
･サ

イ
エ

ン
ス

＆
ア

ー
ツ

実
習

室

22
01

微
生

物
・生

物

実
  験

  室

21
05

第
１
調

理

実
習

室

21
04

第
2調

理

実
習

室

W. C
.

W. C
.

11
13

入
　
浴

実
習

室
更

衣
室

 1
11

1

介
　

護

実
習

室

11
05

11
06

11
07

110
4

）
博
（

室
務

事

博
物

館
書

庫

博
物

館
収

蔵
庫

博
物

館
収

蔵
庫

21
0 2

第
３
調

理

実
習

室

12
0 6 教

室

22
0 4

栄
養

教
育

実
 習

 室

12
04

教
室

22
03

教
室

12
03

教
室

12
02

教
室

12
01

就
職

支
援

室

210
3

室
備

準
理

調

K1
07

管
理

セ

ン
タ

ー

K1
08

K1
09

12
07

ロ
ー

ズ

コ
ー

ト

22
02

微
生

物

実
験

室

22
05

生
物

学
研

究
室

22
06

フー
ド・

サ

イ
エ

ン
ス

&ア
ー

ツ

研
究

室

12
08

学
習

支
援

室

EV

K2
04

書
庫

K2
03

K2
02

W. C
.

W. C
.

放
送

室

K2
05

更
衣
室

学
生

用

掲
示

板

管理棟

１号棟

２号棟

11
12

介
護

実
習

室

平成31年4月現在
21
06

栄
養

指
導

研
究

 室

21
08

調
理

学
研

究
室

21
01

3階

4階

管理棟

管理棟

K302
第2

会議室
湯

沸室

２
号
棟

１
号
棟

２
号
棟 １

号
棟

13
06

メデ
ィア

制作

スタ
ジ

オ

13
05

第
 3

パ
ソコン室

13
02

教
室

23
12

第
4

理
化

学

実
験

室

23
07

第
1理

化
学

実
験

室

23
03

第
2理

化
学

実
 験

 室

W.C
.

23
01

第
3理

化
学

実
 験

 室
231

3

助
手

共
同

研
究

室

室
備

準

K3
06

保
健

室

23
08

応
用

食

品
科

学

研
究

室

23
09

給
食

管
理

学

研
究

室

23
10

研
究
室

23
11

研
究
室

13
10

研究室

13
07

 

デ
ジ

タル

メデ
ィア

研
究

室

13
08

第
１

LL

教
　
室

13
09

第
２

LL

教
　
室

13
03

第
 2

パ
ソコン室

精
密

機
器

室

天

室

13
01

教
室

EV

K3
05

第
   

3

会
議

室

W.C.

W.C.

K3
07

休
憩
室

K3
04

学
生

相
談

室
K303
電子計算機室

K301
第1会議室

K308

事務局長室

来客控室

秘
書
室

K310
学長室

K402
準備室

14
06

被
服

構
成

学

実
習

室

14
01

第
1

パ
ソコン室

24
08

被
服

材
料

学

実
　

験
　

室 W.C
.

K4
11

-2

AO
入

試

作
業

室

24
06

被
服

整
理

学
研

究
室

14
13

研
究
室

14
07

 服
飾

造
形

学
実

習
室

14
08

服
飾

造
形

学

実
習

室

14
02

教
室

EV

K4
10

第
　

5

会
議

室

W.C.

W.C.

K4
01

倉
庫

K403
第4会議室

K408

24
04

第
1被

服

整
理

学

実
験

室

24
05

第
2被

服
整

理
学

実
験

室

24
07

被
服

材
料

学
研

究
室

14
05

被
服

構
成

学
研

究室
14

04

服
飾

造
形

学
研

究室

14
09

情
報

処
理

準
備

室

14
12

情
報

処
理

セ
ン

タ
ー

24
03

教
室

24
02

教
室

24
01

教
室

14
11

シ
ス

テ
ム

基
礎

研
究

室

14
10

倉
庫

K409
講師室

K407

生
活

K406 K405 K404

調
整

室

メ
デ

ィア
制

作

演
習

室

K4
11

-1

人
間

福
祉

学
科

実
習

指
導

室

23
04

エ
ー

テ
ル

室

230
2

230
5

230
6

5階

15
06

児
童

学
演

習
室

（２
）

15
11

児
童

学

科
面

談

室

25
02

機
械

室

25
03

飼
料

室25
01
動
物
実
験
室

W. C
.

15
04

工
芸

文
化

造
形

室
(1)

15
03

研
究

室

15
02

研
究

室

15
01

研
究

室

15
10

15
09

EV

15
08

工
芸

文
化

デ
ザ

イ
ン

室

15
07

 

２
号
棟

１
号
棟

研究室一覧表

1616
博物館学
考古学
民俗学
演習室

1617

立　川

1618 1619
 柳　瀬

1620
大和田

1621
西　口

1622
上　村

1623
中　田

1624

1625
新　海

石　恒

　

1626
丹　羽

1628
齋　藤

1629
　

1630
畝　部

マーク・ルイス

1631

1632
新　開

1633
木　村

1627
佐藤　

1612
河　田

1611
嶋　田

加　地

杉　野

1610
山　村

1609

1608

1607
齋藤(史)

1606
　

1605

1604

阿　尾

1603
金　森  

1602

1601
吉　 永

部屋番号
氏　 　  名

湯沸室

女

男

1615
第1暗室

1637
  講義室（3）

1614
  講義室（2）

1613
講義室（1）

1634
第1ゼミ室

1635
第2ゼミ室

1636
共用機器室

トイレ

E.V.

広

6階

研究室 教員名 研究室 教員名

K411-1 朝倉

2106 三澤1307 呉

21081404 藤田

富田

2308 山﨑

2309 山田

2407 花田

1503 澤田

1509 原田

1509 児童学実習指導室1509 児童学実習指導室

2101 岩本

和　田

岩見

松　本

1501 田尻

1502 高尾

小口

2206 黒田

2205(

Ｋ
・
Ｓ
・
Ｇ)

建
物
別

（
2
号
棟
）

階
数

（
4
階
）

Ｋ
は
管
　
　
　
理
　
　
　
棟

Ｓ
は
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス

Ｇ
は
学

生

ホ

ー

ル

棟

Ｔ
は
工
　
作
　
工
　
房

Ｏ
は
大
江
ス
ミ
記
念
ホ
ー
ル
棟

教
室
番
号

を
示
す

大
学
院
研
究
科
長
・産
業
医
相
談
室

人
間
栄
養
学
部
長
室

副
学
長
室

副
学
長
室

現
代
生
活
学
部
長
室

栄
養

学

研
究

室

初
等

教
育

演
習

室

児
童

学
実

習
指

導
室

児
童

学
実

習
事

務
室

※要確認のこと

1405

研
究

室

  研
究

室

応
用

食
品

化
学

研
究

室

令和２年４月現在

研究室

児
童
学
実
習
相
談
・研

究
室

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室
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３号棟

1階

2階

3階

3103
控室 3104

倉庫

3119
電気室
機械室

3117
倉庫

3118
倉庫

3102
倉庫

3101
教　室

3107
第2ロッカー室

3108
倉庫

W.C. W.C.

3110
第2クラブ
器具庫

EV

EV

EV

3120

3116 3114 31133115

3112

3204 3205

食品庫
W.C.

W.C. W.C.

W.C.
3206

KVA shop

3203
厨　房

3201
ラウンジ

3202
第2食堂

3301
教　室

3302
教　室

3303
教　室

3304
教　室

3305
教　室

3109
クラブ楽器庫

ロッカールーム資材庫

児童学実習室
　　(1)

3105

倉庫
3111

　　　　3207

児童学実習室(2)

4階

5階

6階

7階

3402
教　室

3405
児童学演習室(1)

3401
教　室

3601
第3製図室

3510
演習室

3501
住居学演習室　

3504
住居学
演習室

3511
研
究
室

研
究
室

研
究
室

3509

研

究

室

3508

研
究
室

3512
研
究
室

3403
教　室

3404
教　室

EV

EV

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

3505
住居学
演習室

住居学
演習室

3507
CAD

演習室

住居学
セミナー室

3506
住居学
演習室

研究室

第2暗室

ミーティングルーム

3602 3610

3607

3608

3701

37043703

3702

35033502

3606

室
究
研

室
究
研

住居学
セミナ
ー室

A.V.
準備室

倉庫

3603 3604 3609

3605

生
活
園
芸
学

実
験
室

研究室 教員名 研究室 教員名

3116 人間栄養学科教員 3602

3502 大宮司 3604

3606

椛田

白井

3609 石綱

原口

3508

3509 大橋

3512 深石

小池

倉
　
庫

生活園芸学
演習室

※要確認のこと

人
間
栄
養
学
科

共
同
研
究
室

食堂・事務室
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大江スミ記念棟

3階 4階 5階

湯沸室

0502

0508

0507

0505

0506
※

0432

0501

0503

0504

投光器室

投光器室操作室

EV機械室

大江スミ記念ホール

舞　 台

0312

大江スミ記念ホール

0311
  収蔵庫

0313
ホワイエ

0306
演習室 博物館

収蔵庫
（３）

（１）

0305
あしび

0304
 
 

0309
クローク

大江スミ記念ホール

空
調
機
械
室

倉庫

0301

0302

資料室

0303
倉庫

光塩会事務室

演習室

　演習室

共用機器室

EVEV

EV

倉
庫

倉
庫

倉
庫

倉
庫

W.C.

W.C.W.C.

0421

03100308

0401
0402

0403
0404
0405

0406

0420
0419

0418
0417
0416

湯沸室
EV機械室

0307B
大学院
生共同
研究室

0307A
大学院
生共同
研究室

投光器室

 

研究室一覧表

※0432

演　習　室　

E.V.

機械室

0401
0431

共　 用

機器室 資料庫 資料庫

0417

  

0416

  

　

0428
森

0427
研究室

0429
研究室

0430
研究室

0424

0422

研究室

※0426

※0425

※0421 ※0419

　

0407
井　上

0409

0410
博物館等資料保管室

0412

0413

研究室

0414

現代生活学研究所

現代生活学研究所

0415

部屋番号
氏　 　 名

0411
研究室

研究室

　

  

0405

内  田

（宗）

0406

湯沸室

女 男

トイレ

0408
地域福祉研究

研究室

0404

佐々木 研究室

0403

研究室

0402

研究室

職員組合
 事務室

学務G
倉庫

演習室

演習室

04180420

Ａ

Ｂ

4階 拡大図

国際交流室

研究室研究室

PCコーナー

PC
コーナー

OPAC

600  産業 900  文学 200  歴史 100  哲学 000  総記

300  社会科学

700  芸術

800  言語

東洋文庫

書
新
ま
く
ち

庫
文
波
岩

新聞縮刷版

雑誌バックナンバー・紀要

就職・資格・旅行ガイド・文庫本

旨
要
論
卒

大江文庫書架

C 書 庫

D 書 庫

大型本

貴重書
閲覧室

大江文庫
調査室

館長室 スタッフ
ラウンジ

談話室

EV 空調機械室

2階

電子黒板

自動販売機

新着
コーナー

総合カウンター

新聞架

風除室

エントランス

OPAC

OPAC

雑誌架 雑誌架

紙芝居

400  自然科学

500  技術

EV図書館事務室 空調機械室

絵本コーナー

AV（視聴覚）コーナー

AV（視聴覚）コーナー

新聞庫

ビデオテープ

CD・DVD・ビデオテープ

写真撮影室

カセットテープ資料室

マイクロ試写室

キュービクル

キュービクル

グループスタディールーム 1

グループスタディールーム 2

グループスタディールーム 3 

グループスタディールーム 4

1階

コピー機

小  野

（由）

事務局倉庫

演習室

0506

演習室

用具
庫

W.C.

W.C.

G202
倉庫

エントランスホール

G201

アリーナ

G101

集団給食実習食堂

ステージ

G203

G104
集団給食実習室

G106
用具庫・トイレ

学生ホール棟

シ
ャ
ワ
ー
室

更
衣
室

体
育
研
究
室

体
育
研
究
室

G301
　 体
講育
師非
控常
室勤

G302

G303 G304

G307

G305

G306

準備室

操
作
室

ギャラリー

3階

2階

1階

研究室番号 教員名

G302 金子（和）

G307 大嶋

T201
資料室

T104
工芸実習室

T103
塗装室

T101
準備室

T102
構造実験室

W.C.

2階

1階

工作工房

食
品
庫

G107
準
備
室
・
更
衣
室

G105

研究室

倉庫

倉庫

倉庫倉庫

倉庫研究室

研究室 研究室研究室

研究室
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用具
庫

W.C.

W.C.

G202
倉庫

エントランスホール

G201

アリーナ

G101

集団給食実習食堂

ステージ

G203

G104
集団給食実習室

G106
用具庫・トイレ

学生ホール棟

シ
ャ
ワ
ー
室

更
衣
室

体
育
研
究
室

体
育
研
究
室

G301
　 体
講育
師非
控常
室勤

G302

G303 G304

G307

G305

G306

準備室

操
作
室

ギャラリー

3階

2階

1階

研究室番号 教員名

G302 金子（和）

G307 大嶋

T201
資料室

T104
工芸実習室

T103
塗装室

T101
準備室

T102
構造実験室

W.C.

2階

1階

工作工房

食
品
庫

G107
準
備
室
・
更
衣
室

G105

集団給食実習食堂

準
備
室
・更
衣
室
・ト
イ
レ
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S102
機械室

S103
浴 室

S101
管理人室

S218
ゲストルーム

S104
配膳室

S206
宿泊室

S207
宿泊室

S304
宿泊室

S302
学習室

S301
配膳室 S308

ダイニングルーム

S309
ミーティング

ルーム

S310
ミーティング

ルーム

S305
宿泊室

S306
宿泊室

S307
宿泊室

S204
つばき

S203
こぶし

S209
宿泊室

S202
配膳室

S201
事務室

S213
宿泊室

S214
宿泊室

S215
宿泊室

S216
宿泊室

S217
宿泊室

S212
宿泊室

S210
リネン室　

S211
リネン室

S208
宿泊室

脱衣室

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

ホール

S205
洗
面
室

S303
洗
面
室

S313

宿
泊
室

S314

宿
泊
室

屋根裏

S311 S312

セミナーハウス

3階

2階

1階

W.C.

手洗

湯沸室

共用室 Ａ 共用室 Ｂ

共用室 Ｄ 共用室 Ｃ

会議室 倉　庫

作業場

廊　　下

学 　友 　会

クラブ連合会
室

1階

課外活動共用棟
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S102
機械室

S103
浴 室

S101
管理人室

S218
ゲストルーム

S104
配膳室

S206
宿泊室

S207
宿泊室

S304
宿泊室

S302
学習室

S301
配膳室 S308

ダイニングルーム

S309
ミーティング

ルーム

S310
ミーティング

ルーム

S305
宿泊室

S306
宿泊室

S307
宿泊室

S204
つばき

S203
こぶし

S209
宿泊室

S202
配膳室

S201
事務室

S213
宿泊室

S214
宿泊室

S215
宿泊室

S216
宿泊室

S217
宿泊室

S212
宿泊室

S210
リネン室　

S211
リネン室

S208
宿泊室

脱衣室

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

ホール

S205
洗
面
室

S303
洗
面
室

S313

宿
泊
室

S314

宿
泊
室

屋根裏

S311 S312

セミナーハウス

3階

2階

1階

W.C.

手洗

湯沸室

共用室 Ａ 共用室 Ｂ

共用室 Ｄ 共用室 Ｃ

会議室 倉　庫

作業場

廊　　下

学 　友 　会

クラブ連合会
室

1階

課外活動共用棟

1 号館

2 号館

3 号館

KVA

会館

体育館

公　道

正門

テニス

コ ー ト

テニス

コ ー ト
テニス

コ ー ト

中庭

千代田三番町キャンパス建物配置図
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部屋記号呼称

7

　

04

 

数
階

（
4

）
階

1

 

別
物
建

（
1
号
館
）

　

号
番
室
教

例

・・・・・
・・

宿直室

2階

1209

地下1階

1103

地域連携・
研究センター

1102

理事長室

1104
秘書室

1213

1211

1215

1105

常勤理事室

1106

学長室

1107

保健室

ロビー

1101

法人事務局・大学事務局

1121

1118

1119

1111 1108

1階

1116
非常勤講師室
共用機器室

1115
1110

1109

控室・更衣室

W.C.

W.C.
W.C.

W.C. W.C. W.C.

W.C.

W.C.

1214教室

1208

1B02

第1調理学実習室

1B06

第2調理学実習室

1B07

電気室

1B08

第2調理学準備室

1B12

書庫

1B14

駐車場

1B13
受水槽・ポンプ室

1B10

生活
文化

博物館
収蔵庫

1B01

消火ポンプ室

1212

分析機器室
1210

ロッカー室

1216

ラウンジ

掲示板

大学院
共同研究室

エーテル室
共用薬品庫
天秤室・

機器室

EV

EV

EV

1207

第1理化学実験室

1206

理化学準備室

1205

研究室

1204

研究室

1203

研究室

1B04

研究室

1B09

1B03

第1調理学
準備室

1B05

研究室

12021201

第2理化学実験室

第2
ロッカー室

パウダールーム

1117

学　生
相談室

1114

副学長室

1112

応接室

1113
受付

W.C.

人間栄養

学部長室

給湯室

三番町図書館

事務室

グループ
スタディー
ルーム
（2）

マルチ
メディア
ルーム

グループ
スタディー
ルーム
（1）

千代田三番町キャンパス案内図

平成31年4月現在

１号館

K書庫

図書図書 雑誌

1B11

三番町図書館
開架閲覧室

インターネットコーナー
総合カウンター

出入口

 管理栄養士

キャリア形成支援・
　　就職資料室

現代生活

学部長室

国家
試験
対策室

研究室

第1会議室

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・

大学
執務室 学長室 大学

保健室
教室

大学事務局

学生面
談室（2）

学生
面談室
（1）大学院演習室

・第１会議室
学生支援
センター室

卒業研
究準備
室（2）・
自習室

卒業研
究準備
室（1）・
自習室

令和２年４月現在
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1507

臨床栄養実習室

1502教室1501教室

1508教室

1509

操作室

1510

投光
器室

1403

食品衛生学実験室

1404 1405

現代家政
実習

準備室
（1）

1406

現代家政実習室（1）

1407

階段教室

1408

ローズホール
（カフェテリア）

1409

前室

1410

1411

カフェテリア
厨房

1402

食品衛生学
準備室1412

1302教室1301教室

3階

4階

5階

EV

EV

EV

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

1503

研究室

1401

研究室

1504

研究室

1505

研究室

1506

臨床栄養
準備室

機械室

倉庫

厨房事務室

食品庫
下処理室

荷受場・検収室

前室・便所 消毒室

洗浄室更衣室
1309

給食経営管理実習室 調理室

1310

給食経営管理実習食堂1313
研究室

1311

給食経営管理
実習試作室

1312

給食経営
管理実習
準備室

1314
給食

経営

機械室

1306

倉庫

動物実験
機械室

1308

動物実験室

1307
倉庫

大江スミ記念

1303教室

学習支援室研究室
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8階

7階

6階

EV

EV

EV

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

1801

倉庫

1612

倉庫

1804

ゼミ室

1803 1805

ゼミ室

1806

1701 1702

ゼミ室

1703

ゼミ室

1807

ゼミ室

1808

ゼミ室

1802
現代家政
実習

準備室(3)
ゼミ室

1809

第2パソコン室

1704

ゼミ室

1705
現代家政
学科共同
ゼミ室（2）

1706教室 1707教室

1708

現代家政実習室（2）

1709

現代家政
実習

準備室
（2）

1601

第1パソコン室

1602教室 1606

栄養教育実習室

1603

研究室

1604

研究室

1605

栄養教育
準備室

1611

学外実習支援

・教職教育等

指導室

1607
研究室

1608
研究室

1609
研究室

1610
研究室

ゼミ室現代家政
学科共同
ゼミ室（1）

ゼミ室

卒業研究
準備室（3）
・自習室
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W.C.

1階

物 置
W.C.

ベランダ

K0302

K0303
第4会議室

K0304
光塩会
事務室

K0301
あづま会

事 務 室

3階

ＫＶＡ会館

体育館

地下2階

GB202
第2体育室

GB201
第1体育室

器具庫

器具庫

地下1階

器具庫 器具庫

GB102
サブアリーナ（2）

GB101
サブアリーナ（1）

1階

G0101
   研究室
     

W.C.
シャワー室

ボイラー室

2階

器具庫

器具庫

1号館へ

器具庫

器具庫

G0201
アリーナ

AV
室

3階1号館へ

更衣室

G0301
中高体育準備室

2階

庭

K0201
お茶室

物 置
W.C.

K0202
談話室

広　縁

入口
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